
 

 

 

    写 平成 29年第４回定例会 
 

（12月 12日招集） 

 
 
 

町議会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益 城 町 議 会  



 

平成29年第４回益城町議会定例会目次 

 

○12月12日（第１日） 

 出席議員 ········································································ 1 

 欠席議員 ········································································ 2 

 職務のため出席した事務局職員の職・氏名 ·········································· 2 

 説明のため出席した者の職・氏名 ·················································· 2 

 開会・開議 ······································································ 2 

     ・諸般の報告（議席配付） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について ·········································· 3 

 日程第２ 会期の決定について ···················································· 3 

 日程第３ 議員提出第３号 道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措置の継続に 

              関する意見書 ·········································· 3 

 日程第４ 議案第86号 平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）················· 5 

 日程第５ 議案第87号 平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ····· 5 

 日程第６ 議案第88号 平成29年度益城町介護保険特別会計補正予算（第３号） ········· 5 

 日程第７ 議案第89号 平成29年度益城町公共下水道特別会計補正予算（第３号） ······· 5 

 日程第８ 議案第90号 平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２ 

            号） ······················································ 5 

 日程第９ 議案第91号 平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）············· 5 

 日程第10 議案第92号 益城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について ·········································· 5 

 日程第11 議案第96号 益城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改 

            正する条例の制定について ·································· 5 

 日程第12 議案第97号 益城町「平成28年熊本地震」復興基金条例の制定について ······· 5 

 日程第13 議案第98号 益城町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成 

            及び活性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を 

            定める条例の一部を改正する条例の制定について··············· 5 

 日程第14 議案第99号 益城町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について ······· 5 

 日程第15 議案第100号 益城町課設置条例の一部を改正する条例の制定について ········ 5 

 日程第16 議案第101号 指定管理者の指定の期間の変更について ····················· 5 

 日程第17 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換に 

      係わる疑義の調査報告 ················································· 32 

 散会 ··········································································· 38 

 

○12月13日（第２日） 



 

 出席議員 ······································································· 39 

 欠席議員 ······································································· 39 

 職務のため出席した事務局職員の職・氏名 ········································· 39 

 説明のため出席した者の職・氏名 ················································· 39 

 開議 ··········································································· 40 

 日程第１ 一般質問 ····························································· 40 

       12番 坂田みはる議員 ··············································· 40 

          １ 町長の政治姿勢について 

           （１）町長になられて一期目の総括 

           （２）熊本地震の復旧・復興の過程について 

           （３）次期町長選挙について 

       ７番 吉村建文議員 ················································· 50 

          １ 災害公営住宅について 

           （１）９月29日災害公営住宅が680戸必要との検討委員会から 

              の提言があったが、町の方針はどうなっているのか。 

           （２）現在、災害公営住宅の土地はどれ位確保されているのか。 

           （３）土地取得にあたって、透明性は確保されているのか。 

          ２ 県の復興基金について 

            県への復興基金100億円の配分が10月15日に分かった。 

            益城町では17億3,900万円が割り当てられた。そこで長 

            として、どの様にこの基金を使おうとしているのか。現 

            時点での内訳をお伺いしたい。 

          ３ 投票所の設置について 

           （１）10月の衆議院選挙で、我が町は12カ所の投票所で選 

              挙をした訳だが、震災前は28カ所で投票を行ってい 

              た。そこで過去の選挙（Ｈ28年以降）の投票率、期 

              日前投票者数、不在者投票者数の変遷を伺う。 

           （２）今後の対策として、投票所の増加等、町の方針を伺う。 

          ４ 就学援助における入学前支給について 

            ９月議会で質問した、就学援助における入学前支給につい 

            て、その後の町の対応について伺う。 

          ５ スズメバチの巣の駆除について 

            今年は台風の被害も少なくて良かったが、スズメバチの巣 

            が例年に増して多く、町の対応について伺う。 

       ５番 榮 正敏議員 ················································· 61 

          １ 益城町震災遺構３カ所の国の重要文化財認定について伺う。 



 

            福田地区の谷川氏跡地の住居の解体をしなければならない 

            のはなぜなのか。 

          ２ 我が町における子供の貧困の実態と、現状の把握は出来て 

            いるのか。 

            子供の貧困、いじめ、シングルマザー家庭における生活支 

            援や、保育園、幼稚園の待機児童の実態と無認可保育園の 

            実態は。 

          ３ 町長の復興に関する今後の方針で、県や国の行政に対して 

            どのような施策を考えているか。 

            復興財源の確保はどのような形でやっていくのか。 

       ２番 下田利久雄議員 ··············································· 69 

          １ 災害復興住宅と定住促進事業の連携について 

            災害復興住宅と定住促進事業の連携派できないだろうか。 

            津森、福田、飯野地区ではすでに災害復興住宅の場所も 

            決定し、市街地と比べて土地代金も安く住民が増えて定 

            住促進事業の一端を、担うことが出来るのではないか。 

          ２ 津森分館改修について 

            公民館津森分館が出来てすでき30年以上経過しており分 

            館内部の状況については、当時の時代に合った内容にお 

            いて作られたものと思うが、料理教室が、ここ20年近く 

            ほとんど利用されていないのが現状である。現在利用で 

            きる部屋は、ホールと和室の二部屋のみで、利用度が多 

            くなっている現状からすると部屋数が足りない状況であ 

            る。料理教室を、会議室と改修出来ないだろうか。 

       １番 上村幸輝議員 ················································· 72 

          １ 県の復興基金100億円配分の中で、益城町配分の17億3,900 

            万円の使途について伺う 

           （１）比較的自由度の高い基金配分であると思うが、大枠と 

              してどのような分野での利活用を考えているのか。 

           （２）被災者支援管径においては、どのような問題・課題を 

              認識し、どのような支援内容を考えているか。 

 散会 ··········································································· 79 

 

○12月14日（第３日） 

 出席議員 ······································································· 80 

 欠席議員 ······································································· 80 



 

 職務のため出席した事務局職員の職・氏名 ········································· 80 

 説明のため出席した者の職・氏名 ················································· 80 

 開議 ··········································································· 81 

 日程第１ 一般質問 ····························································· 81 

       15番 竹上公也雄議員 ··············································· 81 

          １ 都市計画道路益城中央線４車線化の町の対応について 

           （１）事業主体である県が都市計画道路益城中央線の27 

              メートル拡幅工事に着手するに当たり、道路にか 

              かる沿道に住む町民の住居敷地の提供により、建 

              築物の移動や移転は県との交渉であるが町として 

              は引越し先の選定や土地探しなど町民に対するバ 

              ックアップの応援など考えているか。 

           （２）益城中央線へ接続している町道の交差点では左折 

              車、右折車などが出て来る事になるが見通しの悪 

              い角地が多く安全性に欠ける。又、横断歩道など 

              の整備も必要となる。その他通学路や安全標識、 

              生活環境の整備が必要となる。町の対応策は考え 

              ているか。 

          ２ 陸上競技場の整備について 

            震災後、競技場内に避難場所としてテントを張り、571 

            名が避難生活を過ごしたが、400ｍトラックにテント杭 

            を打った為、公認陸上競技場としての機能を失った。 

            その為、マットの張り替え整備が必要となるが、場所選 

            定に問題はなかったのか。修理はいつ頃になるのか。 

       ８番 野田祐士議員 ················································· 89 

          １ これまでの震災対応を問う。 

           （１）昨年４月、町は大震災に見舞われたが、その後の対 

              応で早急にやるべきだったこと、出来なかったこと 

              の検証、住民に不安を与えたこと、心配心労をかけ 

              たことの検証をどう行ったか、検証結果について伺 

              う。 

           （２）震災後の対応で、西村町長のリーダーシップ不足と 

              決断力不足が、町民や役場職員、更には震災対応に 

              従事した民間業者等にも、多大な迷惑をかけたとの 

              声が多く聞こえてくる。町長自身、反省点は多いと 

              思うが如何か。 



 

          ２ 木山交差点の民有地の処分に関して 

           （１）100条委員会は地方自治法により地方公共団体の活用 

              を定めた法令により、議会が設置したものである。 

              100条委員会の報告と判断がなされたら、それに対し 

              町長自ら対応しなければならないし、責任があればそ 

              れを果たすべきであるが、どう果たすのか。 

           （２）現在も様々な責任問題に発展している。例えば、町長 

              はこの件で、県道４車線化や木山区画整理に伴い、地 

              権者から町の財産との交換をもちだされたら、対応し 

              なければならなくした。どう責任をとるのか。 

          ３ 町長の判断能力と政治手法について 

           （１）益城町にとって大切なことは、町の利益を優先し考え 

              計画し、行動し、成果をだしていくことだ。震災後か 

              ら、西村町長のリーダーシップ不足により熊本県主導 

              となっていることは残念なことである。 

              将来に向けた政策や考え方ができていないのは、町に 

              とって不利益になっていると言う意見が多数ある。き 

              ちんと町民に説明すべきだが如何か。 

       14番 中村健二議員 ················································ 100 

          １ 布田川断層帯、活断層３か所の保存及び管理方法を問う。 

            布田川断層帯の活断層３か所が国指定の天然記念物とな 

            るが、この活断層の保存はどのように考えているのか。 

          ２ 復旧・復興の進捗状況について伺う 

           （１）道路、橋梁等のインフラの復旧はどの程度進んでい 

              るのか。 

           （２）役場、学校、運動施設など、公共施設の復旧への取 

              り組み方及び進捗状況は。 

           （３）復旧・復興を進める中でいろいろな分野で協議会や 

              検討会が設置されているが、それは復興事業に反映 

              されているのか。 

           （４）復興を進める中で、県道の４車線化及び木山地区区 

              画整理事業について、県主導で事業を進めていただ 

              くことは大変ありがたいことだが、この事業に対し 

              ての町の対応、取り組み方は。 

       ９番 宮﨑金次議員 ················································ 113 

          １ 町が受けた義援金について 



 

            熊本地震で被害を受けた町民に対して、全国からあたた 

            かい義援金が贈られて大変感謝している。義援金も県を 

            通じていただいたものと、町に直接贈っていただいたも 

            のとあり、いずれも有効に使用されていると思うが、一 

            部の町民から「町が受けた義援金はどうなっているのか」 

            とよく質問を受ける。この質問を受けて次の２点を伺いた 

            い。 

            ①県と町に区分して12月１日現在の義援金の受領総額、配 

             分額及び残高。 

            ②義援金残額を今後どの様に配分を考えられているのか。 

          ２ 活気溢れる町を取り戻すための政策について 

            熊本地震後一年半以上が経過したのに町の復興の姿がよく 

            見えてこない。町の復旧復興はこれからが本番だと云う人 

            もいるが、それにしても町として賑わいや活気が全く感じ 

            られない。町長は「町民の活気溢れる生活を取り戻すため 

            の政策」をどのように考えているのか。 

 散会 ·········································································· 121 

 

○12月19日（第４日） 

 出席議員 ······································································ 122 

 欠席議員 ······································································ 122 

 職務のため出席した事務局職員の職・氏名 ········································ 122 

 説明のため出席した者の職・氏名 ················································ 122 

 開議 ·········································································· 123 

 日程第１ 常任委員長報告 ······················································ 123 

 日程第２ 議案第102号 工事請負契約の締結について ····························· 141 

 日程第３ 議案第103号 工事請負契約の締結について ····························· 142 

 日程第４ 議案第104号 工事請負契約の締結について ····························· 143 

 日程第５ 議案第105号 工事請負契約の締結について ····························· 145 

 日程第６ 議案第106号 物品の購入について ····································· 146 

 日程第７ 議案第107号 物品の購入について ····································· 146 

 日程第８ 議案第108号 教育委員会委員の任命同意について ······················· 147 

 日程第９ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ···················· 148 

 日程第10 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ···················· 149 

 追加日程第１ 西村博則町長の不信任決議について ································ 150 

 日程第11 閉会中の継続調査の件 ················································ 157 



 

 閉会 ·········································································· 158 



 - 1 - 

平成29年第４回益城町議会定例会会議録 

 

１．平成29年12月12日午前10時00分招集 

２．平成29年12月12日午前10時00分開会 

３．平成29年12月12日午後２時29分散会 

４．会議の区別 定例会 

５．会議の場所 役場仮設庁舎別館２階本会議場 

６．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議員提出第３号 道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意

見書 

  日程第４ 議案第86号 平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号） 

  日程第５ 議案第87号 平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  日程第６ 議案第88号 平成29年度益城町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  日程第７ 議案第89号 平成29年度益城町公共下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第８ 議案第90号 平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

  日程第９ 議案第91号 平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号） 

  日程第10 議案第92号 益城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

  日程第11 議案第96号 益城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

  日程第12 議案第97号 益城町「平成28年熊本地震」復興基金条例の制定について 

  日程第13 議案第98号 益城町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

  日程第14 議案第99号 益城町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

  日程第15 議案第100号 益城町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

  日程第16 議案第101号 指定管理者の指定の期間の変更について 

  日程第17 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換に係わる

疑義の調査報告 

                                            

７．出席議員（17名） 

１番 上 村 幸 輝 君  ２番 下 田 利久雄 君  ３番 冨 田 德 弘 君 

４番 松 本 昭 一 君  ５番 榮   正 敏 君  ６番 中 川 公 則 君 

７番 吉 村 建 文 君  ８番 野 田 祐 士 君  ９番 宮 﨑 金 次 君 
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10番 坂 本   貢 君  11番 寺 本 英 孝 君  12番 坂 田 みはる 君 

14番 中 村 健 二 君  15番 竹 上 公 也 君  16番 渡 辺 誠 男 君 

17番 荒 牧 昭 博 君  18番 稲 田 忠 則 君 

                                            

８．欠席議員（１名） 

13番 石 田 秀 敏 君 

                                            

９．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

議会事務局長   堀 部 博 之 

                                            

10．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長   西 村 博 則 君    副 町 長    向 井 康 彦 君 

教 育 長   酒 井 博 範 君    政策審議監    永 田 清 道 君 

会計管理者    髙 森 修 自 君    総 務 課 長    中 桐 智 昭 君 

企画財政課長   藤 岡 卓 雄 君    生活再建支援課長   姫 野 幸 德 君 

税 務 課 長    緒 方   潔 君    住民保険課長   森 部 博 美 君 

こども未来課長   坂 本 祐 二 君    健康づくり推進課長   後 藤 奈保子 君 

福 祉 課 長    木 下 宗 徳 君    福祉課審議員   深 江 健 一 君 

産業振興課長   森 本 光 博 君    復旧事業課長   坂 本 忠 一 君 

復旧事業課審議員   増 田 充 浩 君    都市建設課長   西 口 博 文 君 

復興整備課長   杉 浦 信 正 君    危機管理課長   金 原 雅 紀 君 

学校教育課長   福 岡 廣 徳 君    生涯学習課長   安 田 弘 人 君 

環境衛生課長   河 内 正 明 君    水 道 課 長    荒 木 栄 一 君 

下水道課長    水 上 眞 一 君 

                                            

開会・開議 午前10時00分 

○議長（稲田忠則君） 皆さん、おはようございます。 

 平成29年第４回益城町議会定例会が招集されましたところ、議員の皆さんには大変お忙しい中

に御出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 なお、13番石田秀敏議員から欠席する旨の届け出があっております。議員定数18名、出席者議

員17名であります。 

 これより、平成29年第４回益城町議会定例会を開会いたします。 

 まず、閉会中における諸般の報告をいたします。内容については議場に配付のとおりです。 

 なお、議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（６号）については修正がありました

ので、机上配付しております。よろしくお願いいたします。 

 それでは日程に従い、会議を進めます。 



 - 3 - 

                                            

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（稲田忠則君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、８番野田祐士議員、１番上村

幸輝議員を指名いたします。 

                                            

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（稲田忠則君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から12月19日までの８日間としたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

○議長（稲田忠則君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は８日間とすることに決

定しました。 

 なお、日程について申し上げます。本日は、本定例会に提案されました議案の説明、議案に対

する総括質疑を行います。13日、14日は一般質問、15日は常任委員会、16、17日は休会、18日は

常任委員会、19日は討論、採決、その他ということでまいりたいと思います。 

                                            

 日程第３ 議員提出第３号 道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見

書 

○議長（稲田忠則君） 日程第３、議員提出第３号「道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措

置の継続に関する意見書」についてを議題といたします。 

 提出者議員の説明を求めます。 

 17番荒牧昭博議員。 

○17番（荒牧昭博君） 皆さん、おはようございます。17番荒牧でございます。 

 議員提出第３号、道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見書。 

 地方自治法第99条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 

 平成29年12月12日提出。提出者議員、荒牧昭博。賛成者議員、宮﨑金次、賛成者議員、坂田み

はる。 

 道路整備に係る補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見書案。 

 昨年４月に発生した平成28年熊本地震では、震度７の地震が２度も襲い、本町に未曽有の被害

をもたらした。 

 特に、今回の震災では、町内の道路網が遮断され、救助・救援活動も困難な状況となり、道路

の必要性を改めて認識させられた。 

 道路は、町民の経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、その整備は益城町の復旧・

復興はもとより、全国の防災・減災に寄与するものである。 

 現在、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、（以下、道路財源特法とい
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う。）この規定により、地域高規格道路事業や交付金事業の補助率等がかさ上げされているが、

この特別措置は平成29年までの時限措置となっており、このままでは地方創生に全力を掲げて取

り組んでいるこの時期に特措法が終了し、補助率等が軽減することとなり、自主財源に乏しい地

方自治体にとっては死活問題になりかねない。さらに、本町は熊本地震からの復旧・復興に向け、

住民の生命を守る災害に強いまちを目指して、総力を挙げて取り組んでいる状況であり、この影

響はより大きなものになる。 

 よって、国におかれては、道路財特法の補助率等のかさ上げ措置によって、平成30年以降も引

き続き現行制度を継続させるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成29年12月12日、熊本県上益城郡益城町議会。 

 衆議院議長、大島理森様、参議院議長、伊達忠一様、内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、

麻生太郎様、国土交通大臣、石井啓一様。 

 以上です。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 提出者議員の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 これより議員提出第３号「道路整備事業に係る補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見

書」についてを採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員です。よって、議員提出第３号「道路整備事業に係る補助率等

のかさ上げ措置の継続に関する意見書について」は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。日程第４、議案第86号「平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）」

から日程第16、議案第101号「指定管理者の指定の期間の変更について」までを一括議題とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

○議長（稲田忠則君） 異議なしと認めます。よって、日程第４、議案第86号「平成29年度益城

町一般会計補正予算（第６号）」から日程第16、議案第101号「指定管理者の指定の期間の変更

について」までを一括議題といたします。 
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 日程第４ 議案第86号 平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第５ 議案第87号 平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議案第88号 平成29年度益城町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第７ 議案第89号 平成29年度益城町公共下水道特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第90号 平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第91号 平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第92号 益城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第11 議案第96号 益城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第12 議案第97号 益城町「平成28年熊本地震」復興基金条例の制定について 

 日程第13 議案第98号 益城町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第99号 益城町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第100号 益城町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第101号 指定管理者の指定の期間の変更について 

○議長（稲田忠則君） これより提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） おはようございます。平成29年第４回益城町議会定例会開会に当たり、

一言御挨拶を申し上げまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

 まず、議員の皆様方におかれましては、日夜地域のために活動されていることに対し、心から

お礼を申し上げます。また、傍聴席には、早朝からお越しいただきまして、本当にありがとうご

ざいます。心から感謝を申し上げます。 

 震災から１年８カ月が過ぎました。益城町総合体育館の解体が始まり、被災しました道路の整

備など、復旧は少しずつではありますが進んでおります。また、被災した家屋の解体におきまし

ても、申請ベースで99％を超え、益城中央小跡地の第一仮置き場を10月末に閉鎖をしております。 

 しかしながら、仮設住宅、みなし仮設住宅におきまして2,800世帯7,000人の皆様が生活をされ

ております。今後も一人一人と向き合いながら、生活再建を第一に取り組んでまいります。 

 また、10月８日、テクノ公園におきまして、きままにスポーツ健康フェスタを開催しました。

益城町総合運動公園や町民グラウンドが被災し使用できないことから、本年はテクノ公園におき

まして、５人１組のチーム対抗戦で実施し、多くの参加者でにぎわっておりました。 

 また、10月28日には、みんなの秋祭りをグランメッセ駐車場において開催をしました。当日は、

あいにくの小雨が降り続く天気でしたが、益城中、木山中合同の吹奏楽演奏、キャラクターショ

ー、レーザーショー、コンサートなどで盛りだくさんの内容で、大変な盛り上がりようでした。 
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 さらに、今月の10日には、上益城郡体育協会主催によります町対抗駅伝が２年ぶりに開催され、

益城町チームはＡチームが２位、Ｂチームが４位というすばらしい成績をおさめ、町民の皆様に

勇気を与えてくれました。 

 震災による心のダメージは非常に大きいものがあり、今後もさまざまなイベント開催などによ

り、傷ついた心を癒やす取り組みを積極的に実施してまいります。 

 さて、今回提案しております議案は、補正予算６件、条例など７件、合計13件となっておりま

す。 

 それでは最初に、議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）から議案第91号、

平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）までの６議案について御説明を申し上げます。 

 まず、議案第86号、一般会計補正予算は、歳入歳出23億2,930万7,000円を増額しまして、歳入

歳出総額472億1,462万6,000円としています。 

 第１表、歳入歳出予算補正で、歳入の主なものは、普通交付税の交付決定による２億円、平成

28年熊本地震復興基金に係る創意工夫分として配分されました17億3,900万円を含む熊本地震復

興基金交付金17億4,876万8,000円、台風被害復旧支援事業補助金1,109万8,000円、県道整備や土

地区画整理事業の起債などの増額、財政調整基金の基金繰入金を３億円減額しています。 

 歳出の主なものは、人事異動や給与改定に伴う人件費、創意工夫分で配分された熊本復興基金

17億3,900万円全額の積み立て、新築件数の増加に伴う固定資産家屋評価委託料439万6,000円、

利用者の増加に伴う障害者介護訓練等給付費3,748万2,000円、農業施設等の台風被害復旧支援事

業補助金1,290万6,000円、益城中央線等街路整備の県道整備事業負担金１億320万円、益城中央

被災市街地復興土地区画整理事業負担金3,500万円などを計上しています。 

 第２表は、震災復旧緊急対策経営体育成支援事業の繰越明許費。 

 第３表の地方債補正は、土地区画整理事業債の追加及び五つの事業の限度額変更を行っており

ます。 

 次に、特別会計関係の補正につきましては、議案第87号、国民健康保険特別会計補正予算では

５億3,916万7,000円の増額補正、議案第88号、介護保険特別会計補正予算では1,523万6,000円の

増額補正、議案第89号、公共下水道特別会計補正予算では590万円の増額補正、議案第90号、農

業集落排水事業特別会計補正予算では10万円の増額補正を行っております。 

 また、議案91号、水道事業会計補正予算の収益的収入及び支出の補正は248万6,000円を減額、

議会の議決を経なければ流用することのできない経費の職員給与費660万4,000円増額するもので

す。 

 なお、各会計の補正予算の内容につきましては、企画財政課長に説明をさせますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。 

 今回提案しております予算関係６議案について、御説明を申し上げます。 

 まず議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算書（第６号）でございます。 
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 １ページをお開きください。 

 平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ23億2,930万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ472億1,462万6,000円とするとしております。 

 第２条では、繰越明許費について、また、第３条では、地方債の補正を記載しております。 

 次に、５ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費でございます。 

 ６款農林水産業費１項農業費震災復旧緊急対策経営体育成支援事業、翌年度繰越額が1,702万

2,000円。これは、公共工事の影響等で再建に時間を要しており、被災農家の再建の期間を確保

するためでございます。 

 次に、６ページでございます。 

 第２表、地方債補正でございます。 

 １の追加でございます。 

 起債の目的が土地区画整理事業債、これは益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に係るも

ので、事業費の２分の１が国庫補助、２分の１が地方負担。この地方負担のうち、県負担が90％、

町負担が10％となっておりますが、その町負担分の90％を限度額としております。また、22％の

交付税措置があるものでございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、ここに記載しているとおりでございます。 

 次に、２、変更でございます。 

 いずれも限度額の変更でございまして、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正

前と同じでございます。 

 まず、起債の目的。緊急防災・減災事業債でございます。1,300万円の増額で、小峯消防団積

載車の車庫用地取得等に係るもので、充当率100％、交付税措置70％となっております。 

 次に、県道整備事業債は8,640万円の増額で、益城中央線街路整備事業に係るもので、充当率

が90％、交付税措置が22％となっております。 

 次に、保育所災害復旧事業債は330万円の増額で、第五保育所仮設園舎リースに係るもので、

充当率100％、交付税措置が47.5から85.5％となっております。 

 次に、農林水産業施設災害復旧事業債は820万円の増額で、土地改良区応急対策事業補助金に

係るもので、充当率65％、交付税措置が47.5から85.5％となっています。 

 次に、公立社会教育施設災害復旧事業債は250万円の増額で、平田教育集会所、公民館平田分

館等の災害復旧事業に係るものでございます。充当率100％となっております。 

 次に、９ページをお開きください。９ページからが歳入となっております。 

 まず、10款１項１目国有提供施設等所在市町村助成金交付金は、交付決定に伴う増額補正でご

ざいます。 

 12款１項１目地方交付税は、普通交付税の交付額決定に伴う増額補正でございます。 

 16款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金は、障害者自立支援給付費国庫負担金及
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び障害児施設給付費国庫負担金、いずれも利用料の増加に伴う増額補正で、給付費の２分の１が

国の負担となっております。 

 次に、10ページでございます。 

 16款２項国庫補助金１目総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、

マイナンバー等における旧姓併記等記載事項充実のためのシステム改修に伴うもので、全額国の

負担となっております。 

 ２目の民生費国庫補助金の１節の地域生活支援事業補助金は、福祉介護職員の処遇改善及び障

害者自立支援給付費に係るシステム改修に伴うものでございます。 

 ３節の児童福祉費補助金は、保育士等処遇改善導入円滑化特別対策事業に係るもので、全額、

10分の10の補助となっております。 

 10目の災害復旧補助金４節文教施設災害復旧費補助金は、平田教育集会所の災害復旧に係るも

ので、３分の２の補助となっております。 

 次に、17款県支出金１項県負担金１目民生費県負担金は、障害者自立支援給付費県費負担金及

び障害児施設給付費、いずれも利用料の増加に伴う増額補正で、給付費の４分の１が県の負担と

なっております。 

 11ページに移りまして、17款２項県補助金１目総務費県補助金の熊本地震復興基金交付金は、

三つの合計でございます。創意工夫分が17億3,900万円、震災遺構仮保存分が958万3,000円、認

可外保育施設利用者支援事業分が18万5,000円となっております。 

 次に、５目農林水産業施設県補助金１節の台風被害復旧支援事業補助金は、９月補正で計上を

しておりましたが、国費の追加による増額補正でございます。 

 次の経営体育成支援事業は、２経営体、４事業に係るものでございます。 

 次に、17款３項県委託金の１目総務費委託金の権限移譲事務市町村交付金は、交付金決定に伴

う増額補正でございます。17の事務に対して権限移譲を受けております。 

 19款寄附金１項の２目民生費寄附金は、保育所、幼稚園に係る寄附分でございます。 

 12ページに移りまして、20款繰入金は、歳入歳出の調整額として、財政調整基金繰入金の減額

補正を計上しているものでございます。 

 21款繰越金は、平成28年度から平成29年度への繰越金の決定によります増額補正でございます。 

 22款諸収入４項の１目貸付金元利収入でございますが、これは災害援護資金貸付金を繰り上げ

返還された６件分の計上でございます。 

 ５項４目の過年度収入につきましては、自立支援給付費、それから障害児通所給付費、障害者

医療費等に係る国庫負担金及び県負担金に係る平成28年度の追加交付分の計上となっております。 

 備考の欄の13ページに移りまして、13ページの５目です。雑入の説明欄の上のところの教育実

習生受入費につきましては、幼稚園、保育所の実習生受け入れに係る分の計上でございます。そ

の下の建物災害共済金は、第二幼稚園の雨漏りに伴う共済金の計上となっております。 

 23款の町債は、第２表の地方債補正で説明したとおりでございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。14ページからが歳出でございます。 
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 １目議会費の２節給料、３節職員手当、４節共済費につきましては、職員分の人事異動及び人

事院勧告に伴う給与改定等に伴う補正を今回計上させていただいております。 

 ほかの款項目の中でも、２節から６節の人件費につきましては、人事院勧告等に伴う給与改定

の補正でございますので、各款項での説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 次に、２款総務費１項総務管理費の１目の一般管理費でございます。 

 15ページの12節でございます。通信運搬費等のところでございます。これは、切手代等の通信

運搬費、それから再任用職員及び臨時職員の社会保険料分の計上となっております。 

 ２節の財産管理費の25節は、県の熊本地震復興基金から創意工夫分として配分されたことに伴

う町の基金に積み立てるための計上でございます。 

 ４目の企画費の１節及び９節につきましては、被災した中央公民館、男女共同参画センター等

の複合化等について検討を行う公の施設のあり方検討委員会に係る報酬及び費用弁償の計上とな

っております。 

 次に、人件費を飛びまして、16ページでございます。 

 ２款２項２目の賦課費でございます。13節の固定資産家屋評価委託料は、委託して評価をして

います非木造の物件が増加したための計上でございます。 

 次に、17ページの２款３項１目戸籍住民基本台帳費の13節でございます。委託料です。社会保

障・税番号制度システム整備委託料は、マイナンバー等における旧姓併記等記載事項の充実のた

めのシステム改修に伴うもので、全額国の負担となっております。 

 次に、18ページは人件費関係。 

 19ページに移りまして、３款１項社会福祉費の１目社会福祉総務費の20節扶助費でございます。

介護・訓練等給付費、それから障害児施設給付費、いずれも利用料の増加に伴う増額補正でござ

います。 

 それから、23節の過年度臨時福祉給付金返還金は、臨時福祉給付金の平成28年度分事業費に係

る返還金の計上でございます。 

 次に、４目老人福祉費の28節は、介護予防・日常生活支援総合事業に係る繰出金及び介護保険

のシステム改修に係る事務費繰出金の計上となっております。 

 次に、20ページでございます。 

 ３款２項児童福祉費１目児童福祉総務費の13節でございます。子ども子育て支援システム制度

改正対応委託料は、保育士等の処遇改善対応に係るもので、全額国庫補助となっております。次

の地域ふれあい交流館解体工事設計業務委託料は、旧中央小跡地の地域ふれあい交流館解体に係

る計上でございます。 

 19節の待機児童緊急支援助成事業補助金及び認可外保育施設利用者支援事業補助金は、復興基

金事業への予算組み替えに係る増減の計上となっております。 

 23節の子ども・子育て支援交付金返還金以下３件につきましては、いずれも28年度の決定に伴

う返還金の計上でございます。 
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 一番下、21ページに移りまして、一番下の過年度保育料還付金につきましては、罹災区分の変

更に伴う保険料減免分の返還金の計上となっております。 

 次に、３目児童福祉施設費の18節でございます。寄附に伴い、各保育所へ備品を整備するもの

でございます。 

 次に、22ページでございます。 

 ３款３項１目の災害救助費の12節です。応急仮設住宅の供用期間延長手続に係る郵送代の計上

でございます。 

 23節は、災害援護資金貸付金の繰り上げ返還に伴う計上となっております。 

 次に、４款衛生費１目保健衛生費の１目保健衛生総務費の分でございます。23ページの19節で

す。こちらは、派遣職員４名に係る人件費等負担金不足分の計上でございます。 

 次に、６款農林水産業費１項農業費の３目農業振興費です。19節の台風被害復旧支援事業補助

金は、９月補正時から国庫補助の追加により補正を行うものでございます。経営体育成支援事業

につきましては、二つの経営体、四つの事業に係る農業機械購入への補助で、補助率30％となっ

ております。 

 ５目の農地費19節の秋津飯野土地改良区施設維持管理適正化事業補助金は、秋津第一揚水機場

ポンプ改修に係る計上でございます。 

 次に、24ページは人件費。 

 25ページの８款２項道路橋梁費１目道路維持費の15節でございます。工事請負費ですが、堂園

地区の田原荒瀬線路側整備工事に係る計上でございます。 

 ２目の道路新設改良費の15節は、秋永地区の五楽安永線及び辻の城北側の上辻線道路改良工事

に係る計上でございます。 

 19節は、益城中央線街路整備事業等に係る負担金の計上でございます。 

 次に、26ページも人件費でございます。 

 27ページのところで、８款４項１目の都市計画総務費の28節です。27ページの28節公共下水道

特別会計繰出金は減額の補正でございます。 

 ６目の土地区画整理費の13節でございます。益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に伴う

先行買収に係る測量委託費の計上でございます。 

 19節は、益城中央被災市街地復旧土地計画整理事業に係る町の負担分で、事業費の２分の１と

なる地方負担の10％の計上でございます。 

 次に、28ページでございます。 

 ８款５項住宅費１目住宅管理費の１節報酬は、災害公営住宅等検討委員会委員の増員に伴う不

足分、それから、公募選考委員分の計上となっております。 

 29ページに移ります。 

 ９款１項消防費の２目消防施設の17節は、小峯消防団の積載車車庫用地代の計上でございます。 

 18節は、消防署救助工作車用具費の購入に係る分でございます。 

 次に、30ページに移ります。 
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 10款教育費２項小学校費の１目学校管理費の11節は、各小学校の光熱水費の不足分の計上でご

ざいます。 

 ２目の教育振興費の11節は、道徳の教育化に伴う各小学校の教師用指導書等の計上でございま

す。 

 20節は要・準要保護費に係る新入学児童用学用品費の計上でございます。 

 次に、31ページですが、10款３項中学校費の２目教育振興費の20節も同様に、要・準要保護費

に係る新入学生徒用学用品分の計上でございます。 

 次に、10款５項の１目幼稚園費の13節です。こちらは、第二幼稚園の給水管更新に伴う設計委

託料の計上でございます。 

 18節は、各幼稚園への寄附に伴い、備品を整備するものでございます。 

 32ページです。23節の過年度幼稚園保育料返還金は罹災区分変更に伴う保育料減免分返還金の

計上でございます。 

 次に、10款６項社会教育費の４目集会所運営費の11節は、馬水教育集会所の防犯灯修繕等に係

る計上でございます。 

 33ページ、６目文化財保護対策費の13節は、布田川断層、杉堂地区及び谷川地区に係る地形測

量業務委託料に係る計上でございます。 

 次に、34ページに移りまして、11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費の１目農業用施設

災害復旧費の19節でございます。町土地改良区応急対策事業補助金は、芦原ポンプ復旧のほか、

14カ所分の計上でございます。派遣職員人件費負担金は派遣職員に係る人件費等負担金不足分の

計上でございます。 

 35ページの11款２項土木施設災害復旧費の１目道路橋梁災害復旧費の13節は、境界立会業務10

件分に係る計上でございます。 

 17節は、福富橋拡幅かけかえに伴う町道広崎惣領線及び杉堂地区の城ヶ峯芭蕉線災害復旧に伴

う用地代の計上となっております。 

 次に、11款３項厚生労働施設災害復旧費の１目民生費災害復旧費の14節です。第五保育所の新

園舎完成予定が平成30年10月と見込まれることから、仮設園舎リース料の増額補正の計上となっ

ております。 

 次に、36ページでございます。 

 11款４項文教施設災害復旧費の２目社会教育施設災害復旧費の11節の文化会館修繕料は、文化

会館東側擁壁の応急対策ブルーシート取りかえに係る計上でございます。 

 15節は平田教育集会所の災害復旧工事に係る計上でございます。 

 ３目の社会体育施設災害復旧費の13節は、旧中央小プール解体に係る設計業務委託料の計上で

ございます。 

 14款予備費につきましては、歳入歳出の調整額の計上となっております。 

 以上が一般会計の説明でございます。 

 次に、議案第87号、平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でございます。 
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 こちらの１ページをお開きください。 

 平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億3,916万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ52億1,359万1,000円とするとしております。 

 こちらは、６ページをお開きください。歳入となっております。 

 ５款国庫支出金２項国庫補助金の２目財政調整交付金は、熊本地震による国保税及び一部負担

金の減免に伴う特別調整交付金の計上でございます。 

 15款諸収入４項雑入の１目一般被保険者第三者納付金は、第三者交通事故等徴収金増加による

補正でございます。 

 ７ページが歳出でございます。 

 ２款の保険給付費１項療養諸費の１目は一般被保険者診療報酬の増額補正。 

 それから、３目は治療用装具等一般被保険者療養費の増額補正。 

 それから、４目は治療用装具等の退職被保険者療養費の増額補正でございます。 

 ５目はレセプト審査支払手数料の増額補正となっております。 

 ２項の高額療養費の１目は、一般被保険者の高額療養費の減額補正でございます。 

 ８ページでございます。 

 ２目は、退職被保険者高額療養費の減額補正。 

 それから、11款諸支出金の１項１目の一般被保険者保険税還付金は、過年度資格喪失等に伴う

保険税還付金増の補正でございます。 

 12款の予備費につきましては、歳入歳出の調整額としての計上でございます。 

 以上が国民健康保険特別会計でございます。 

 次に、議案第88号、平成29年度益城町介護保険特別会計補正予算書（第３号）でございます。 

 こちらの１ページをお開きください。 

 平成29年度益城町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,523万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ34億3,645万5,000円とするとしております。 

 こちらも６ページをお開きください。歳入でございます。 

 ４款２項２目でございます。こちらは、介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金の計上

でございます。 

 ４目は、地域支援事業及び介護保険に係るシステム改修に対する交付金等の計上でございます。 

 ５款１項２目の地域支援事業に係る支払い基金交付金の計上でございます。 

 ６款３項１目も地域支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業に係る県補助金の計上となっ

ております。 

 10款１項２目も地域支援事業に係る一般会計持ち出し分の計上。 

 ４目はシステム改修に伴う事務費繰入金の係る一般会計持ち出し分の計上となっております。 

 ８ページでございます。歳出でございます。 
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 １款総務費１項１目の一般管理費の13節です。これは、介護保険システム改修に係る計上とな

っております。 

 ５款の地域支援事業費１項１目の介護予防・生活支援サービス事業費の19節です。こちらは、

訪問型サービス費、それから通所型サービス費に係る計上となっております。 

 予備費につきましては、歳入歳出の調整額の計上となっております。 

 以上が介護保険特別会計の説明でございます。 

 次に、議案第89号、平成29年度益城町公共下水道特別会計補正予算書（第３号）でございます。 

 こちらも１ページをお開きください。 

 平成29年度益城町公共下水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ590万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ33億5,662万6,000円とするとしております。 

 第２条では、地方債の補正を記載しております。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表、地方債の補正でございます。 

 １の変更でございます。 

 起債の目的は、公共下水道事業債でございます。限度額を1,590万円増額し、３億140万円とす

るものでございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。これは、地方公

営企業法適用基本方針策定業務に係るもので、充当率100％の計上でございます。 

 ７ページをお開きください。歳入でございます。 

 ５款１項１目一般会計繰入金ですが、これは一般会計からの繰入金を減額補正でございます。 

 ８款１項１目の下水道事業債は、第２表の地方債補正で説明したとおりでございます。 

 次に、８ページからが歳出でございます。 

 １款事業費の１項１目の２節から６節につきましては、人件費に係る部分でございます。 

 ８節報償費は、開発に伴う受益者負担金一括納付報奨金の増額補正でございます。 

 13節は入札残による減額補正でございます。 

 ２目施設費の11節は光熱水費及び濃縮汚泥移送ポンプ修繕に係る計上でございます。 

 12節は汚泥運搬料の増額補正でございます。 

 13節は台風・大雨等警報発令時の対応業務の増加による計上となっております。 

 18節備品購入費は、書棚及び水質検査マルチメーター購入に係る計上でございます。 

 19節は派遣職員５名分の人件費負担金不足分の計上となっております。 

 予備費につきましては、歳入歳出の調整額の計上となっております。 

 以上が公共下水道特別会計補正でございます。 

 次に、議案第90号、平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

 こちらも１ページをお開きください。 
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 平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ8,950万4,000円とするとしております。 

 こちらも６ページをお開きください。歳入でございます。 

 ２款１項１目分担金は、新築に伴う受益者負担分の計上となっております。 

 ７ページが歳出でございます。 

 １款１項１目農業集落排水事業費は、財源組み替え。 

 ２目の施設費は、２節から６節、人件費に係る部分でございます。 

 それから、予備費につきましては、調整額の計上となっております。 

 以上が農業集落排水事業の説明でございます。 

 最後に、議案第91号でございます。平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）につい

てでございます。 

 こちらも１ページをお開きください。 

 第１条、平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第２条の収益的収入及び支出でございます。平成29年度益城町水道事業会計予算（以下、予算

という。）第３条に定めた収益的収入及び支出額のうち、支出の予定額を次のとおり補正する。 

 支出の表でございます。21款益城町水道事業費用の補正予定額248万6,000円の減額補正でござ

います。 

 第３条が議会の議決を経なければ流用できない経費としまして、職員給与費660万4,000円を計

上しております。 

 次に、５ページをお開きください。補正予算実施計画明細書でございます。 

 収益的収入及び支出の支出でございます。21款益城町水道事業費用１項営業費用２目の配水及

び給水費19節の修繕費200万円。これは、今後、送配給水管の修繕費不足が見込まれるための増

額の計上となっております。 

 ４目総経費の１節給料463万円、２節手当182万6,000円の増額補正、それから、５節の法定福

利費28万4,000円の減額、一つ飛びまして、103節の賞与引当金繰入額43万2,000円の減額。いず

れも人件費に係る計上となっております。 

 18節の使用料及び賃借料の20万円の増額につきましては、複写機の消耗品等の使用に伴うもの

となっております。 

 次に、５目の減価償却費41節有形固定資産減価償却費1,241万円の減額補正でございます。

1,241万円の減額でございますが、これは平成28年度有形固定資産額の確定によるもので、当初

予算編成時は工事が年度末に完了するところで計上しておりましたが、工事繰り越し分が発生し、

完了分が減ったための計上となっております。 

 ３項の特別損失６目水道施設災害復旧費18節使用料及び賃借料112万円の増額。これは、工事

の工期延長に伴い、仮設配管賃借期間も伸びるための増額補正となっております。以上でござい

ます。 



 - 15 - 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） それでは次に、議案第92号及び議案第96号から議案第101号までを一括

させて説明させていただきます。 

 まず、議案第92号、益城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、人事院勧告に基づき、一般職の給与改定を行うものでございます。主な改

正内容は、まず、改め文の第１条は民間給与との格差を埋めるため、給料表の水準を引き上げる

とともに、勤勉手当につきまして、再任用以外の一般職員は0.2月分、再任用職員は0.1月分引き

上げるものでございます。 

 改め文の第２条は、国に準じた形で扶養手当の額を改正するものです。その内容は、配偶者の

扶養に対する手当が１万円から6,500円、子の扶養に対する手当が8,000円から１万円となります。

あわせて、勤勉手当につきまして、６月期及び12月期がおおむね均等になるよう配分するもので

す。 

 なお、この改め文の第２条につきましては、平成30年４月１日からの適用となります。 

 次に、議案第96号、益城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について御説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、人事院勧告に基づき、一般職の任期付職員の給与改定を行うものでござい

ます。改正内容は、まず、改め文の第１条は、民間給与との格差を埋めるため、給料月額を800

円引き上げるとともに、勤勉手当につきまして、0.15月分引き上げるものでございます。 

 改め文の第２条は、勤勉手当につきまして、６月期及び12月期がおおむね均等になるよう配分

するものです。 

 なお、この改め文の第２条につきましては、平成30年４月１日からの適用となります。 

 次に、議案第97号、益城町「平成28年熊本地震」復興基金条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

 平成28年熊本地震復興基金につきましては、これまで熊本県の統一ルールにより、各種事業に

活用されてきました。しかしながら、復旧・復興に向けては、市町村ごとに被災の状況も異なり、

統一ルール分の事業だけでは拾い切れない被災者のきめ細かなニーズもありますことから、熊本

県議会平成29年９月定例会におきまして、この復興基金のうち100億円を各市町村に配分する案

が承認され、本町には17億3,900万円が交付されることとなりました。 

 この復興基金交付金を益城町復興計画における計画期間である10年間をめどとして、本町の復

旧・復興に向けた住民へのきめ細かなニーズに対応する支援策の財源としまして活用していくた

め、益城町「平成28年熊本地震」復興基金条例の制定を提案するものでございます。 

 次に、議案第98号、益城町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について

御説明いたします。 

 本案は、題名を地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条
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第１項の規定に基づく準則を定める条例に改め、同条で規定する工場立地特例対象区域をくまも

と臨空テクノパークから本町の区域に属する区域に改めるものです。 

 改正により、今後は企業への設備投資支援、土地の規制緩和、企業のグローバル化の促進が図

られるものです。 

 次に、議案第99号、益城町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたしま

す。 

 今回の改正は、都市公園法及び都市公園法施行令が改正されたことに伴い、条例を改正するも

のです。 

 法及び法施行令の改正の目的としましては、都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理

者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便の向上を図ることを目的と

して改正されたものです。 

 改正の内容としましては、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置

と当該施設から生ずる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体的に行う

ものを公募により選定する公募設置管理制度が新たに設けられたものです。その公募設置管理制

度の創設に伴い、公募対象公園施設について100分の10を参酌して、地方自治体において条例で

定める範囲を限度としまして、建物の建蔽率を上乗せすることができるとなったため、今回の条

例改正で第６項を追加するものです。 

 第７項は、都市公園法施行令におきまして、これまで都市公園における運動施設の敷地面積の

総計は当該都市公園の敷地面積の100分の50を超えてはならないとされていましたが、今回の改

正で都市公園における運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積に対する割合は

100分の50を参酌して、当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合を越えてはな

らないとなったため、町の条例で定める割合は100分の50を限度とすると、これまでの国の基準

に合わせ定めることとし、第７項を追加するものです。 

 次に、議案第100号、益城町課設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

 今回の条例改正は、熊本地震からの復旧・復興業務の進捗状況等を踏まえ、条例を改正するも

ので、環境衛生課を廃止し、公営住宅課を新設するものでございます。 

 まず、環境衛生課の廃止につきましては、損壊家屋等の解体の進捗率が既に99％を超え、完了

のめどが立ったことにより廃止するものです。その廃止に伴い、環境衛生部門を担当する係は住

民保険課に編入することとしております。 

 次に、公営住宅課の新設につきましては、既存の町営住宅業務と災害公営住宅業務を集約する

ことにより、公営住宅の維持・管理業務の一元化を図るものです。特に、議員の皆様や監査委員

から御指摘があっております町営住宅使用料の滞納の問題につきましては、この公営住宅課にお

きまして収納対策の強化を図りたいと考えております。そのほか、復旧・復興業務の円滑化を図

るため、課の分掌事務の追加、見直し等を行っています。 

 今回の課の廃止及び新設は、震災からの復旧・復興業務に主眼を置いた組織再編でございます
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が、今後も震災関連業務の進捗状況に応じまして、随時組織の見直しを行ってまいります。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 次に、議案第101号、指定管理者の指定の期間の変更につきまして御説明申し上げます。 

 本案は、町民憩の家の指定管理期間を１年間延長するというものでございます。熊本地震によ

りまして、９月９日までの約５カ月間、通常営業ができませんでした。それに伴いまして、指定

管理事業の事業実績を適正に判断することができておりません。 

 また、民生施設災害復旧費を使いまして修繕のほうは大方終わっているわけでございますが、

ポンプ小屋周辺の修繕が残っておりまして、修繕を終えた設備につきましても、経過観察中であ

るため、現段階での指定管理者の募集は妥当ではないと判断しました。 

 つきましては、指定管理者の指定の期間の変更について、地方自治法第244条の２第３項の規

定により、議会の議決を経る必要がありますので、議案を提出するものでございます。 

 以上７議案となります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第86号から議案第101号までの説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。11時20分から再開いたします。 

                                            

休憩 午前11時07分 

再開 午前11時20分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、ただいま説明がありました議案に対する総括質疑を行います。 

 なお、質疑に先立ちまして申し上げます。会議規則に従い、発言は簡明にし、自己の意見は差

し控えられますようにお願いいたします。 

 まず初めに、議案第86号「平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）」から議案第91号

「平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）」までの６議案に対する質疑を許します。

質疑はありませんか。 

 ８番野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） 野田でございます。議案86号の中身で、２点だけちょっと質問をさせて

ください。 

 １点目がですね、ページの27ページの８款４項６目の13節の委託料ですね。この委託料につい

ての中身をですね、先行買収ということですけれども、どのようなことをやっているのかについ

て質問をいたします。 

 それと、ページで言いますと、36ページの11款２項１目17節の、済みません、公有財産購入費

について、ちょっと中身を聞き損ねましたので、もう一度お願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 何か違いました。 

 （「30」と呼ぶ者あり） 
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 35ページ。 

○議長（稲田忠則君） 杉浦復興整備課長。 

○復興整備課長（杉浦信正君） 復興整備課長の杉浦でございます。８番野田議員の御質問にお

答えします。 

 議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算書（第６号）中、ページで行きますと27ペー

ジ、土木費の中でですね、６目土地区画整理費の中での13委託料1,680万に対しましての内容は

どういうものであるかということでございます。 

 これはですね、下のほうに19節のほうの負担金補助及び交付金の中でもありますとおり、先行

買収の部分で、町の負担金の部分、これを掲げておりますけれども、この先行買収に当たりまし

て、今、土地の関係でですね、アンケートのほうをとっておりまして、その中で、買収するに当

たってはどういったふうな形で皆さん方お望みになりますかというふうなアンケートもとってお

りまして、その中で、公簿によるものと、あと測量によるものということで、アンケートを出し

ております。中身については、公簿というふうな方のほうが多はございますけれども、測量をや

ってほしいというふうな方のお望みもありますので、この分につきまして、測量も申し出があれ

ばやっていくという形にですね、するために、この測量業務というふうなものを先行買収に当た

って土地を買うためのときに、そういう要望がある場合はこちらのほうでもやるというふうなこ

とで予算化しているものでございます。よろしいでしょうか。 

○議長（稲田忠則君） 坂本復旧事業課長。 

○復旧事業課長（坂本忠一君） 復旧事業課長の坂本でございます。よろしくお願いいたします。

８番野田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 議案第86号、益城町一般会計補正予算（第６号）中、35ページの災害復旧費土木施設災害復旧

費の１目のですね、17節、35ページの一番上になります公有財産購入費705万5,000円の内訳とい

うことで、詳細な内容についてということでございます。 

 買収予定箇所が２カ所ございます。まず１カ所目が秋津川にかかります福富橋がございます。

福富橋の右岸側、住宅地側ですけども、住宅地側は非常にこう狭くなっておりまして、今回です

ね、福富橋を災害復旧によりまして工事を行いますが、右岸側だけですけども、ここの道路ので

すね、線形をちょっと改良するということで、宅地１筆、それから宅地見込み２筆の買収を予定

しております。 

 それから、もう１カ所はですね、災害復旧でですね、杉堂地内でございます。城ヶ峯芭蕉線災

害復旧工事といいまして、杉堂地区からですね、西原に行きます熊本高森線がありますが、旧道

とですね、バイパスがちょうど交わるところあたりがまだ不通になっております。ここの道路よ

りですね、山側の山林部をですね、買収をさせていただくということで、これ、４カ所、全て山

林なんですけども、４人の地権者がいらっしゃいます。面積で行きますとですね、山林のほうが

721平米、それから、福富のほうがですね、宅地が166、宅地見込み地が約40平米ということにな

っております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 
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○８番（野田祐士君） １回目の御回答ありがとうございました。 

 最初のですね、土地区画整理事業測量委託料についてのもう一度お尋ねですけれども、先行買

収において、公簿によるものか、測量をやってよるものかというお話で、地権者のほうから測量

でお願いしますと言われたら測量するという分の委託料ということでよろしいですか。 

 分かりました。これは一般的にはですね、多分縄伸びで、公簿と測量をやれば、多分測量のほ

うが大きくなる、土地面積が広くなるというふうに思われるんですけども、その辺の説明がです

ね、多くなるということは、多分用地買収購入費ですね、は高くなると思うんですけども、その

辺の周知はできているのかというのを一つお訪ねしたいと思います。 

 それと、公有財産購入費というのは、これ、公有財産、民地を買うということでよろしいんで

すかね。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

 民地ですね。ありがとうございました。 

 じゃあ、２回目の質問よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 杉浦復興整備課長。 

○復興整備課長（杉浦信正君） ８番野田議員の２回目の質問にお答えします。 

 この先行買収につきましてはですね、特に、これは緊防空、済みません、略して緊防空と言い

ましたけれども、緊急防災空地事業という土地を買い取るためのこの事業で行います。名前もあ

るとおり、緊急ですので、急いで買わなきゃいけないと。皆さん方の土地をですね、できるだけ

早く買い取りながら事業を進めていくという内容のものでございますので、確かに公簿で買った

場合、縄伸びというふうなのもあるかもしれませんけれども、これは今後アンケートの内容を精

査しながらですね、個人一人一人のほうに、地権者のほうに説明をしながら、そして公簿でもい

いということであるならば、その公簿のほうでする。もしくは、立ち会い等ですね、測量の場合、

地権者の方と隣接しているところは必ず立ち会いをしなければいけません。その境界立ち会いの

中で、どうしても境界が定まらないという部分もあります。そういうのを含めてできないと、立

ち会いが、自分の土地が決められないという部分もあるかと思います。その部分については、公

簿でも仕方なくそういうふうにされるという方もいらっしゃいますし、そのまま自宅の再建のた

めに売ってもいいというふうな方がいらっしゃるというふうに想定されることから、公簿でも買

い取り、そして測量もしながらやっていくということで今回上げております。 

 測量をするためには、アンケート内容のほうをですね、しっかり地権者の方とお話し合いをし

ながら、どちらのほうがいいかということは、話し合いながらやっていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） ３回目の質問をさせていただきます。 

 今、言われた分で、まず重要なことは、周知を行ってもらうということですね。面積について

の縄伸び等についての周知を行ってもらう。これを徹底していただくということです。でないと、

多分面積が相当違う部分が出てくると思っておりますので、多分２割ほど、今まではかったとこ
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ろでは約２割ほど違うところもございますので、その辺の周知をしていただきたいと。 

 それとですね、一つ気になったのが、立ち会い等によって境界が決まらない場合もありますか

ら、逆に公簿で買うというふうにおっしゃったんですけども、これ、立ち会いで決まらない場合

はですね、筆界未定になって、多分後々ですね、活用することができなくなると思うんですけれ

ども、それも町が買うという認識でよろしいんですか。要するに、立ち会いができないというこ

とは、筆界未定ですよね。そういう中で、町がその土地についてもですね、筆界未定のまま買い

ますよということをおっしゃっているということでよろしいんですかね。３回目です。 

○議長（稲田忠則君） 杉浦復興整備課長。 

○復興整備課長（杉浦信正君） 復興整備課長杉浦です。８番野田議員の３回目の質問に対して

お答えいたします。 

 まず、１点目の周知をしていただきたいというふうに関しましては、これはもう申し入れがあ

る場合、必ず一軒一軒のほうに全部入っていきますんで、これは周知はしていきます。 

 あと、立ち会いが決まらない筆界未定のところにつきましては、まず一番最初に、この緊防空

というふうなのは、まず一番最初に、更地で、まず補償物件がない土地ですね、更地のところで

売りたいという希望がある方について、まず行きます。その筆界が決まらないというふうな部分

に関しましては、そういう内容等をですね、いろいろ吟味しながら、地権者との話し合いをしな

がらですね、やっていって、買い取りをするかしないかというふうな本人さんの意見を聞きなが

らですね、やっていくという形になりますので、筆界が決まらないところは、本人さんの申し出

で、いや公簿でもいいよというふうなことがあった場合は、公簿でも買い取っていきたいという

ふうには思っております。 

 それと、大体もともと現況は宅地なんだけれども、地目上は畑であるというふうな部分に関し

ては、縄伸びがあるかもしれません。あと、宅地で、現にですね、聞いた話によりますと、今宅

地であっても、実際、はかったらば面積が狭かったというところもあるようです。そういうとこ

ろもありますので、これが一概にどちらというふうなことはちょっと言えませんけれども、はか

ってみたところ狭かったというところもありますので、そういうところを一人一人の方と話し合

いをしながらですね、どういうふうなことが一番いいのかということをですね、進めていきたい

というふうに思いますが、まず緊急的なものでございますので、はっきりした部分のほうからで

すね、進めていきたい。あと、そういうなかなか決まらないという部分については、次の段階と

してですね、検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番宮﨑金次議員。 

○９番（宮﨑金次君） ９番宮﨑でございます。 

 私は、議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）について、３点の質問をい

たします。 

 まず１点目は、本補正予算に計上してあります期末勤勉手当等は、当然、この議案第92号及び

96号の条例改正がスムーズに行われた場合という認識でよろしゅうございますか。これが１点目
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です。 

 それから、２点目はページ12ページなんですが、歳入の項で、１目基金繰入金の３億円が今回

減額になっております。そうしますと、補正予算、この終了後にですね、これが通過をしますと、

大体財政調整基金は残額で幾らになるんでしょうか。町の財政調整基金は幾らになるのか、これ

が２番目であります。 

 ３点目は、同じページにありますけども、21款繰越金なんですが、今回４億5,037万6,000円、

これが繰り越されております。どういう状況で繰り越されたのかについて教えていただきたいと

思います。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。９番宮﨑議員の第１問目の質問のほ

うにお答えさせていただきます。 

 この86号の補正予算で給与改定等上げておりますけれども、それがスムーズにいった場合、92

号、96号についての改訂が行われるのかということでございますけれども、確かにそのとおりで

ございます。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。９番宮﨑議員の議案第86号

の12ページでございます。基金繰入金の中で今回３億円減額しております。現在の財政調整基金

の残高はという御質問でございます。 

 28年決算の段階で、財政調整基金の残高が11億1,700万ほどございまして、当初予算で７億円、

それから、補正１号で2,000万繰り入れさせていただいて、今回３億円の減額という形で上げさ

せていただいております。今年度の繰入額としましては、４億2,000万を今繰り入れているとい

う状況でございます。11億1,700万から４億2,000万を引いた６億9,700万が残高という形になり

ます。 

 それから、繰越金につきましては、９月議会において、28年度決算の中からの繰り越し金額と

いうことになっております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） １回目の回答をいただいたんですが、ちょっとよく分かりませんでした。 

 まずですね、１問目、私が質問したのは、今回の86号に載っている補正予算の関係、特にです

ね、期末手当関係ですね、職員は。これは、これ、今後ですね、審議していくであろう条例改正、

これが通ったらこれが反映されると、こういう話だろうと思うんです。ですから、条例が通らな

いことには、この補正予算、これはですね、その分野は修正になると、こういうことかなと思う

んですが、この補正予算が通ったら、条例が通るんですか。条例改正が。ちょっとよく意味がち

ょっとよく分かんなかったんですが、ここ、もう一回回答してください。いいですか。 

 もう一回質問しますよ。この補正予算の中にある職員の期末手当云々というのがいっぱいあり

ます、合計で2,400万ぐらいあります。この金額はあくまでも、これから審議をしていきます92
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号、96号が通過をすれば、そのまま反映をされると。で、もし、92号、96号が否決をされれば、

この補正予算は修正をされると、こういうことでよろしゅうございますか。これが１問目です。 

 それから、２問目はですね、繰入金で、ちょっと今、企画財政課長から説明があったので、残

額、今回の３億円が減額になってます。減額になってるということは、もともとあった金額から

引かれてるはずですから、財政調整基金は増えてるっていう話ですよね。そういう私は認識なん

ですが、もう一回確認をします。 

 それから、最後の繰越金の話ですが、繰越金が４億5,037万ほどあります、今回、繰越金。こ

れは非常に多い金額なんです。多分繰り越しをされて、予備的に運用されるんじゃないかと思う

んですが、そういうことをしないで、何でどっかの予算に繰り込まなかったのか。これを最終的

には質問したいと考えていました。繰越金を何でこういう大きな金額、４億円も繰り越すような

状況になったのか、これをもう一度確認をしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。済みません、先ほど言葉足らずで大

変申しわけございませんでした。９番宮﨑議員の２番目の質問でございます。 

 この補正予算と給与関係の条例改正、一応、同一ということで考えております。どちらかの議

案が当然否決等がされれば、その辺の修正がかかる。条例改正のほうが否決されれば、予算等の

恐らく修正がかかるというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。９番宮﨑議員の２回目の御

質問でございます。 

 まず、基金が11億、決算のところからあって、増えるはずではないかという２回目の御質問で

ございますが、当初予算には７億入れてますので、今回３億減額したと。だから、今回減額した

３億を引いた４億円はその11億から引いたような形になりますので、今、財政上、その基金から

全然繰り入れられないという状況じゃございませんので、現在高としては、11億よりも減ってい

るという形になります。 

 ただ、今回３億減額しなければ、９億ぐらいあったということになります。それが基金の状況

でございます。 

 それから、繰越金につきましては、９月議会で決算いただきました100ページで実質繰越額が

７億5,000万という御承認をいただいて、当初予算で３億を入れさせていただきましたので、今

回、その差額分の４億5,000万ほどを今回計上させていただいたという流れになっております。

以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） ３回目の質問といいますか、今、２回目、質問を答えていただきました

が、そんな私難しいことを言っているような気はしないんですけども、どうもちょっと今つなが

らないところがあるもんですから、また、後でですね、よく聞いてみたいと思います。 

 まず一つはですね、条例改正に伴ってですね、これ一緒になってというのだけは、もう今総務
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課長からおっしゃったとおりでですね、そういう認識です。ですから、我々は両方一緒に、両や

ぶにらみですね。両方にらんでやらなきゃいかんなと、こういう感じはしてます。 

 それから、基金の話なんですが、財政調整基金。これについてはですね、もう一度、ちょっと

この休憩時間中にもう一回ちょっと確認をしたいと思います。とりあえず、質問は取り下げます。 

 それから、繰越金については、よく分かりました。決算で出てきた繰り越しの金額を今回入れ

られたと、こういう話なんですが。ただ、これ、入れたのはいいんですけど、ほかにこういうや

つを何か使うような予定はなかったんだろうかと。今、非常に町としてはですね、金をあっちこ

っちやっぱ必要とするところがいっぱいあるんじゃないかと。ですから、ぜひですね、必要なと

ころに金を充当していただければありがたいなと、こういうふうに思います。 

 そういうのがなければ、当初は予備的に運用するのもやむを得ないのかなとは思いますけども、

町が７億も８億も予備を持っとるような余裕は今のところないんじゃないかな、こういうふうに

思いますので、どうぞよろしく検討してください。以上で私の質問は終わります。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番吉村建文議員。 

○７番（吉村建文君） ７番吉村でございます。 

 まず、議案第86号、一般会計補正予算から、ページ数は29ページ、消防費のところなんですけ

ども、備品購入費、18節のですね、消防署救助工作車用器具購入費が700万、高額な金額が計上

されておりますけども、消防署関係ってなると、非常にもう。単純にこの700万円の内訳を教え

てください。 

 それから、議案第87号、国民健康保険特別会計補正予算書の中の７ページ、保険給付費一般被

保険者高額療養費が１億円減額補正になっております。これは、どういうことなのか、具体的に

御説明お願いいたします。 

 それから、議案第91号、水道事業会計補正予算書のこれも５ページでございます。５ページの

18節使用料及び賃借料の複写機消耗品使用料で補正が20万あります。この複写機っていうのは、

多分コピー機だと思うんですけども、もう既に639万2,000円、そのコピーの、これはトナーか何

かの使用料なんでしょうか。これも具体的にどうなのかお聞きいたします。まず、１回目です。 

○議長（稲田忠則君） 金原危機管理課長。 

○危機管理課長（金原雅紀君） 危機管理課長の金原でございます。７番吉村議員の御質問にお

答えいたします。 

 御質問の１点目は消防署の救助工作車用の器具購入費についてだと思いますけれども、今回購

入します救助工作車用の器具は電動油圧の救助器具と申しまして、車とかの事故で車に閉じ込め

られたりしたときに、油圧によってこう、何ていうか、ドアをあけたりとかですね、そういう物

でございます。よろしいですか。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 森部住民保険課長。 

○住民保険課長（森部博美君） 住民保険課長の森部です。７番吉村議員の質問にお答えします。 

 議案第87号、平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算書（第３号）、ページが７ペー
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ジになります。２款保険給付費２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費、これが１億円減の

理由ということでございますが、こちらにつきましては、平成28年度熊本地震により、９月末ま

で一部負担金の免除が行われております。その絡みでですね、免除された被保険者が多いために

一部負担金を払わなくていい、そのために高額療養費が減ったものでございます。 

 まず、高額療養費っていうのは、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、これ、

一部負担金ですよね、これが高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費とし

て支給されます。ですから、一部負担金を払われる方が少なかった、一部負担金が免除になって

払われておられませんので、高額療養費が減った原因が主なものと思われます。以上でございま

す。 

○議長（稲田忠則君） 荒木水道課長。 

○水道課長（荒木栄一君） 水道課長の荒木でございます。７番吉村議員さんの御質問にお答え

いたします。 

 水道会計補正予算書５ページでございます。 

 21款１項４目18節複写機消耗品についての御質問でございますが、災害関係で提出書類等がか

なり多ございまして、トナー代、コピー用紙が不足いたしまして、今回計上させていただきまし

た。で、当初予算の639万2,800円はですね、コピーとか機械代のリース料を計上させていただい

ております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） ７番吉村でございます。 

 先ほど、議案第86号の消防署救助工作車用器具購入費ということで、その内訳が電動油圧の機

材ということで700万ということでございますけども、これを購入するに当たっては、相見積も

りというか、結局１社から購入されるんでしょうか。それとも相見積もりをとって購入されるの

か、その点をお聞きいたします。 

○議長（稲田忠則君） 金原危機管理課長。 

○危機管理課長（金原雅紀君） 危機管理課長の金原です。吉村議員の２回目の御質問にお答え

をいたします。 

 救助工作車用の購入の方法というか、についてだと思いますけれども、今現在。 

 済みません。今現在、予算用の見積もりを１社とっておる段階でございます。今後、予算がも

し御承認いただきました後はですね、見積もり入札という形になるかと思っております。以上で

ございます。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

 14番中村健二議員。 

○14番（中村健二君） 14番中村です。 

 ページ、平成29年度益城町一般会計補正予算書の中のページ25ページです。これ、以前説明受

けたかもしれませんけど、ちょっと私が記億にないもんですから。19節の負担金補助及び交付金

のところで、県道整備事業負担金というのがありますが、これ、事業債、土木債のほうで8,640
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万、交付税措置が22％ということだったんですが、これはもう復旧債じゃないんで、その辺は仕

方ないかなと思ってるんですが、この県道整備事業の負担金、これは率が決まってたかな、どれ

だけかっていうのは、負担率は。その辺がちょっと、以前説明あったかもしれませんが、ちょっ

と忘れてるので、よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西口都市建設課長。 

○都市建設課長（西口博文君） 都市建設課長の西口です。14番中村議員の御質問にお答えいた

します。 

 議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）、ページが25ページ、こちらの８.

２.２の19負担金ですね。県道整備事業負担金１億320万、ちょっと内訳といいますか、益城中央

線、熊本高森線ですね、こちらのほうの国庫補助といいますか、この事業が29年度分が９億

6,000万です。この９億6,000万の10％、１割ですね、9,600万円、それと同じく益城中央線高森

線のですね、こちらは単県事業という形になります。こちらの分が1,000万円です。それの10％、

１割です。が100万円になります。それと、単県の急傾斜地崩壊対策事業ということで、こちら、

寺迫の閻魔さんっていいますか、そこの箇所の急傾斜地の対策事業ということで、熊高線にかか

っているのかなということでですね。こちらの事業費が1,860万円、これの３分の１と。この急

傾斜のほうは３分の１です。ですから、町のほうが620万円と、３カ所の合計が今回補正で上げ

ております１億320万円という形になります。よろしいでしょうか。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

 16番渡辺誠男議員。 

○16番（渡辺誠男君） 16番渡辺です。１点だけお尋ねをします。 

 平成29年度益城町一般会計補正予算書の中の６ページ、地方債補正。地方債補正の中で、利率、

年６％の利率、これは当該見直しで後に利率を決めるということでございますが、以前ちょっと

お尋ねしたことがございますが、少し利率が高う、もっと安いところから買ったほうがいいんじ

ゃないかということでございましたが、その時点においては、財政がある程度裕福のところは国

からの指導というお話を聞いておりましたが、今もそのとおりですかね。 

 それから、この償還の方法。いわゆる町財政の都合により繰り上げ償還することがあるという

ことでございますが、以前は、もしくは低金利債に借りかえすることができるとなっておりまし

たが、今はそういうことではないようでございますが、どうですか。それは今も通用しますか。

ちょっとお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。16番渡辺議員の一般会計予

算の中の６ページの地方債補正の利率と償還の方法についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 ６％という表現になっております。現在のところ、ちょっと確認しましたが、昨年の例でいき

ますと、もう今現行のあれでいきますと、0.1％というような状態です。いずれにしましても、

競争入札という形で決定させていただいております。 
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 それから、償還の方法につきましては、借りかえの例も、ここに表現も出してませんが、ここ

何年ないという状況でございます。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 渡辺議員。 

○16番（渡辺誠男君） ２回目の質問をいたします。 

 利率の件ですが、0.1％ということでございますが、以前はですね、利率が非常に高かったよ

うでございましたので、質問したとき、やっぱり町の財政がいいところは国の指導でやっている

ということでございますが、その辺は今どうですか。そういうお答えをちょっと以前聞いたこと

がございます。その辺、ちょっとよろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。16番渡辺議員の２回目の御

質問です。 

 国の指導という御質問でございますが、起債をするには、県の協議とか国の指導はもう当然ご

ざいますので、そういうところがあったと思います。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 渡辺議員。 

○16番（渡辺誠男君） ３回目の質問といいますか、要望といいますか、６％以内と書いとくと、

いかにも非常に高い金利のように感じますよね。0.1％ならその２分の１ということでございま

すが、その辺をもう少し記載するときにどうかされとったら、私たちも見て、非常にこう、いい

かなと思いますが、その点に関して、もう一回よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。16番渡辺議員の３回目の御

質問、利率の欄の年６％という表現についてでございます。 

 議員御指摘の部分につきましては、課内でもそういう法的な部分があってこういう表現になっ

ているのか、現実に合わせることができるのかは、ちょっと確認して検討したいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） ないようですから、これで議案第86号「平成29年度益城町一般会計補正

予算（第６号）」から議案第91号「平成29年度益城町水道事業会計補正予算（第３号）」までの

６議案に対する質疑が終わります。 

 午前中はこれで終わります。午後は１時30分から開議をいたします。 

                                            

休憩 午後０時09分 

再開 午後１時30分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 午前中に引き続き、午後の会議を開きます。 

 次に、議案第92号「益城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
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いて」から議案第101号「指定管理者の指定期間の変更について」までの７議案に対する質疑を

許します。 

 質疑はありませんか。 

 １番上村幸輝議員。 

○１番（上村幸輝君） １番上村です。 

 議案第97号、益城町「平成28年度熊本地震」復興基金条例の制定についての条文の中から、ち

ょっと３点ほどですね、質問をさせてください。 

 まず１点目がですね、第２条、積み立てのところでですね、基金として積み立てる額は、予算

で定める額とする。予算っていうふうに書いてあるんですけど、第４条においてはですね、基金

の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して。ここでは、一般会計歳入歳出予算、

明確に予算と書いてあるんですけど、２条において、ただ予算っていうふうにしかなっていない

んですが、恐らく、これ、熊本県の復興基金条例、これを参考に、参考か流用されているのか何

か分からないんですが、県の条例においてはですね、２条においても一般会計歳入歳出予算、括

弧書きで以下予算ということで記入してあるんですけど、あえてこの一般会計という言葉を外し

て、予算ということで書いてあるんでしょうか。何か意図してのことですかね。それが１点。 

 あと第５条、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利

率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるという繰りかえ運用

の条項があるんですけど、これは運用的には平成33年ぐらいからだとは思いますけど、災害復旧

費の地方債、今、組んでおられますけど、これの償還、こういった償還が始まるんですけど、そ

れの減債基金としても活用するということで、この条項を含んでおられるんでしょうか。それが

２点目ですね。 

 ３点目についてはですね、この条例は、最後の附則なんですけど、平成38年の12月31日限り、

その効力を失うと。これ、大体発災から10年間という決まりがあるんですかね。 

 この３点をお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。１番上村議員の議案第97号、

益城町「平成28年度熊本地震」復興基金条例の制定についての御質問にお答えいたします。 

 まず、条例の２条の予算の表現の御質問でございますが、今、議員御質問の中にありましたよ

うに、今回の条例につきましては、熊本県がつくっております復興基金条例、それから、今、町

のほうで基金が10前後、財政調整基金からそれぞれございます。そのそれぞれの文言をですね、

参考にしながら、今回制定させていただいたということで、予算となっておりますが、そこは今

回も一般に上げておりますので、一般会計という想定で予算という意味を使っております。 

 それから、５条の繰りかえ運用の規定でございますが、これも、今までの既存の基金を確認し

ていただければ、同じように規定があるというところでございます。一時的な基金を使って、一

時的な運用をさせていただくという部分でございます。今までの基金と同じ規定でございます。 

 それから、附則の期間の問題ですが、これは10月の４日ですかね、熊本県のほうで県下の市町
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村に担当者説明会があっております。期間については、熊本県の38年12月31日に合わせる必要が

あるかというＱ＆Ａの中で、各市町村の判断に委ねたいというような回答をいただいています。 

 益城町としては、今回、復興計画の中でというところで、今回のような提案にさせていただい

たところでございます。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番宮﨑金次議員。 

○９番（宮﨑金次君） ９番宮﨑です。 

 条例の改正についてですね、議案第92号について２件、それから、97号について１件質問をさ

せていただきます。 

 まず、92号なんですが、今、町の現状から、特にですね、町民目線で見ると、職員とかですね、

職員のベースアップについては、やはり人事院勧告を受けてのこととは言いながらですね、今、

非常に町の中は疲弊してると。こういう状況の中で、本当に果たして職員のベースアップという

のをですね、町民の皆さんがちゃんと理解してくれるだろうかと、こういうように私らは心配を

するんですけども、当然、執行部もそこらあたりを十分考えられて、この提案はなさったと思う

んです。ですから、この提案をなさる前に、課長会議等でいろんな問題点を出されたと思うんで、

そこらあたりについて、どういうのが出てきて、どういう対策をとろうとされてるのか、ここら

あたりについて１点質問をしたいと思います。どういう話が出たのかを紹介をしてください。 

 それから、２番目にですね、今回のベースアップで年間にどれぐらいの金がかかるんだと、つ

まり経費が必要になるんだということについて、粗々でもいいですから、大体どれぐらいの金額

が必要になるということを教えていただければと思います。 

 続いて、こちらの97号のほうなんですが、平成28年度の熊本地震復興基金の話ですが、今、上

村同僚議員のほうからも質問があったんですが、私のほうは、このせっかく17億っていう基金が

県から町のほうにおりてくると、これをやはり町としては大事に使わなきゃいかん。だから、多

分使い方としては、一般会計の中に組み入れて使うっていうやり方もあるだろうし、特別に、こ

こはですね、何とか検討委員会、もしくは今まちづくりとかいろいろ町がやってる、そこらあた

りに委託をしながらですね、その金の使い道を決めていく、こういうやり方もあろうかと思うん

ですけども、そこらあたりについて、何か、今、町のほうで考えておられることがあるんであれ

ばですね、教えていただきたいと、こういうふうに思います。 

 以上３点質問をいたしますので、よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。９番宮﨑議員の二つの質問に対して

お答えをさせていただきます。 

 まずは、今回の議案を提出に当たって、どのような検討を行ったかということでございます。

まずですね、今回の給与改定の背景及び他自治体について、ちょっと若干お答えをさせていただ

きたいというふうに思います。 

 熊本県人事委員会は、今年の10月に県内の民間企業と熊本県職員の給与の比較を行った結果、
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民間給与との格差1,203円を解消するための給与改定を勧告いたしております。また、期末勤勉

手当の賞与についても、民間支給割合との均等を図るため、0.2月分引き上げることを勧告して

おります。 

 特に、今回の給与改定におきましては、若手職員の給料について傾斜配分を行うということで

ございます。今回の一般職員等の給与改定の議案につきましては、この人事院勧告制度の趣旨に

基づいて、民間との給与格差を埋めるためのものでございます。昨年は、熊本県人事委員会にお

きまして、熊本地震により民間企業の調査ができなかったということで、給与の勧告を見送って

おります。本町も同様に給与改定は行っておりません。 

 しかし、国は昨年も人事院勧告に基づいて国家公務員の給与改定を行っております。昨年、こ

の国の給与改定に合わせて改訂を行った県内の自治体は45自治体中17自治体あったというふうに

聞いております。本年は、熊本県人事委員会の勧告に基づきまして、熊本県、熊本市をはじめ、

県内の全ての自治体が、この一般職職員の給与改定を行う予定であるというふうに伺っておりま

す。 

 また、なお、本町のですね、一般職員の給与は国家公務員の給与を100とした場合、比較しま

すとラスパイレス指数においては、95.7とちょっと低い状況になります。県内の自治体の中でも、

25番目という数字になっております。また、本町と同規模の自治体であります大津とか菊陽でご

ざいますけれども、大津町は97.4、菊陽町は99.3ということで、いずれも本町を大きく上回って

いる状況でございます。 

 仮に、今回、給与改定を見送ることになれば、２年連続改定未実施という形になります。民間

はもとより、他自治体との給与格差が大きくなることが当然考えられるということでございます。 

 次に、給与改定を行わなかった場合の影響について、ちょっと検討した結果でございます。ま

ず、みずからも今回の熊本地震において被災した職員も非常に多い中、復旧・復興に全力となっ

ている職員のまずモチベーションの問題が下がるということが、まず一つ挙げられます。また、

地域経済に与える影響も大きく、あわせて他自治体との給与格差が広がることにより、今後、職

員採用等を行う場合に、当然、そこがネックになってくるということが考えられます。また、給

与水準を抑えることによりまして、職員の退職手当を含んださまざまな手当、あるいは年金等、

そちらのほうにも大きく影響を及ぼすということが考えられます。このようなことをですね、踏

まえまして、今回、議案を提出したものでございます。 

 また、今回のベースアップによって、どれぐらいの予算額が上がるのかと、支出増があるのか

ということでございますが、約2,300万円でございます。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。９番宮﨑議員の議案第97号、

益城町熊本地震復興基金の質問でございます。基金の今後の運用についてという趣旨の御質問に

お答えさせていただきます。 

 先ほど上村議員の御質問の中でも申し上げましたが、今回の県からの復興基金、創意工夫分の

配分、交付については、10月４日に説明会があっております。その中で、県から今後の運用につ
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いての基本的な考え方っていうものが示されております。 

 一つは、既存の国庫補助の既存制度のあるものには該当しない。補助裏とかそういう部分です

ね。それから、これまでの県の統一ルール分、これは県の事業としてやっていました17事業、そ

れから市町村の事業としてやりました36事業、この53事業ございますが、その県の統一ルール分

のかさ上げ補助には該当しないと。ただし、特別に市町村の事情で行う場合は、町村会等を通じ

て近隣市町村との合意を得ることというようなただし書きもありますが。それから３点目は、補

助率は原則２分の１と。ただし、負担が大きいものについて、公共性が高いものについては、３

分の２を基本とするというような基本的な考え方が示されております。 

 町としましては、今回提案しておりますように、復興基金条例を制定させていただいて、その

中に全額、今回、補正予算で計上させていただいております。今後は、このような県の考え方に

基づいて、住民の方からいろいろ御意見があってる部分を、真に必要な事業であるか等を精査し

ながら、県との調整等も行い、そしてまた、効果的な時期にタイムリーな支援策を考えていきた

いと思っているところです。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） １回目の答弁ありがとうございました。 

 ベースアップについての庁内での検討、十分検討されてるようで、非常に安心をいたしました。

やっぱりですね、確かにですね、人事院勧告で民間ベースとの格差っちゅうのは是正をしなけれ

ばならないというのは当然のことでありますけれども、今、うちの、我が町が置かれた環境とい

うか、状況、これはですね、十分加味をしていかないと、町民目線でですね、憂慮をしてしまう

と、こういう形にもなります。 

 それから、皆さん御承知のように、東日本のときには国家公務員は２年間ですね、２％給料を

カットされました。そういうもういろいろこれあってですね、災害を受けたところはですね、確

かに職員さんたちは被害も受けてる、そして士気も挙げなきゃいかんというのはあるんですけれ

ども、町民の目線、これはやっぱり我々は当然気をつけてですね、配慮しなきゃいかんなと、こ

ういうふうに思っております。 

 で、私の質問は大体確認ができましたので、それはそれで１番目の質問は終わります。 

 それから、このベースアップによってどれぐらいの金が必要かという話で、今、総務課長から

2,300万と、こういうお話がございましたが、私の計算では、とても2,300万ではおさまりません。

今回のボーナスの勤勉手当の分だけでも2,400万かかっています、特別職を除いてですね。です

から、これが定期昇給分、定期のベースアップ分も入れると、もっと倍以上かかるんじゃないか

と、こういうふうに思います。６月も12月も勤勉手当は払うことになりますし、という感じをし

ますので、もう一回委員会のとき確認をさせていただきます。 

 それから、復興基金の話ですね。基金の話で、先ほど私の質問はですね、こういう基金が県か

らいただける、それが普通の一般会計のもとに入って、特にですね、ほかの事業と同じような並

びでやられたら、本当に県が意図する復興基金っていう目的を達成するんですかと、もっとまち

づくり協議会とか、こういうところにこういうのを委託をしたり、担任させたりしながら有効に
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使っていく手段はないんですかって、そういう考えはないんですか、こういう質問でした。です

から、るる県がこういう考えでやっているというのは十分分かってるんですが、町におろしたと

き、町がこれをどういうふうに有効に使うか、ここらあたりについて、もう一度質問したいと思

います。 

 では、３番目の質問だけ、もう一度答弁をお願いします。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 藤岡企画財政課長。 

○企画財政課長（藤岡卓雄君） 企画財政課長の藤岡でございます。９番宮﨑議員の２回目の御

質問、復興基金についての２回目の御質問にお答えいたします。 

 今回、県から交付される基金についてはですね、先ほど言いましたその説明会のＱ＆Ａの中で

申し上げますと、創意工夫分の交付を受けた市町村は、基金条例等の整備が必要かという問いに

対しまして、一旦基金として積み立てる場合は、平成28年度復興基金用に基金を新たに制定して

個別管理するか、既存の基金を活用するかの判断は各市町村の判断に委ねるということで、考え

方としましては、今回のような、提案させていただいているような復興基金を新たにするのか、

先ほども言いました財政調整基金にそのまま基金するのかということになろうかと思っておりま

す。現在のところ、交付金ですか、そういうふうな考えは今のところは持っておりません。以上

でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） ２回目の答弁ありがとうございました。 

 県からおりてくる復興基金で、町でまた同じように復興基金の条例をつくってですね、こうや

って運用していくと。ただ、この運用のやり方、これがですね、まだ今んところどうも町のほう

では決定されてないみたいですから、今後ですね、よく検討していただいて、どういう形でです

ね、この金を効率よく、そして一番復旧・復興に役立てるかということをまちづくり協議会、そ

の他いろんな組織、これを活用してやられるのか、いや、一般会計の中でやられるのか、十分検

討していただきたいなと思います。 

 私の質問は終わります。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

 ７番吉村建文議員。 

○７番（吉村建文君） ７番吉村でございます。 

 議案第100号、益城町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、御質問させていただ

きます。 

 この条例は、環境衛生課をなくして、そのかわりに公営住宅課を新たに新設するという形だと

思うんですけども、この場合、環境衛生課の仕事の内容、ア、環境の保全に関する事項、イ、生

活衛生に関する事項、ウ、廃棄物に関する事項を住民保険課に移して、で、公営住宅課が町営住

宅（地域活性化住宅を含む）に関する事項とイ、災害公営住宅に関する事項を公営住宅課でやる

ということだと思うんですけども、現在、住民保険課が環境衛生課の内容、三つの部門に対して

仕事内容が増えるんですけども、現在の体制から何名住民保険課を増やして、また、公営住宅課
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が何名体制を予定されているのかをお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。７番吉村議員の御質問にお答えした

いと思います。 

 今回の課設置条例、課の編成に伴って環境部門何人、あるいは公営住宅課のほう何人というお

話でございますけれども、その人数については、今現在、検討しているところでございます。業

務内容等を精査しないとその辺、また専門性がどれだけあるか、そういうものを含めた形で検討

して、専門職員の配置とか考えないといけませんので、まだこの場ではですね、まだ正式に何名

というのは決まっておりませんもので、大変申しわけございません、お答えすることができない

ような状況でございます。申しわけございません。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） それでは、この条例は平成30年４月１日から施行するというふうになっ

ておりますので、それまでに各課等ですね、人員体制もしっかり考えていただいて、後ほど、ま

た、施行される前にぜひ御報告をお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） ないようですから、議案第92号「益城町一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」から議案第101号「指定管理者の指定期間の変更につ

いて」までの７議案についての質疑を終わります。 

                                            

 日程第17 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑

義の調査報告 

○議長（稲田忠則君） 日程第17、「木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場

との土地交換に係わる疑義の調査報告」を議題といたします。 

 初めに申し上げます。本件は、木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との

土地交換に係わる疑義の調査特別委員会から本日は報告だけをし、報告内容を見ていただく時間

を設けたいとのことで、質疑については最終日に行います。 

 それでは、木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換に係る疑義

の調査報告、竹上公也委員長。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） 15番竹上でございます。水を１杯。 

 調査委員会から調査報告を行いたいと思います。 

 平成27年12月議会で調査委員会を設置し、12月25日より委員会を開催してまいりました。平成

28年、順調に進んでおりましたけれども、４月の熊本震災が突発的に発生したため、やむなく中

断ということで、約１年半になります。来年、平成29年は何人かの課長さんたちも定年を迎えら

れ、また町長選もございます。そういうことで、どうしても本年中には終わらせたいということ
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でございまして、平成29年10月26日より再開した次第でございます。足かけ約２年ぐらいになり

ましたけど、皆様方には長い時間を要しました。本当に、やっとここで報告ができるということ

になりましたので。本日は報告だけということになっておりますので、報告書のほうを朗読させ

ていただき、説明にかえさせてまいりたいと思っております。 

 それでは、御説明申し上げます。 

 益城町議会議長稲田忠則殿。 

 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査に

ついて報告。 

 平成29年12月12日、調査特別委員長竹上公也。 

 ２ページ目が目次になっております。 

 １番に調査特別委員会の設置。（１）として、設置の経緯、（２）設置の根拠、（３）町有地

と民有地の交換の経過。 

 そして、２番目として調査報告書の判断の枠組み及び調査事項。（１）調査報告書の判断の枠

組み、（２）調査事項、３番目は調査の実施ということで、（１）調査経過、（２）不動産の鑑

定経過、（３）聞き取り調査、いわゆる参考人の調査でございますね。４番目、証人喚問。 

 これについて、３番目のものについてはですね、全てこちらの議事録として残っております。

これを読み上げると大変時間がかかりますので、３番目の調査事項だけはですね、今回除きます。 

 ４番目の調査の結果。（１）町長の裁量権について、（２）用途廃止に裁量権の逸脱、濫用が

あったのか、（３）交換契約締結要件該当性について。 

 ５番目として、結輪づけしております。 

 それでは、最初から朗読していきたいと思います。 

 １、調査特別委員会の設置。 

 （１）設置経緯。西村町長は、平成27年10月29日に木山交差点付近の民有地と益城町文化会館

第二駐車場の土地交換契約を財産の交換、譲与、無償貸与等に関する益城町条例を根拠として行

った。本民有地と町有地の交換問題は、平成27年６月定例会及び７月臨時議会において、「木山

交差点付近の民有地と益城町文化会館第二駐車場との土地交換」を前提として「交換のための補

償費等の予算」が提出されたが、当予算の根拠が不明確として否決された。これらの経緯もあり、

平成27年12月定例会において、西村町長が締結した土地交換契約について疑義が出され、西村町

長が締結した交換契約に対する疑義を調査するため、委員９名からなる調査特別委員会が設置さ

れた。 

 調査事項として、①木山交差点空き地問題にかかわる疑義に関する事項、②公有財産の管理及

び処分または取得にかかわる疑義に関する事項、③その他、上記に関する事項の３点を調査する

ことが決定された。 

 （２）設置の根拠。地方自治法第100条の１項。 

 （３）町有地と民有地の交換の経過。これは別紙１ということで、別紙にとじてございます。

時系列に経過表をつけているということでございます。 
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 ２番、調査報告書の判断、枠組み及び調査事項。 

 （１）調査報告の判断、枠組み。本件交換契約の適法性の検討に当たっては、本件交換契約の

前提として実施された①用途廃止及び②交換契約の適法性を検討する必要がある。 

 そこで、①用途廃止及び②交換契約締結について。それぞれ町長に裁量権がある事項が裁量権

が認められる場合、町長の裁量権行使に逸脱、濫用がなかったか。裁量権濫用が認められる場合、

要件該当性が認められたら問題となる。そして、裁量権の逸脱、濫用が認められる場合とは、そ

の基礎とされる重要な事実に誤認があること等により、重大な事実の基礎を欠くこととなる場合、

または事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において、考慮的事情を考慮

しないこと等により、その内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと認められる場合

が考えられる。また、仮にどちらかの行為について、適法性を欠くものとされる場合は、該当行

為が他方の行為に与える影響についても検討する必要がある。 

 （２）調査事項。本調査特別委員会は、平成27年10月29日に締結された交換契約の適法性を検

討することを目的とする。本調査特別委員会の調査事項は、交換契約の適法性を検討する上で必

要となる事実の一切であり、具体的に下記のとおりである。 

 記。 

 ア、用途廃止は適法であったか。（ア）用途廃止を行った目的、（イ）用途廃止を行った経緯、

（ウ）用途廃止を行うに当たり考慮した事項。 

 イ、交換契約締結は適法であったのか。（ア）交換契約を行った目的、（イ）交換契約を行っ

た経緯、（ウ）交換契約を行うに当たり考慮した事項。 

 ウ、平成27年６月議会及び７月臨時議会で提案された補償費900万円は必要であったのか。

（ア）補償費は本当に必要であったのか、（イ）補償費の内容は十分確認されて議会に提案され

たのか、いわゆるここまでが調査の事項ということでございます。 

 これから３番目になりますが、３番目は先ほど言いましたように調査の実施ということで、い

わゆる皆様方からお聞きした内容、それから証人喚問などのことが書かれておりますが、この件

については、今回は遠慮したいと思います。 

 こちらのほうに、事務局のほうに預けてありますから、どうぞ見たい人は後ほど読んでいただ

ければと思います。 

 ということで、10ページのほうへ参りたいと思います。10ページの調査の結果というとこから

お願いしたいと思います。 

 これまでの調査の結果から、町長の裁量権（地方自治法140条６項）及び交換契約要件該当性

（町交換条例）の観点から明らかにする。 

 （１）町長の裁量権について。ア、裁量行為か否か。 

 （ア）用途廃止について。用途廃止の改定について法令上の定めはなく、町長に裁量権が認め

られている。裁量行為については、裁量権の逸脱、濫用がないかが問題となる。 

 （イ）交換契約の締結について。「財産の交換、贈与、無償貸付等に関する益城町条例」の第

２条（１）で交換が認められるのは、「本町において公用または公共用に供するため、他人の所
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有する財産を必要とするとき」に該当する場合であり、これは裁量行為ではなく、要件該当性が

問題となります。 

 イ、裁量行為の適法性判断。裁量行為の違法とは、裁量権の逸脱または濫用があった場合のこ

とで、具体的には、①その基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより、重大な事実の

基礎を欠くことになる場合、または、②事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の

過程において、考慮すべき事情を考慮しないこと等により、その内容が社会通念に照らして著し

く妥当性を欠くものと認められる場合がある。 

 （２）用途廃止に裁量権の「逸脱、濫用があったのか」について。事実認定（聞き取り及び証

人喚問）から町長が文化会館第二駐車場の用途廃止を行った際の以下の事実を認定する。 

 （ア）用途廃止を行った目的及び経緯。町長及び町執行部は地権者らに対し、当初、売買の打

診を行っていたものの、事業を行う目的であったことから、土地の交換ではどうかと町執行部か

ら地権者に働きかけ、最終的に地権者と町との間で交換契約を行うことを前提として交渉が開始

された。したがって、本件用途廃止は、木山交差点に所在する地権者の所有土地を取得し、同交

差点の拡幅を行うことを目的として町長が行ったものであり、用途廃止後に交換契約の対象にな

り、町の施設として利用することがほとんどできなくなることが前提となっていたものである。 

 （イ）用途廃止を行うに当たり、考慮した事項。町長の長年の願いである木山交差点の改良を

図るため、更地になった木山交差点付近の土地と交換するために、第二駐車場は利用が少ないこ

と、駐車場の代替地として役場駐車場が使えることなどを考慮して、優先順位から文化会館第二

駐車場を代替地として選定し、さらに交渉ごとであるとして、議会や住民に諮ることなく、町長

（執行部）が決定した。 

 イ、評価。本件の判断、枠組み。用途廃止によって行政財産が普通財産として処分が可能とな

ること、本件用途廃止は交換契約を前提としたものであって、用途廃止を行うこと以後、第二駐

車場を町の施設として利用できなくなってしまうことを踏まえると、本件では、第二駐車場を普

通財産として処分されることより達成される目的に対し、第二駐車場を以後使用できなくなるこ

とに問題はないか、その判断を行うために検討すべき事項が検討されているのか、十分な調査が

行われてきたか検討する必要がある。 

 （イ）検討。今回、町長は益城町文化会館第二駐車場の用途廃止に当たっては、同施設の利用

が少ないこと、さらに同施設がなくなった場合に、益城町役場駐車場で代替が可能なことで、町

民の希望である木山交差点改良のための用地獲得を優先したいとの思いから、第二駐車場の用途

を廃止したが、同施設の年間使用実績の調査もほとんど行われず、特に大型バス等が有効に利用

してきた事実や当駐車場が地元の行事である木山弾正祭、木山神宮の各祭祀、町の夏祭り、総合

運動公園で行われる各種イベント時に駐車場として有効に使用されていた事実が配慮されていな

い。熊本地震で文化会館の利用は制限され、総合体育館、町民グラウンドの使用及び木山地区の

祭り等が全てできなくなった関係から、今のところ、利用者や地元住民からの不平不満は見られ

ないが、いずれ対策が必要になるものと思われる。 

 ウ、部分結論。現在は熊本地震後、文化会館の利用が減少していることから、町や町民に大き
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な制約は生じていないと考えられるが、今後、復興が進むにつれて町民に重大な制約が生じる可

能性は否定できない。本件用途廃止においては、判断を行うに当たって検討すべき事項について

十分調査されておらず、判断の前提となっていないことから、町長の裁量権行使において重大な

基礎を欠き、また考慮すべき事項を行ってなかったと考えられ、裁量権の逸脱または濫用があっ

た疑いがある。特に、使用中の行政財産の用途を変更する場合は、例え町長に裁量権があったと

しても、住民の利益に直結する重大な問題であり、議会の同意や住民を入れた第三者検討委員会

等により、公明正大慎重に行うべきである。 

 （３）交換契約締結の要件該当性について。 

 ア、要件。益城町「財産の交換、贈与、無償貸付に関する条例」上、議会の議決を行わず交換

契約締結をするためには、次の要件が求められる。（ア）本町において、（イ）公用または公共

用に供するため、（ウ）他人の所有する財産を必要とするとき。 

 イ、要件の検討。（ア）本町において。木山交差点拡幅は町民の希望するところではあるが、

この事業はあくまでも熊本県の管轄であり、町が勝手に行うことはできない。（イ）公用または

公共用に供するため。木山交差点については、以前より改良工事を求める請願がなされた事実が

あり、現執行部では毎年県に対して改良工事を求めてきた。また、町長や執行部は木山交差点改

良工事の具体的な計画はなかったものの、先んじて当該地を取得したことにより県に働きかけて

いくとしていた。しかし、これらの要請等に基づき、熊本県との間で具体的な計画が進んでいた

事実や町において具体的な手続がとられていた事実はなく、具体的に何年後に改良工事に着手で

きるか等について予想すること自体難しい状況であったと言わざるを得ない。 

 本件の用途廃止、交換契約当時においては、木山交差点改良工事についていまだ「将来的に工

事を実現したい」という希望的な段階でしかなかったと言える。よって、本件の用途廃止、交換

契約に際して直ちに当該地を取得しなければならないという切迫した条件にあったわけではない

ため、改良工事について具体化した際に、当該地を取得する可能性、交渉の対象とする財産につ

いての選定、第二駐車場を対象とする場合に生じる町や町民への影響等を十分に考慮して実行す

べきであったと考える。さらに、益城町中期計画や年度計画にも、さらに木山交差点の隣接する

そのほか三つの角の購入計画なども計画されていなかった。 

 以上のことから、今回の交換が公用及び公共用に供するためとは言い切れない。 

 （ウ）他人の所有する財産を必要とするとき。（ア）（イ）にその必要性がないことから、他

人の所有する財産を必要としない。 

 ウ、交換のため提供した土地の評価と線引き。今回、町から交換のために提供された益城町文

化会館第二駐車場、実測2,328平方メートルを１筆として鑑定、平米当たり２万3,500円。

1,958.59平方メートルを交換したが、改めて今回提供した1,958.59平方メートルを鑑定したとこ

ろ、平米当たり２万6,500円となり、その差額が587万5,770円となった。さらに、町に残った出

入り口のない369平方メートルの土地を継続して使用するためには、新たに500万円をかけて道路

を整備する必要があり、これらのことから今回の土地交換により約1,000万円の損失を町に与え、

等価交換であったのか疑問が生じた。 
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 エ、部分結論。益城町において、将来の木山交差点改良のために用地を確保しておくこと、さ

らに、当該地を取得することが町民の願いであるとの趣旨で交換契約が締結されているが、条例

で言う「本町において」では、木山交差点改良は一義的に熊本県土木が担当することになってお

り、「本町において」で言い切ることはできない。 

 次に、「公用または公共用に供するため」という観点では、木山交差点改良については、何ら

計画もなく、公用、公共用と言えるものではない。また、本件土地を町が取得する必要性がなか

ったと認められる。さらに、交換した第二駐車場の土地の評価・線引きにおいて、町の損失が明

白であり、これらの社会通念上、著しく町に損害を与えたことが認められた。 

 結論。 

 平成27年10月29日に西村町長が締結した益城町文化会館第二駐車場と木山交差点民有地との等

価交換契約は、町民の悲願であった木山交差点の改良を同地域が更地になった機会に土地を取得

したいとの思いから、町民や議会に周知することなく行ったものである。 

 当調査委員会は、参考人からの聞き取り、証人による証言、関係者らの報告書等の事実及び証

拠に基づき、以下の結論を得た。 

 まず、文化会館第二駐車場の用途廃止については、民有地を取得するための交換地とするため

の目的で用途廃止されたが、その際、文化会館第二駐車場との設置目的、使用状況等を十分に考

慮、または調査・検討することなく、「用途廃止」が行われ、町長の裁量権の逸脱、濫用があっ

た疑いが高いとの結論であり、違法性が高いと言わざるを得ない。 

 次に、益城町条例に基づく普通財産の交換においては、たとえ将来の木山交差点改良のためや

県へ姿勢をアピールすることであったとしても、木山交差点改良は熊本県の所轄であり、これま

で何ら具体的な調整や計画もなく、将来いつから工事に着手できるものかも見通せない状況であ

った。このことから、条例でいう「本町において、公用、公共用に供するため」には該当せず、

土地を取得する必要もなかった。さらに、「交換した文化会館第二駐車場の土地の評価・線引き

（区割り）」において、明らかに町に対し著しい損害を与えている可能性が高いことも確認され

た。 

 以上のことから、「町長の裁量権の逸脱、濫用」「交換契約締結の要件該当性」、さらに「土

地評価・線引き（区割り）が町へ損失を与えてる可能性があること」等から、全体として今回の

交換契約は違法である疑いが極めて高いと判断せざるを得ない。 

 なお、平成27年６月議会及び７月臨時議会で提案された土地交換を前提とした補償費900万円

については、実害こそなかったが、町民の貴重な税金を使用するとの趣旨から、今後、予算要求

において、その使用目的、内容を十分に精査するよう強く要望する。 

 それから、ここからは委員会の中での少数意見を尊重したということで、補足意見となりまし

た一部意見に切りかえていただきたい。そして、差しかえていただきたいと思います。 

 一部意見。今回の土地取得は、「町長の裁量権逸脱、濫用」という指摘があるが、地方自治法

第149条において、普通地方公共団体の長は「財産を取得し、管理し及び処分すること」とあり、

土地取得は本来町長の担当事務（権限）として想定されている。土地の交換については、益城町
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の条例によって普通財産として交換しているため、地方自治法第96条でいう議会の議決事項には

該当せず、町長の裁量権逸脱、濫用という指摘には法的には当たらない。 

 また、報告では、全体として今回の交換契約は違法である疑いが極めて高いと判断せざるを得

ないと結論づけているが、どのような法令に抵触したことで判断したのか根拠は不明確であり、

「違法」との指摘には全く当たらないというのが一部の意見でございました。 

 以上が報告書でございます。以上で報告終わります。 

○議長（稲田忠則君） 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換

に係わる疑義の調査報告が終わりました。 

 議案第86号「平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）」から議案第101号「指定管理者

の指定の期間の変更について」までの13議案につきましては、皆さん方のお手元に配しておりま

すとおり、常任委員会付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 

 これに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

○議長（稲田忠則君） 異議なしと認めます。よって、議案第86号「平成29年度益城町一般会計

補正予算（第６号）」から議案第101号「指定管理者の指定の期間の変更について」までの13議

案につきましては、お手元に配付の付託表のとおりにそれぞれの所管の委員会に付託いたします。 

 以上をもちまして、本日の日程を全部終了しました。これにて散会いたします。 

                                            

散会 午後２時29分 
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開議 午前10時00分 

○議長（稲田忠則君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻に達しましたので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 なお、13番石田秀敏議員から欠席する旨の届け出があっております。 

 本日の日程は、一般質問となっております。 

 なお、本定例会の一般質問通告者は９名ですので、一般質問は本日とあす14日の２日に分けて

行います。 

 本日の質問の順番を申し上げます。 

 １番目に坂田みはる議員、２番目に吉村建文議員、３番目に榮正敏議員、４番目に下田利久雄

議員、５番目に上村幸輝議員、あす14日は、１番目に竹上公也議員、２番目に野田祐士議員、３

番目に中村健二議員、４番目に宮﨑金次議員、以上の順番で進めてまいりたいと思います。 

 なお、質疑に先立ちまして申し上げます。会議規則に従い、発言は簡明にし、自己の意見は差

し控えられますようにお願いいたします。 

                                            

 日程第１ 一般質問 

○議長（稲田忠則君） それでは、日程第１、一般質問を行います。 

 最初に、坂田みはる議員の質問を許します。 

 12番坂田みはる議員。 

○12番（坂田みはる君） 皆様、おはようございます。12番坂田みはるでございます。 

 本日も大変寒い風が吹いております。師走に入りまして何かと気ぜわしい毎日をお過ごしの中、

本日は早朝からたくさんの皆様に傍聴にお越しをいただきましたことに、まず深くお礼を申し上

げます。まことにありがとうございます。 

 本日は私の一般質問がトップバッターということでございますので、ただいま大変緊張いたし

ておりますが、今回の質問に対する執行部御答弁が町民の皆様へしっかりと届くような内容とな

りますように、そのことを念じて質問をさせていただきたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 今回、私は町長の政治姿勢を取り上げさせていただいております。その中から次の３点につい

て、１、町長になられて１期目の総括について、２、熊本地震の復旧、復興の過程について、３、



 - 41 - 

最後に時期町長選挙について、以上３点について質問させていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 では、質問席に移らせていただきます。 

 それでは、まず、１点目から順次よろしくお願いいたします。 

 西村町長におかれましては、平成26年４月に行われました町長選挙におきまして、町民の皆様

が元気に笑い合えるまちづくりの実現をスローガンに立候補され、益城町の町長選挙の歴史に残

る大差で見事に当選を果たされてから、はや３年８カ月がたとうとしております。 

 町長御就任後の２年間は、町長マニフェストに掲げられた六つの公約であるまちづくり基本条

例の制定、財政の立て直し、町長給料の10％削減、どこでも町長室の開催、行政情報の積極的な

公開、マニフェストの検証、以上のことを実現させるために一生懸命に努力をされてこられたと

思っております。 

 さらには、町民の皆様の幸せを実現することが行政の最大の使命であり、そのためには町民が

まちづくりの主役でなければならないとの理念のもと、マニフェストを具体化する取り組みとし

て、個別の分野で多くの事業がなされてきました。 

 また、六つの公約のうち、町長給料の10％削減、どこでも町長室の開催、行政情報の積極的な

公開、マニフェストの検証、この四つについては御就任２年以内で実行に移されておられます。

特に、マニフェストの検証では、歴代の町長ではどなたも実施されていなかったマニフェストの

検証作業を就任１年目から取り組まれ、平成27年３月には１年目の取り組みを、町ホームページ

や広報ましきでも公表されておられます。これは、西村町長御自身の信念、自分の言ったことは

必ず成し遂げるという町長の責任感の強さをあらわしているものと思われます。 

 しかし、その多岐にわたる取り組みの仕上げに向かう町長就任３年目の平成28年４月14日、16

日、生涯忘れることのない２度の震度７の大地震がこの益城町を襲いました。尊い命をはじめ、

美しい自然、今までに築き上げてきた多くの財産が一瞬にして奪われてしまいました益城町。町

長は、その震災直後から今日に至るまで、復旧、復興に奔走され、その激務また一瞬一瞬の決断

というものは、私たちの想像をはるかに超えているものかと思います。 

 その一例として、震災直後、多くの町民の皆様が総合体育館に避難をされ、そこで一夜を明か

されました。その後、４月15日、町長は大きな決断をなさいました。体育館内の天井落下の危険

性を察知し、安全を第一に被災者の退避を促され、この判断を不満に思われる方からの非難の声

や一部メディアの心ないインタビューなども受けておられたことも存じております。しかし、こ

のとき人の言葉に惑わされ、再び総合体育館内への誘導をしていたとなれば、４月16日の本震を

受け、さらなる大惨事となっていたことは言うまでもございません。私は、あの日、あの時点で、

人命第一に下された決断こそがリーダーシップの発揮そのものだったと言えると思っております。 

 刻々と被災状況が伝わってくる中、多くの厳しい決断を迫られる日々、そのような中にあって

も西村町長は、12月には益城町復興計画を策定され、現在はその計画に基づき、町の復興に向け

着実に事業を進め、被災された町民の生活再建のために説明会や座談会などを開催されながら、

町民の皆様の意見や思いに耳を傾けてこられた真摯な姿勢は、私たち議員も町民の皆様と一緒に
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同席をさせていただきながら見てまいりました。 

 被災された方々にとって、特に応急仮設住宅等の入居期間の延長や、災害公営住宅の建設、ま

た、被災者の自力再建のための数多くの支援策などは、町長が被災者の生活再建を第一に考え、

国に対し強い決意を持たれての要望活動を熱心に行ってこられた成果の賜物ではないでしょうか。

また、町長の国への要望活動が昨年以上に臨めたことは、今年の３月にやっと向井副町長が御就

任されたことで町長の補佐役をしっかりと果たしていただけたことにより、町長の要望活動の後

押しになったことと承知いたしております。 

 昨年４月14日以降、多くの方々の力を合わせて立ち直りつつある益城町を見ることができるの

は、西村町長の類いまれな行動力や決断力、どんなことがあっても倒れない体力とメンタルの強

さがあったからこそと思っております。西村町長の１期目の４年間というものは、就任以来の２

年と震災後の２年では、当然ではありますが、その町政運営は大きく違ってきています。恐らく

歴代の町長の中では一番厳しく、そして、激動のときを過ごされていると言っても過言ではない

と思います。 

 そのようなことを踏まえて、町長になられての１期目の総括について、御自分なりにどのよう

な総括をされるのかを伺います。 

 続いて、熊本地震の復旧、復興の過程について伺います。 

 先ほども申し上げましたが、平成28年４月14日、16日、日本の歴史史上、過去に例を見ない震

度７の大地震が２度も益城町を襲いました。あの日の記憶が鮮明に残っておられる方、一部記憶

がはっきりしないという方、あの日、体に受けた傷が残っているという方、あの日、心に受けた

傷が癒せず、より深くなられた方、守り続けた我が家が一瞬にして倒壊し、その前に立ち尽くし

ていた方、地震が起きたのだと認識しながらも、一体どれほどのことが益城町に被害を及ぼした

のか、この先何がどうなっていくのかと、誰もが抱いていたであろう恐怖や不安について、私た

ち町民が理解することには、本当に時間を費やしたという思いです。 

 日々、余震の記憶と闘いながらも食すること、体を休ませる場所を探すこと、日々の不安を共

有しながら一歩また一歩の繰り返し、あの日から１年８カ月がたとうとしています。生活の再建

に向けての個々の努力とともに、多くの方々の支援や事業により、益城町が前に進みつつある姿

は、どなたにも確認できていることでもあります。その進む速さに納得のいく方、いかない方と

おられることも十分承知しております。 

 しかし、全てのことが混乱した中から今日まで、町民の安全で安心のできる暮らしが一日も早

く取り戻せるようにと、職員みずからも被災者でありながらも昼夜を問わずの努力がなされてき

ていたということは、頭の下がる思いとともに、感謝の思いを私なりに抱いているところでもあ

ります。そして、私と同じ思いでおられる町民の方々も多くいらっしゃることもつけ加えさせて

いただきたいと思います。 

 さて、町としてこれまでの復旧事業について、特に重視しながら進めてこられた点についてと、

また計画実施をするに当たり、力を入れて実ったことを含め、復旧、復興事業の取り組み状況と、

今後の課題についてお聞かせいただきたいと思います。このことが２点目となります。 
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 最後に、次期町長選挙についての西村町長の率直なお考え、御決意について伺いたいと思いま

す。 

 益城町は1954年（昭和29年）、飯野村、広安村、福田村、津森村、木山町の１町４村が合併し

誕生し、既に63年の歳月をへておりますのは、皆様御承知のとおりです。この間に2003年（平成

15年）再び合併話が浮上し、益城町の静けさが少し変化をもたらし始めたころのように記憶をし

ております。 

 当時、熊本市が政令指定都市を目指し、益城町との間に法定協議会設置を求めていましたが、

益城町では、熊本市との法定協議会設置の是非を問う住民投票の結果、賛成42.9％、反対57.1％

という合併に反対する町民の反対意思が示されました。 

 しかし、その後、益城町は町長選挙で熊本市との合併を推進されていた前町長時代へと移って

いきます。2008年（平成20年）には、熊本市、益城町２市町での任意協議会が設置されるなどが

進められたことも、多くの方の不安材料となりました。このように、多くの町民の意思と逆行す

る首長の考え方で危うく益城町がなくなりかけようとしましたが、2009年（平成21年）４月12日、

益城町の合併の是非を問う住民投票を行うことができました。この住民投票を行うことができた

ことは、議会において住民投票をすべきの賛成意見が多かったことで実現できたことでもありま

す。熊本市との合併賛成7,905票、合併反対１万2,205票、4,300票の大差で合併を阻止した町民

の皆様の賢明な判断があったからこそ、これまでの益城町が守られてきたのだと言えると思いま

す。 

 住民投票すら行うことができないまま、あるいは合併賛成となり熊本市の中の益城町となって

いたとしたら、果たしてこの震災後の益城町の状況はどうなっていたことでしょう。このように、

解体工事などもスムーズに進んでいたことでしょうか。多くの町民が願う益城町の進むべき道を

変えようとした前町長のあり方に対して危機感を持たれ、平成26年４月の町長選挙に出馬の決意

をされたものと、私は受け取っております。 

 西村町長は役場職員として37年間の長きにわたり、歴代町長方の行政手腕の振るいどころを御

自身の目で見、耳で聞き取り、肌で感じ取ってこられたことでしょう。首長としてのあるべき姿

というものがあると思います。歴代町長のよきところは御自身の行政手腕としても取り入れなが

ら、悪しきところは断固たる決意のもと、取り入れない姿勢を貫いて現在に至っておられるもの

と確信いたしております。 

 震災後、そのような西村町長だからこそ、みずからが築いてこられた国や県との信頼関係やき

ずなというものは、益城町の今後の復興においてなくてはならないものであると、私は思います。

益城町が復興を確実に成し遂げるためには、あらゆる場面で国や県への要望が必要不可欠となっ

ていくことは言うまでもありません。そして、何よりその際に重要なことは、西村町長がこの益

城町で生まれ、育ち、みずからが震災を経験したという本人からの生の訴えができること、その

言葉には重みがあります。被災地からの本当の生の声を国へ届ける役目が果たせるのは、西村町

長のほかには存在しないと考えます。 

 私はその思いを持って伺います。 
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 西村町長、次期町長選挙への出馬の御決意はいかがでございますか。率直な御答弁をよろしく

お願いいたします。 

 以上、３点について１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） おはようございます。平成29年第４回益城町町議会定例会も２日目を迎

えております。今回は一般質問ということで、９名の議員の皆様の質問をいただいております。

本日は５名の皆様に質問していただきます。一生懸命答弁させていただきますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 また、傍聴席には早朝からわざわざお越しいただきまして、本当にありがとうございます。心

から感謝を申し上げます。 

 それでは、12番坂田議員の町長として１期目の総括についての質問にお答えをさせていただき

ます。 

 平成26年４月の町長選挙におきまして、多くの町民の皆様から御支援をいただき、町長に就任

してから３年８カ月が過ぎようとしています。私の就任当時のスローガンであります町民の皆さ

んが元気に笑い合えるまちづくりの実現、町民が主役のまちづくりは、あの熊本地震の震災を受

けた今でも私の心に生きています。その信念があったからこそ、我が町始まって以来の大惨事を

ここまで乗り越えることができたと思います。 

 さて、私の町長としての１期目を振り返りますと、議員がおっしゃるとおり、激動そして決断

の言葉に尽きると思います。ここで、私の町長１期の４年を、最初の２年、そして震災後の２年

に分けて振り返ってみたいと思います。 

 まず、就任して１年目は、私の六つの公約でありますまちづくり基本条例の制定、財政の立て

直し、町長給料の10％削減、どこでも町長室の開催、行政情報の積極的な公開、マニフェストの

検証を実現をさせるため、31の個別事業についての取り組みに対する基盤、仕組みづくりに着手

をしました。 

 一方、できるものはすぐにでもやるとの思いから、町長給料の10％削減、行財政改革の進行管

理、防災訓練の実施、小中学校へのエアコンの整備、ウオーキングロードとしての益城33カ所め

ぐりの開設、６次産業化推進による企業誘致などを実施しますとともに、マニフェストの検証と

して、１期４年の取り組みやその行程を明らかにするマニフェスト推進計画を公表しました。こ

のマニフェストの検証結果の公表は、歴代町長初の取り組みであり、言いっ放しにはしないとい

う私の信念のあらわれでもあります。 

 就任２年目では、マニフェスト推進計画に基づき、どこでも町長室の開催、審議会等の会議録

等の公開、町民提案制度、審議会等委員の町民公募制、低所得者層に配慮した保育料の見直し、

中学３年生まで及び65歳以上を対象としたインフルエンザ予防接種費補助、車を持たない75歳以

上の高齢者及び障害者に対するタクシー券の発行、ワンコイン500円で受けられる特定健診、住

宅リフォーム制度助成、地域創生事業に基づく空き家活用など、数多くのマニフェスト事業を実

施しました。 
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 しかし、いよいよこれから仕上げのときだという３年目の平成28年４月14日と16日に、震動７

の激震が益城町を襲いました。 

 私自身、発災後すぐに役場に向かいましたが、波打つ道路、余震のたびに起こる子どもたちの

悲鳴、その姿は余りにも悲惨で、震災当初は何で益城町なんだという持っていきようのない怒り

と絶望感に襲われていました。 

 そのような中、自分自身が被災されているにもかかわらず「自分たちも頑張るから、町長も頑

張れ」「自分に何かできることはありませんか」など、多くの励ましの言葉をかけていただき、

心も奮い立たせたところです。また、警察、消防、自衛隊の皆様が、発災直後から役場に参集し

ていただき、倒壊した家屋3,000戸をローラー作戦で捜査活動を実施され、多くの町民の皆様に

安心を与えていただきました。 

 また、議員の皆様、区長、消防団、そして、多くの町民の皆様が力を合わせ、支え合いながら、

避難所運営、支援物資の配布などに携わっていただきました。特に、消防団におきましては、が

れきの中から48名の方を助けていただくとともに、プロパンガスの元栓を閉めていただき、火災

の発生を防いでいただきました。今回、改めて自分の命は自分で守る、自助、そして地域づくり、

自主防災組織の整備など、共助の大切さを感じたところでございます。 

 さて、震災後の取り組みで、ハード事業につきましては、次の質問でお答えさせていただきま

すので、ここではソフト事業の取り組みを中心にお話をさせていただきます。 

 震災直後は大混乱でしたが、全国からの温かい御支援により、この難局を乗り切ることができ

ました。町では、地震発生以来、被災者の生活再建を第一に、上下水道や道路等のライフライン

の復旧、罹災証明の発行、倒壊家屋の公費解体、応急仮設住宅の整備、地域支え合いセンターに

よる見守りなど、職員一丸となって取り組んでまいりました。 

 その間、天皇皇后両陛下の本庁への慰問をはじめ、安倍首相や各大臣等、数多くの方が益城町

を訪問されましたが、そこで直接震災の現状を訴え、要望を行いましたことが、今では私と国や

県とのつながりや信頼を築き上げた一助となっています。 

 また、震災後は決断の毎日でした。はぴねすに寝泊りをしながら、議員のお話でもあったよう

に、総合体育館のメーンアリーナに被災者を入れなかったこと、梅雨が来る前に陸上競技場内の

テント村を撤去したこと、がれき置き場の早期設置、避難所の閉鎖など、数多くの決断に迫られ、

私自身は的確に判断できたと確信をしております。 

 一方、復旧事業に取り組む中、将来を見据えたまちづくりのため、平成28年の12月に益城町復

興計画を策定しました。策定に当たりましては、21回の説明会を開催しますとともに、仮設住宅

においても説明会を開催し、計画には町民の皆様の意見や思いを取り入れました。また、そのほ

かにも、木山土地区画整理事業や仮設住宅等の期間延長など、町民の皆様に直接関連する取り組

みにつきましては、その都度数多くの説明会や座談会等を開催し、町民の皆様の御意見をお聞き

しながら事業に取り組んでいます。 

 また、今回の震災の検証につきましても既に終了し、先日町のホームページで公表をしており

ます。できたこと、できたなかったことを包み隠さず公表しており、今後、町の地域防災計画を
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作成する上で貴重な資料となるものであり、他自治体においても参考にしていただければと思っ

ております。 

 さらには、震災後中止をしていました「ジョギングフェア」「はぴまる」「きままにスポーツ

健康フェスタ」「みんなの秋祭り」の各種イベントを本年から再開しました。規模の大小はあり

ますが、町のにぎわいづくりや被災された方の心の安らぎにつながったものと思っています。 

 そのほかにも、今回の震災で多くの家屋で全壊等の被害があっている中、震災後の建築確認申

請が1,200件を越しております。少しずつではありますが、着実に被災者の皆様の自立再建が進

んでいるものと思っています。 

 一方で、新しい芽吹きもあっています。まず、大学が持つ専門的な知識や知見によって、町の

復旧復興を御支援していただくため、熊本大学、熊本県立大学及び熊本学園大学と、包括的連携

協定を締結しました。現在では、各種審議会等の委員として参画いただいており、各種事業を展

開する上でも専門的な立場からのアドバイスをいただいております。 

 また、若者たちが震災を受けた町を自分たちで何とかしたいとの一念で、未来トークを立ち上

げました。現在は、木山仮設商店街に活動の拠点を設け、復興大使、町の特産物を材料としたジ

ェラートづくり、町の企業とコラボした動画制作など、若者ならではの視点でまちづくりに取り

組んでいます。 

 さらには、震災を受けて自分たちの住んでいる地域のことを一から考えてもらおうと、地域ご

とにまちづくり協議会の設立をお願いしました。その結果、現在では20のまちづくり協議会が設

立され、協議会から多くのまちづくり提案が上がってきています。これは、私がスローガンに上

げていました「町民が飛躍のまちづくり」の根幹であり、今後は提出されました提案を、地域住

民と行政が協力しながら、いかに事業化を図ることができるかが私の大きな使命だと思っており

ます。あわせて設立されたまちづくり協議会が一過性のものに終わらぬよう、私もしっかりとサ

ポートして、継続的な協議会となるよう発展させていきたいと思います。 

 また、国や県に対し私みずから何度となく出向き、益城町の震災の現状や課題を説明し、要望

を行っています。要望に当たりましては、説明会のとき、被災者の皆様から直接伺いました家屋

の解体支援、宅地の復旧支援、農地等の復旧支援、自治公民館の支援など生の声を伝え、被災し

た自治体の長として国や県を動かすことができました。 

 今後もさまざまな場面で国や県の支援が必要となります。その要望に当たりましては、被災し、

その混乱の中指揮し、その状況を十分把握している首長みずからの発言こそが益城町の復旧及び

将来に向けたまちづくりには必要不可欠であると実感しております。まだまだ話足りないところ

はありますが、以上、私の１期を振り返っての総括とさせていただきます。 

 次に、一つ目の御質問の２点目、熊本地震の復旧復興の過程についてお答えをいたします。 

 まず、本町の復旧復興の基本となります町復興計画策定段階からお答えします。 

 この町復興計画の策定に当たりましては、町民との対話を基本とし進めてまいりました。初め

に全世帯のアンケート調査、小中学生対象のアンケート調査を実施しました。その後、地区別住

民意見交換会を21回実施し、あわせて応急仮設団地においても意見交換会を実施しました。その
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際、参加者からの「今後のまちづくりに若者の意見を取り入れるべき」との御意見から、町内外

の高校生から30歳までの若者を対象としました未来トークを実施しました。 

 未来トークに関しては、皆様御承知のとおり、若者が益城町復興のためにできることとして検

討された企画、町内の農産物を使ったジェラートづくりやコミュニティースペース未来箱の設置

などが関係者の協力のもと、実現しております。 

 そして、復旧復興にかかわる具体的な施策の実施に当たりましては、県との連携を図りながら、

そして、町民の皆様や関係団体などの御意見をお聞きし、進めているところでございます。 

 まず、仮設住宅建設につきましては、地震発生直後から用地確保に向けて企業からの無償貸し

付けを含む農地等を借り上げるなど、地権者等100人以上の方々からの御協力をいただき、敷地

面積約30ヘクタールに1,562戸を建設し、入居希望者全員の仮設住宅を確保しました。 

 次に、道路、橋梁、河川、公園、上下水道をはじめとする公共土木施設の復旧につきましては、

昨年末、国の査定が完了し、事業費はほぼ確定しております。現在、他の災害復旧工事と調整を

図りながら、工事の発注を行っております。 

 次に、農地、農業用施設、林業施設災害につきましても、昨年末、国の査定が完了しておりま

す。農家の皆さんの営農活動が早く再開できるよう、工事の発注を行っております。 

 また、住宅地の地震被害も深刻な課題となっております。町民の皆さんの住宅再建には、まず

宅地の復旧が優先されますことから、現在、基金による宅地復旧支援を優先して行っております。

今後は、大規模な宅地災害復旧事業の設計、施工を早急に行ってまいります。 

 最後に、役場庁舎、学校施設、文教施設をはじめとする建物被害に関しましては、今後、事業

費を確定し、順次工事の発注を行ってまいります。 

 次に、復興について御説明申し上げます。 

 まず、木山地区復興土地区画整理事業は、本年４月に事前説明会、５月に意向調査アンケート、

６月に調査結果の説明会、７月から今日まで区画整理事業の理解を深めていただくための座談会

の開催、11月に都市計画決定に諮る説明会を開催し、現在、区域決定の縦覧、意見書の受け付け

を行っている状況です。 

 次に、新住宅エリアでは、今年の９月に益城町市街化調整区域における地区計画策定基本方針

計画基準の改定を行い、新住宅エリア構想基本方針を作成しました。復興ゾーンは現在、農地と

して利用されており、地区計画での開発となりますが、住宅や生活利便施設や医療施設等の建設

が可能となり、民間活力を利用しながら、町として協力できる部分はしっかりと対応していきた

いと考えています。 

 街路事業につきましては、復興計画の土地利用構想を踏まえ、先ほど述べました新住宅エリア

の整備とあわせて、幹線道路ネットワークの整備を進めてまいります。また、都市補助幹線道路

は、歩行者の安全安心な歩行空間もあわせて計画しますので、道路幅員も12メーターから14メー

ターと大きくなりますが、しっかりと協議や補償を行いますとともに、整備する区間を精査して、

段階的に整備してまいりたいと考えております。 

 災害公営住宅につきましては、７月に行いました今後の住まいの意向等に関する第２回アンケ
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ート調査結果と、10月に開催しました災害公営住宅検討委員会の意見をもとに、必要戸数の総数

を680戸とする方針をお示ししたところです。現在の進捗状況は、砥川、福原、田原に各10戸、

計30戸分の用地を購入しましたので、11月27日から民間団体等への提案の公募を開始しています。 

 広安校区につきましては、馬水と安永に用地を購入し、広安西校区については、益城台地西土

地区画整理組合と協議を進めており、来年１月末ごろに契約を行う予定としております。今後、

市街地部につきましては、ＵＲ都市機構へ業務委託をしており、完成予定は平成32年３月を予定

としております。 

 木山校区につきましては、建設候補地の検討を進めておりますが、契約までには至っておりま

ん。今後、用地確保が町で難しい場合は、敷地を含めた民間提案型買い取り方式や、民間賃貸物

件を公営住宅として借り入れる借り上げ方式を取り入れ、平成31年度末までに供給したいと考え

ております。 

 これらの復興計画、実施計画に掲げる社会インフラの整備等につきましては、四半期ごとに進

捗状況と今後の見通しを公表しているところでございます。 

 次に、３つ目の御質問、次期町長選挙についてにお答えをします。 

 私は、さきの町長選に出馬するに当たり、お示ししましたマニフェストに掲げた町民の皆様へ

の約束を着実に果たしていくことが、町の発展につながるという思いで、町政に取り組んでまい

りました。 

 しかし、熊本地震の発生で、私がこれからなすべきことは、震災からの復旧復興に全てをかけ

て取り組まなければならないということであり、この１年半、全精力を傾けて取り組んでまいり

ました。 

 しかしながら、まだ町民の皆様が痛みの中にあることは十分承知をしております。一刻も早く、

以前の当たり前の生活を取り戻していただくよう、行政がやらなければならない復旧復興に係る

事業を急がなければなりません。当たり前の生活を取り戻すということは大変であります。その

中で、あの震災直後の傷ついた益城町から、町民の皆様が一歩ずつ踏み出しておられる姿が、私

に果たすべき役割を決意させてくれました。 

 限られた益城町の行政の力、財政面、人的な面、知識、何をとっても町単独で進んでいくこと

は困難であるということは、皆様御承知いただけるものと思います。こういったことを踏まえて、

議会の皆様方とも一緒になって、国や県、そして他の自治体へ何度も支援の要請を行い、それに

応えていただき、復旧復興の事業が進んでいるところです。 

 特に、国への要望に当たりましては、私単独で、また近隣町村長と合同で、幾度となく要望を

重ねる中で、各省庁の局長クラスの皆様方へ率直に要望内容を訴え、意見交換を交えながら、困

難な状況にある益城町の復旧復興への取り組みの支援を強く訴えてまいりました。その結果、幾

つかの補助制度、地方財政制度の拡充を図っていただくこととなりました。 

 私は、地震からの復旧復興を、将来の益城町の発展につなげるためには何をなすべきかを常に

考えております。町民の皆様、誰もが思われ、願っておられることは何かということを考えると

き、幸せな生活をしたいというような、決して経済的な豊かさだけではない、豊かな人間性を育
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む益城町を期待されているのだと思うものです。 

 震災直後の困難を乗り越えたのも、町民の皆様の豊かな心から生まれたきずなであります。町

民同士の結びつき、支え合う心で、非常な時を乗り越えることができたのだと思っております。 

 益城町には、美しい自然、豊かな水の恵みに育まれた農産物があります。そして、これらが豊

かな心も育ててくれました。私は、町民の皆さんにこれからも夢や誇りといった心の豊かさを追

い求め続けてもらいたいと思っております。 

 今、日本にはたくさんの外国人の観光客が押し寄せてきています。そして歴史、文化や自然、

食やまちの清潔感、さらには人の親切さを称賛し、幾度となく訪れるようになっています。称賛

いただくこれらの財産は、全て心で育ててきたものばかりです。この全世界から称賛される日本

の心を、町民の皆様と共有し、復旧復興につなげ、さらなる益城町の発展に取り組む決意であり

ます。 

 益城町の歴史の中で、先人は幾度となく苦難を乗り越え、守ってこられ、豊かな財産を残して

くれました。その財産はかけがえのないものであり、傷ついたとはいえ、間違いなく残っていま

す。次世代の子どもたちにつないでいくことが、今生きている私たちの責務であります。 

 輝きあふれ、豊かな心を育んでいる益城町に住みたい、住み続けたいと思われる、全国から羨

望されるまちに向かって進んでいかなければなりません。それが支援いただいた全国の皆様の思

いにも応えることになります。 

 震災から２週間程経過したとき、復旧に当たる１年ももちろん大変だが、１年が過ぎてからが

さらに大変な業務が発生してくるんだとおぼろげながら感じました。震災直後から復旧復興に携

わってまいりましたが、まさに、現在は復旧復興は道半ばであり、発災以来、私自身が現場で対

応し、経験したことを今後につなげていくことが町の将来にとって非常に重要であると考えてお

ります。 

 傷ついた益城町の復興をなし遂げるためには、町民の皆様、一人一人の力を結集して取り組ま

なければなりません。私はその先頭に立って復旧復興に立ち向かい、安心安全で豊かなまちづく

りをなし遂げることが、私の使命であると思っております。 

 これまで築き、培ってきた私の力を全力でささげることをお約束して、２期目への挑戦の決意

といたします。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 坂田議員。 

○12番（坂田みはる君） 町長より１回目の御答弁、まことにありがとうございました。次期町

長選挙への出馬の御決意をしっかりと伺うことができまして、大変心強く思っております。 

 益城町の将来に向けての復旧復興は、ソフト事業の取り組み、ハード事業の取り組み、その両

面をきちんと継続させていかなければならないため、御答弁をいただきました。全くそのとおり

だと思います。今の取り組みが一日も早く実を結ぶことは、継続の中から生まれてくるものでも

ございます。取り組み事業が途切れないようにするとなれば、今、益城町に必要なことは、何は

さておき、町から国や県、その要望活動をする際に、きちんと礼節を持って接し、首長としてお
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ごらず、信頼ときずなを深められた西村町長の姿勢そのものが、これからの益城町を導いていく

ことになると思います。 

 過去に信頼というものやきずなというものは一夜にしてまたもとに戻すことができるという、

そのような簡単なものではないことは、西村町長が身を持ってこの益城町を守り続けてこられた、

その姿勢にあるかと思います。 

 最後に、西村町長の、もう一度首長としてあるべき姿、おごらずというその姿、その点につい

て、御覚悟とその御決意をいま一度お願い申し上げます。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 坂田議員、２回目の御質問というか、決意ということで、お答えをさせ

ていただきます。 

 震災を経験して、本当に職員も成長しました。本当に皆さん方にも世話になっております。や

はり姿勢としては、最後は私が責任を持つということで、町政運営を図っていきたいということ

で思っております。やはり私は最初から携わってきておりますので、その気持ちを２期目にまた

つないでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 坂田議員。 

○12番（坂田みはる君） 決意をありがとうございました。 

 職員の皆様と信頼関係を31年間の中でも築かれ、そして、首長としてもきっちりとその役割を

果たしてこられました西村町長だからこそ、苦楽をともにした皆様とともに、この益城町のさら

なる復興の力となる、礎となるという覚悟をお伺いするすることができました。だからこそ、こ

の首長にふさわしい人物として、どうぞこの先も体力と、そして気力負けることなく頑張ってい

ただきますことを切にお願いをいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○議長（稲田忠則君） 坂田みはる議員の質問が終わりました。ここで、暫時休憩いたします。

11時５分から再開します。 

                                            

休憩 午前10時51分 

再開 午前11時05分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、吉村建文議員の質問を許します。 

 ７番吉村建文議員。 

○７番（吉村建文君） おはようございます。７番公明党の吉村建文でございます。 

 本日も、朝早くから傍聴に来ておられます町民の方々に感謝を申し上げます。 

 さて、11月13日から15日にかけて、町議会として東北に行政視察に行ってまいりました。そこ

では災害公営住宅を中心に視察をし、また福島県の浪江町の現状も見てまいりました。今回は、

その行政視察で学んできた部分も含めて質問したいと思います。 
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 今回は、５点にわたって一般質問をさせていただきます。１点目、災害公営住宅について、２

点目、県の復興基金について、３点目、投票所の設置について、４点目、就学援助における入学

前支給について、５点目、スズメバチの巣の駆除について質問させていただきます。 

 それでは、質問席に移らせていただきます。 

 改めて、質問席から質問させていただきます。 

 初めに、町議会として11月13日から15日まで、２泊３日で東北地方の視察研修に行って話を聞

いてまいりました。 

 初日は福島県の浪江町に、平成23年３月11日の東北大震災で地震、津波、放射能汚染と三重の

被災に遭われた浪江町であります。 

 やっと今年の３月に帰還困難区域の解除を受け、現在、町に帰還されている住民の方々は380

名前後であり、震災時の人口の２万1,434名の1.7％にしか過ぎない状況でありました。町内を走

る車は、県外ナンバーの警察車両と汚染された土を運ぶトラックがそのほとんどで、多くが住民

不在のゴーストタウンみたいでありました。その中で町役場の職員の方は、この町が存続すべき

なのか自問自答する形ではありましたが、町の再建に向けて全力で取り組んでこられました。 

 この姿を見て、益城町も震度７の地震を２回も受ける被害に遭いましたが、町の復旧復興に向

けて全力で取り組んでいかなければと、改めて決意したところであります。 

 また、２日目には災害公営住宅がほぼ完成した宮城県東松島市と多賀城市を視察することがで

きました。 

 まず、東松島市では、震度６強の大きな揺れと10メートルを超える高さの津波に襲われ、市内

全体の36％が津波により浸水したとのことで、死者は1,100名を超え、家屋被害も全壊、大規模

半壊、半壊で１万1,077戸と、全体の74％もの家屋が被災されており、また公共公益施設の被害

額は約669億に上っていたとされています。今回、災害公営住宅についてさまざまな意見を交換

し、また現地での見学等もさせていただき、今後の益城町の復旧復興に生かしていきたいと思い

ました。 

 東松島市においては漁業が盛んであり、住民の方々の総意として、戸建ての災害公営住宅が数

多く建設されていました。もともと漁師さんたちが多く、集合住宅より戸建ての住宅を多くの方

が希望されていたとのことでありました。 

 また、多賀城市は、東松島市とは全く状況が異なっており、戸建ての災害公営住宅よりも、集

合住宅がそのほとんどであり、仙台市に隣接していることもあり、ＵＲによる住みやすい住宅が

つくられておりました。 

 今回、１点目として、災害公営住宅が検討委員会からの提言で680戸必要とのことでありまし

たが、町の方針はどうなっているのでしょうか。 

 ２点目、現在、災害公営住宅の土地はどれくらい確保されているのかを、お伺いいたします。 

 ３点目、土地取得に当たって、その透明性はどのように確保されているのでしょうか。 

 まず、この３点を伺いたいと思います。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 
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○町長（西村博則君） ７番吉村議員の一つ目の御質問、災害公営住宅についての１点目「９月

29日、災害公営住宅が680戸必要との検討委員会からの提言があったが、町の方針はどうなって

いるのか」についてお答えをします。 

 災害公営住宅の供給戸数につきましては、７月に行いました今後の住まいの意向等に関する第

２回アンケート調査結果と、10月に開催しました災害公営住宅検討委員会の意見をもとに、供給

する必要戸数の総数を680戸とする供給方針をお示ししたところです。 

 その周知としまして、益城町のホームページ及び益城町復興ニュースナンバー36、38号で提示、

郵送、回覧で行っております。 

 一つ目の御質問の２点目「現在、災害公営住宅の土地はどれ位確保されているのか」について

お答えをいたします。 

 土地の確保について、飯野、福田、津森校区につきましては各10戸分、広安校区につきまして

は、馬水と安永に約150戸分の用地が確保されています。広安西校区につきましては、益城台地

西土地区画整理組合と協議を進めており、来年１月末ごろに契約を行う予定としており、約120

戸分が確保を予定されています。木山校区につきましては、地権者と協議を進めておりますが、

契約までには至っておりません。今後、敷地を含めた民間提案型買取方式や、民間賃貸物件を公

営住宅として借り入れる「借り上げ方式」を取り入れながら、供給したいと考えております。 

 ３点目「土地取得に当たっての透明性は確保されているのか」についてお答えをします。 

 町としての選定基準は、各校区において供給し、被災がひどかったところを考慮しながら、次

の要件としました。 

 １、集落内または集落に隣接していること。２、他集落への通行が容易であること。３、10戸

程度を１団地として形成できること。４、避難路が確保でき、緊急車両が容易に進入できる道路

に面していること。５、上下水道が容易に接続できること。６、公共機関が容易に利用できるこ

と。７、造成等がしやすいこと。以上のことを踏まえ、公営住宅としての公益性を考慮しました。 

 また、取得単価につきましては、それぞれの事業箇所につきまして、必要となる不動産鑑定を

実施し、各筆ごとの価格を算定しております。算定の方法としましては、国家資格を有する鑑定

士が、近隣の取引事例や国土交通省の公示地価などから基準となる価格を算出し、そこから、各

筆の個別的な要因を批准する方式で行っております。 

 しかしながら、住民に対しての用地選定基準が公表されていないとして、益城町災害公営住宅

検討委員会より土地選定に関する基準が示されましたので、今後、用地不足分を選定するに当た

りましては、基準に基づき評価し選定することとしています。 

 このように、災害公営住宅希望者に対しての供給に対処しつつも、住民の方々の心境は「地元

に残って再建したいと思っているが、自力では無理だとあきらめている」とのことで、希望され

ている方も少なくないと思われることから、自立再建に向けての支援策としまして、県の復興基

金によるメニューとして打ち出されました「住まいの再建」四つの支援策の説明会を、11月６日

から12月６日まで町内一円で32回行いました。 

 高齢者、子育て世帯は、特に地域コミュニティーが大切でありますので、できるだけ地元に残



 - 53 - 

っていただきたいと思っています。議員の皆様方にも、地元地域においてお尋ねがありましたな

らば、周知方よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 今回の答弁で、現在確保されている土地は、来年の１月の契約を入れて

約300戸。残り380戸がまだ土地も確保されていないことになります。まだまだ道のりは遠い気が

いたしますが、仮設住宅にお住まいの住民の方々が将来に夢を持てるように、執行部の皆さんの

さらなる努力を切望いたします。 

 現在、県発注の災害公営住宅が47戸で入札不調に終わっており、今後の動向が気になるところ

ではありますが、飯野、福田、津森校区の各10戸の建設は、県発注になるのでしょうか。 

 また、敷地を含めた民間提案型買取方式や、民間賃貸物件を公営住宅として借り上げる「借り

上げ方式」を取り入れながら供給したいと答弁されましたが、具体的に何戸ぐらいを対象として

考えられているのでしょうか。お伺いいたします。 

 それから、土地取得に当たって、透明性が確保されているのかとの質問をいたしましたが、私

の支援者から先日、相談を受けました。その内容は、ある地域で町が災害公営住宅用地に田んぼ

を購入しようとしているが、１反100万円にも満たない田んぼを600万円で買わせてもらえないか

との話で、とんでもない話だということでしたので、今回、質問をさせていただきました。 

 今回の答弁で、町が不動産鑑定士など、また国土交通省の公示価格などから基準となる価格を

算出して批准する方式であることが明確となりましたので、安心をいたしました。 

 また、益城町災害公営住宅検討委員会より、土地選定に関する基準が示されたとのことであり

ますが、どのようなものでしょうか。 

 町と住民が対立してもメリットはないですし、用地選定の「見える化」する必要が大切であり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ７番吉村議員の２回目の質問「飯野、福田、津森校区の各10戸の建設は

県発注になるか」について、お答えいたします。 

 発注につきましては、予算的にも先月の臨時議会で提案しました分ですので、町発注となりま

す。 

 この民間団体が建設します買取型災害公営住宅整備事業の募集手続は、県からの技術協力を受

けながら、臨時議会後の先月27日から、建設事業者を対象に公募をかけ、業者の業務内容を次の

とおりとしております。 

 １、地質等の調査。２、住宅の基本、実施設計及び工事監理。３、住宅の建設施工。４、宅地

建物取引。５、その他補助金申請等のための資料及び会計検査用資料の作成等。以上の内容を12

月４日に事業説明会を行い、18社からの出席がありました。 

 今後の予定としましては、参加表明書の提出期限を今月15日に、提案書の提出期限を今月20日

から１月19日までとし、選定事業者の決定を来年２月初旬に行う予定としております。 

 次に、「民間提案型買取方式や民間賃貸借り上げ方式は何戸必要としているか」についてお答
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えをします。 

 先ほど述べましたように、２回目の住民アンケート結果と災害公営住宅検討委員会の意見をも

とに、供給する必要戸数の総数を680戸とする供給方針を出しましたが、来月15日から２月末ま

での期間で災害公営住宅の仮申し込みの受付を行い、この申込み時点において、県基金事業の四

つの支援策の利子補給等の説明や、収入超過と予想される世帯に対しての家賃説明を行いながら、

自立再建を促していき、必要戸数を見直したいと考えております。 

 次に、「益城町災害公営住宅検討委員会より土地選定に関する基準が示されたが、どのような

ものでしょうか」について、お答えをいたします。 

 益城町災害公営住宅検討委員会より示された土地選定に関する基準は、立地条件、敷地形状、

インフラ状況、安全安心の確保、周辺住民とのコミュニティー、生活支援の受けやすさ、用地取

得と整備のしやすさ、管理のしやすさ、町の復興計画との整合性の９項目で、評価表及び開発、

建築等の基準に照らして採点し、決定するものです。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 次に、県の復興基金100億円の配分が10月15日に発表されました。益城

町では、17億3,900万円が割り当てられました。使い道は、国の補助制度や、県が既に基金で制

度化した補助メニューと重ならない事業になります。 

 きめ細やかな被災者支援など町の自由度が高く、各自治体の活用力が問われることになります

が、町としてどのようにこの基金を使おうとしているのか、現時点での内訳をお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ７番吉村議員の二つ目の御質問「県の復興基金について、町としてどの

ように復興基金を使うのか、現時点での内訳を伺いたい」について、お答えをします。 

 県の復興基金における市町村配分枠100億円のうち、17億3,900万円が本町への創意工夫分とし

ての交付されることになりました。 

 また、この創意工夫分の使途につきましては、県から基本的な考え方として、次の３点が示さ

れております。一つ目は、国庫補助等の既存制度があるものには充当しないこと。二つ目は、県

内統一ルール分の53事業への補助かさ上げには充当しないこと。三つ目は、補助率は原則２分の

１で、負担が大きいまたは公共性が高いものは３分の２を基本とすること。以上を考慮しながら、

本町独自の基金事業を検討することになります。 

 本町におけるこの交付金の活用につきましては、今回、議案として提案させていただいていま

す。益城町平成28年熊本地震復興基金を設置することにより、町復興計画の計画期間を通して、

有効に活用していきたいと考えております。 

 今回上程しております一般会計補正予算におきまして、17億3,900万円全額を積立金として計

上させていただいているところでございます。具体的な内容につきましては、町民の方々などか

ら要望等が寄せられている事業を精査し、県内統一ルールの六つの区分、「被災者の生活支援」

「被災宅地の復旧支援」「住まいの再建」「防災安全対策」「公共施設、地域コミュニティー施
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設等の復旧支援」「新たな観光拠点づくり、産業特産振興」に整理し、優先順位をつけて実施し

たいと思います。 

 また、この優先順位の基本的な考え方としましては、まず、町復興計画の復旧期である平成30

年度までは、１、被災者の生活支援、２、被災宅地の復旧支援、３、住まいの再建に区分される

事業を重点的に、次に、再生期である平成31年度から平成34年度までは、４、防災・安全対策、

５、公共施設、地域コミュニティー施設等の復旧支援に区分される事業を重点的に、最後に、発

展期であります平成35年度から終期までは、６、新たな観光拠点づくり、産業特産振興に区分さ

れる事業を重点的に基金を充当しながら、事業を推進したいと考えています。なお、基金事業の

終期につきましては、基金条例に定める平成38年12月31日を予定しております。 

 これらの考え方に基づいて優先順位をつけ、事業に取り組みたいと思いますが、今後の復旧、

復興の進捗状況によりまして、必要とされる事業も変化していくと予想され、それぞれの事業に

ついて、柔軟に対応していかなければならないと思っています。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） ありがとうございます。17億3,900万円の使い道の全体像はつかむこと

ができたと思います。 

 まずは、益城町平成28年熊本地震復興基金を設置すること。町復興基金条例に定める期間であ

る平成38年12月31日を終期とすること、県内統一ルールの六つの区分に優先順位をつけて実施し

たいということ。 

 そこで、まずお伺いしたのが、町復興基金条例とはどういうものなのか。また、災害公営住宅

の土地の確保について、この17億3,900万円の中から支出することが、まず考えられると思いま

すが、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ７番吉村議員の２回目の質問にお答えをします。 

 復興基金条例につきましては、議案第97号で提案しておりますが、第１条に規定しています設

置目的以外につきましては、既存の各基金条例と同じような規定になっております。 

 本基金の特色としましては、基金の運用益を財源とします運用型基金ではなく、今回、県から

交付された17億3,90O万円を積み立て、東日本大震災と同様に取り崩し型基金として活用する点

でございます。 

 また、基金事業の終期につきましては、基金条例の附則に定めておりますよう、平成38年12月

31日を予定しております。 

 次に、災害公営住宅の用地への活用につきましては、県から、「被災者のきめ細やかなニーズ

に対するとの本旨に沿って活用すること」また「市町村の財政負担の軽減には充当しないこと」

の考え方が示されております。災害公営住宅につきましては、家賃収入で収支を賄うとの原則も

あり、活用するに当たりましては、県との協議が必要になってくるものと考えております。 

 以上です。 
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○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） ありがとうございます。 

 この復興基金は、町独自の使い方が他の自治体からも注目されていることになると思いますの

で、ぜひ町民の方々の意見も参考にされながら、各課で知恵を出して、その使い道を明らかにし

ていただきたいことを切望いたします。 

 次に、投票所の設置についてであります。 

 10月の衆議院選挙で、益城町は12カ所の投票所で選挙をしたわけですが、震災前は28カ所で投

票を行っておりました。 

 そこで、過去の選挙（平成28年以降）の投票率、期日前投票者数、不在者投票者数の変遷をお

伺いいたします。 

 また、今後の対策として、投票場所の増加等、町の方針をお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。 

 ７番吉村議員御質問の投票所の設置につきましては、益城町選挙管理委員会の所管でございま

すので、選挙管理委員会の委員長にかわりまして、書記長である私のほうから答弁をさせていた

だきたいというふうに思います。 

 では、吉村議員の三つ目の御質問の１点目、「平成28年度以降に行われました選挙の投票率等

の変遷」について、お答えをさせていただきます。 

 平成28年以降に執行されました選挙のうち、28カ所の投票所を開設し、平成28年３月27日に執

行した熊本県知事選挙では、投票率は54.22％、期日前投票者数は3,456人、不在者投票者数は46

人というふうになっております。 

 次に、熊本地震後、12カ所に投票所を集約して、平成28年７月10日に執行しました参議院議員

通常選挙では、選挙区の投票率は47.75％、期日前投票者数は4,150人、不在者投票者数は146人

というふうになっております。 

 また、同じく12カ所の投票所を開設して、本年10月22日に執行しました衆議院議員総選挙では、

選挙区の投票率は54.09％、期日前投票者数は5,072人、不在者投票者数は97人となっております。 

 次に、御質問の２点目、「今後の対策として、投票所の増加等の町の方針」について、お答え

をさせていただきます。 

 議員御存じのとおり、熊本地震前までの選挙におきましては、町の公民館あるいは自治公民館

等を利用して、28カ所の投票所を開設していました。しかし、昨年、熊本地震によりまして自治

公民館が大きな被害を受けたと。利用できない公民館がございましたものですから、地震後は12

カ所に投票所を集約して選挙を執行しております。 

 益城町選挙委員会としましても、有権者の皆さん方の投票環境の改善は、当然必要であるとい

うふうに考えております。今後の選挙におきましては、選挙人名簿の登録者数、あるいは地理的

環境、あるいは自治公民館の復旧状況を考慮しながら、投票所の増設等を検討してまいりたいと

考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 私がなぜこのような質問をしたのかと言えば、本年10月22日に執行され

た衆議院選挙の小選挙区の投票状況が熊日新聞に掲載され、県下49市町村の中で益城町は何位だ

ったと思われますか。下から３番目であり、54.09％は、今回改変された熊本３区の中でも最下

位であり、また、県全体の投票率57.02％よりも低かったということでございます。 

 今回、過去の投票率を尋ねましたが、前回の参議院選挙は地震があってまだ３カ月ということ

もあり、47.75％は仕方のないことだと思います。今回の衆議院選挙も日程が急だったこともあ

り、低い数字になったと思いますが、投票所が知事選の時の28カ所から12カ所に減ったことも、

投票率の低下につながったものと思われますが、投票締め切り時間が１時間早まったことも要因

の一つだと思われます。県選管に問い合わせたところ、投票時間の短縮は町の選挙管理委員会で

決めてよいことになっているとのことでしたので、まず、町の選挙管理委員会として、なぜ１時

間締め切り時間を早めたのかお伺いいたします。 

 次に、期日前投票が回を増すごとに増えているのは、どうしてこうなったと思われますか、お

伺いいたします。 

 今回の選挙で、特に仮設団地にお住まいの方々より、もとの住所の投票所に行かなければなら

ないので、大変不便だとの声をお聞きいたしました。他の自治体では、人口減少によって投票所

を少なくしたため、タクシーやマイクロバスを利用して遠方の投票所まで乗せていったという事

例もありました。 

 国民の権利である選挙権の行使を確保するのが行政の責任であると思いますが、どのように判

断されるのかお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。 

 引き続き私のほうから、７番吉村議員の２回目の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、投票時間の短縮につきましては、公職選挙法第40条におきまして市町村の選挙管理委員

会は、選挙人の投票の便宜のために必要があると認められる特別の事情のある場合または選挙人

の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を閉じる時間を４時

間以内の範囲内において繰り上げることができるという形になっております。 

 益城町選挙管理委員会では、昨年の熊本地震後に執行された参議院議員通常選挙におきまして

は、道路状況が非常に悪い、また外灯も壊れて非常に暗かったというようなこと、または選挙人

の安全確保の観点から、投票時間を短縮することに決定しまして、投票日当日の投票時間を18時

までということにいたしました。 

 また、今年10月に執行されました衆議院議員の総選挙におきましては、道路状況等はある程度

は改善されましたが、まだ危険な箇所が多いこと、また過去の選挙において19時以降に投票され

る方が少なかった、そういうような状況、または近隣の自治体の投票時間の状況等を踏まえ、地

震前と同じ投票時間を１時間操り上げ、19時という形にしております。 
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 しかし、今後の投票時間につきましては、益城町選挙管理委員会では、改めて検討をしていき

たいというふうに考えております。 

 次に、期日前投票の投票者数が増加した理由についてでございますが、期日前投票者数の増加

の流れは、これは本町に限ったことではなく、全国的なものと言えると思います。理由の一つと

して考えられますのは、期日前投票制度が投票人の皆様に浸透してきたことだということが考え

られます。選挙人の投票所に行く日時がある程度自由に選択できることが非常に大きいことだと

思っております。 

 さらには、平成28年の参議院議員通常選挙から、入場券の裏面のほうに、期日前投票所の投票

用紙請求書兼宣誓書を印刷しております。この請求書兼宣誓書を事前に御記人いただくというこ

とで、スムーズに投票ができたことも一つの理由であるというふうに考えております。この方法

につきましては、今後の選挙についても続けてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、国民の権利である選挙権の行使を確保するための方策についてでございますが、議員の

ほうが言われましたとおり、投票所への移動支援、あるいは期日前投票所を増やす等、さまざま

なことが考えられると思います。しかし、さまざまな選挙に対する経費、あるいは投票事務の従

事者の確保、さらには、二重投票を防止するための情報セキュリティーの問題等、さまざまな課

題がございます。 

 今後は、吉村議員からいただいた貴重な御意見、御提案を参考に、益城町選挙委員会におきま

しても、仮設団地にお住まいの方だけではなくて、それ以外の方も被災でさまざま御不便をされ

ている方もおられます。その方々が全てということにはいかないかもしれませんけれども、選挙

人全体の方の利便性向上を踏まえながら、できること、できないこと、早急にできることを踏ま

えながら検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 本日の熊日新聞にも、社説で「投票機会確保へ知恵を」との記事が載っ

ておりました。ぜひ前向きな検討をお願いいたします。 

 次に、９月議会で質問しました就学援助における入学前支給について、その後の町の対応につ

いてお伺いいたします。 

 前回、教育長は平成27年度に比べると就学援助費を支給した児童生徒の数は、小学生が525名

の増、中学生が230名の増、合計755名の増となると回答をされました。そして、小学校入学前に

支給するためには、就学援助を実施するための規則を改めて検討し、「益城町就学援助支給規

則」の一部を改正する必要があると答えられました。 

 就学援助の入学前支給を実施しているのは、熊本市と菊陽町だけでありましたが、このたび山

鹿市もその実施をすることになったようであります。 

 改めて益城町の対応についてお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） ７番吉村議員の四つ目の御質問、「９月議会で質問した就学援助にお
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ける入学前の支給について、その後の町の対応について」の御質問にお答えいたします。 

 今、議員おっしゃったとおり、９月議会での議員の質問に対しまして、小学校の入学前に支給

するためには、益城町の就学援助の支給規則の一部を改正する必要がありますと答えさせていた

だきました。 

 このことにつきましては、現在、平成30年度入学予定者に対しまして、就学援助費を入学前に

支給できるよう、規則の一部改正に向けて取り組んでいるところでございます。 

 また、就学援助費の入学前支給にかかわる費用につきましても、今回の補正予算に計上させて

いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 小学生が４万600円、中学生が４万7,400円と、保護者にとっても非常に

助かる補助金になると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今の答弁からすると、今回の補正予算が通れば、小学校入学前支給が来年の平成30年度入学予

定者から、入学前支給が可能となるということでありますね。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） 吉村議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 今、議員がおっしゃるとおり、規則の一部の改正がなされ補正予算が通れば、小学校入学前に

支給することが可能になります。 

○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 最後に、益城町のスズメバチの巣の駆除について伺います。 

 今年は台風の被害も少なくてよかったわけですが、例年になくスズメバチの巣の駆除が多かっ

たということを知りました。現在、町はスズメバチの巣の駆除について、どのように対応してい

るのかを伺います。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ７番吉村議員の五つ目の御質問、「スズメバチの巣の駆除について、町

の対応について」お答えをします。 

 議員御指摘のとおり、今年は町にもスズメバチに関する問い合わせが多く寄せられ、例年以上

に巣の発生が多かったと感じております。 

 御質問のスズメバチの巣駆除に関しましては、基本的にはその土地、建物の所有者もしくは管

理人の責任において処理することが大原則だと考えております。町の対応としましては、商工会

を介して専門の駆除業者を紹介したり、空き地や空き家におきましては、所有者に対し、文書に

現地の写真を添えて、敷地管理のお願いをしているところです。 

 上益城管内の他町の対応としましては、要望があれば防護服及び殺虫スプレーの貸し出しを行

っている町が２町あり、本町も今後、検討していきたいと考えております。 

 スズメバチは、時には人命にかかわるような重大な事故につながる場合もありますので、町民

の皆さんには、巣を発見した場合は安易に近づかれないよう啓発していきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 答弁ありがとうございました。 

 今回、私がこの質問をさせていただいたのは、町民の方から住民相談を受けたからであります。 

 今年の10月にスズメバチの巣の駆除について相談があり、町からは、巣の駆除については、業

者を紹介されるだけで、その費用は個人負担になるとのことでありました。高齢の方や、年金だ

けで生活しておられるひとり暮らしの方にとって、その費用は１万円から２万円ぐらいというこ

とで、町の住民サービスの一環として補助ができないものかということでありました。 

 そこで、熊本県内で、スズメバチの巣の駆除を補助している自治体はあるのかを調べたところ、

大津町が実施していることが分かりました。早速、大津町役場の環境保全課に行き、どういう経

緯で補助が行われるようになったのかをお伺いしました。大津町では、平成26年の９月議会で議

員から一般質問があり、住民サービスの一環としてスズメバチの巣の駆除を全額、町の予算でで

きないかとのことでありました。当時、マスコミにもスズメバチの被害が取り上げられ、住民の

関心も高かったということでありました。そこで実態を調査して、平均して１回の駆除に約２万

円が必要であり、年間40万円の予算を組むことで実施が可能であると判断され、現町長の英断で、

住民サービスの一環として平成27年の４月から実施されたそうであります。平成27年が20件、平

成28年が22件と、住民の皆さんから大変に喜ばれているそうであります。 

 私も自宅にスズメバチが巣をつくり、ソフトボールぐらいの巣でしたので、薬局からスプレー

を購入して駆除した経験がありますが、やはり素人がするには危険を伴います。 

 現在、益城町で駆除をお願いしている業者に、益城町での現状を聞いてまいりました。業者の

人によると、今年は台風の被害が県内で少なく、県内だけで約400件、益城町では14件の駆除依

頼があり、その種類もコガタスズメバチ、キイロスズメバチがそのほとんどで、攻撃性が強く、

一般の方が駆除することは危険であり、業者に任せるのが妥当であるとのことでありました。ま

た、その駆除をされた場所を調べてみますと、古閑、福原、広崎、砥川、馬水、惣領、辻の城と、

町内全域にわたっていることが判明いたしました。 

 益城町では、害虫被害に対しては補助金を出していることが分かっておりますが、スズメバチ

の巣の駆除には補助金が出せないものでしょうか。被害の多かった今年でさえ、その駆除の金額

は15万4,400円ということで、年間約20万円の予算を組むことで、住民サービスは可能であり、

また町の職員も対応が便利になると思われますが、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ７番吉村議員の２回目の質問、「スズメバチの駆除の費用に補助金を出

せないか」との御質問にお答えをいたします。 

 議員の御質問の中にもありましたように、年金生活者の皆様にとっては１万円、２万円の駆除

代金もそれなりの負担となってしまうと思われます。先ほども申し上げましたように、スズメバ

チは、人命にかかわるような事故も全国的には例年数件発生しておりますので、その駆除につき

ましての補助は、要件等も考慮した上で前向きに検討していきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（稲田忠則君） 吉村議員。 

○７番（吉村建文君） 今回の議会で、環境衛生課が来年４月１日より廃止となることが予定さ

れており、この件につきましては住民生活課が担当することになるようでありますが、大津町で

の実施要綱も既に環境衛生課の方に渡してありますので、検討のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（稲田忠則君） 吉村建文議員の質問が終わりました。午前中はこれで終わります。午後

は１時30分から会議を開きます。 

                                            

休憩 午前11時51分 

再開 午後１時30分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 午前中に引き続き、午後の会議を開きます。 

 次に、榮正敏議員の質問を許します。 

 ５番榮正敏議員。 

○５番（榮 正敏君） こんにちは。５番榮です。 

 今回も一般質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。 

 今年もあとわずか、１年を終わろうとしていますが、いろいろな問題が山積している中で、さ

きの９月議会でも一般質問させていただきましたが、今回も町の今後、将来を決する重大な重要

案件事項ばかりだと思います。今後のかじ取り次第で益城の100年後の姿がどうなるのか、まさ

に今が正念場です。今、この時を逃さずに英断を下さなくてはならない時なのです。子どもたち

の未来のために悔いを残さないためにも、今回は９人の同僚議員が一般質問に立ちます。私は３

番目ですが、皆さん色々な考え、意見のある中で、少し違った目線で今回は三つの項目を取り上

げてみました。 

 まず一つ目は、益城町震災遺構３カ所、国の重要文化財の認定を受けるという内諾の報道があ

りました。そのことに対する今後の展開について。 

 二つ目は、子どもの貧困やいじめ等々について。 

 三つ目は、町長の益城町復興に対する今後の方針などについて、以上三つの項目に質問を行い

たいと思います。 

 本日は午前中から傍聴に来ていただき、大変ありがとうございます。日ごろから町政に御理解

と関心を持っていただき、心より感謝いたします。 

 報道の皆さん、午前中より大変いらっしゃいましたが、町長のあれがあってから、ころっと消

えてしまいました。ねまらないように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、質問席に移らせていただきます。 

 やっと入れ歯の具合が調子よくなってきましたので、大丈夫かと思います。 

 それでは、一つ目の質問に入らせていただきます。 
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 まず１点目、益城町震災遺構３カ所の国の重要文化財認定について伺いたい。申告していた質

問の要旨に固有名詞を使っていましたので、ここでその部分は不適当と思い、削除させていただ

きます。また、質問内容も個人的部分が絡むところがありますので、削除いたします。 

 この布田川断層群益城町３カ所の、何度も取り上げていますので、内容は省略させていただき

ますが、益城町の指定文化財に指定し、その後の経緯は先日も報道でありましたが、国の重要文

化財に指定されるということですが、益城町には国の文化財は初めてです。このような案件は

往々にして後回しにされがちです。なぜかというと、ハード面が全て優先して、復興、復旧とか

そういうことが出てきますので、ソフト面は後回しという図式が多いのですが、今回はよく文科

省の内規基準に適合させて、国の重要文化財指定にこぎつけていただいて、本当にありがとうご

ざいました。 

 特に、福田の断層帯はⅤ字型に二つの断層が表出している、国内でも稀有な標本であるとされ

ています。このようなことを踏まえまして、我々はこのことを後世に伝えていく義務があると考

えます。そのことを考えると、国の重要文化財指定は非常に喜ばしいことです。 

 住民有志の皆さんが結成されました「ましきフットパスの会」飯野ですが、フットパスの先進

地域である美里町で研修され、ノウハウを学んで、コース設定や案内板の整備や清掃、点検に努

めておられると聞いていますが、まさに今から益城の文化財遺構を、どうやって保存、管理しな

がら皆さんに知らしめていくことができるか、課題であると思います。 

 この地上に突出した震災遺構を消滅、風化させることなく保存していくというのは、並大抵の

ことではないと思います。この同規模の地震は直近で2,000年前だと報道されていました。その

ことを思えば、必然的に今、我々が目の当たりにしている表出した断層は、物すごい価値のある

稀有な存在であるということが分かると思います。 

 この福田、堂園、杉堂、この三つの地域の震災遺構をつなげて、フットパスの皆さんのように、

益城の観光名所にしていくならばと思いますが、ただ単に大型バスで回るのではなく、観光バス

で誘致してどこかあれするんじゃなく、どこかを拠点にして、Ａパターン、Ｂパターン、Ｃパタ

ーンといったようなパターンで歩いて回る。そのほうが、震災遺構ばかりでなく、昔からある知

られざる遺跡などを含めた防災教育、減災教育、それに加えた歴史教育なども踏まえていけば、

国の重要文化財指定の断層の保存とともに、今後の町としての検討課題であると思います。 

 今後は、町として文科省と協議して、難しいハードルを越えなくて行かなくては行けないと思

います。なかなか難しいところが出てきます。しかし、その中で町独自の遺構保存や、観光経路

の確保など、いろいろと課題が多過ぎると思いますが、今後、重要文化財保存や観光名所史跡と

してどのように町として対処していくか。この今後の方針をを伺いたいと思います。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） ５番榮議員の御質問のうち、まず一つ目の「益城町の震災遺構３カ所

の国の重要文化財認定について」の御質問にお答えいたします。 

 この３カ所を益城町の重要文化財に指定しました経緯を申しますと、熊本地震後、平成28年５

月に文化庁、広島大学、県教育長文化課、町教育委員会生涯学習課等が現地調査を実施しまして、
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その後、日本活断層学会から保存するよう、要望書が町に提出されました。これを受けまして、

町文化財保護委員会で審議し、答申を経て、杉堂地区、タニゴウ地区の２カ所につきましては、

平成28年６月17日付で、また堂園地区につきましては、平成29年６月７日付で、町の重要文化財

に指定しているところでございます。 

 その後、平成29年11月17日付で、国の文化審議会から文部科学大臣宛てに、国の天然記念物に

指定するよう答申されたところであります。このことは、この後官報告示をもって正式に国の天

然記念物に指定されることとなります。１年半余りが経過し、重要文化財指定地区につきまして

は、風等による、先ほど議員もおっしゃいましたように、侵食や劣化等のおそれがあるため、町

としましては、早急に保存整備の措置を講じたいと考えております。 

 具体的にはですね、まず、保存につきましては、震災遺構が消滅、遺失することを未然に防ぐ

ことを目的とした平成28年熊本地震復興基金のその中に、震災以降の仮保存の支援事業、これは

10割補助でありますけど、これをまず活用したいと考えております。 

 ほかにも、国の指定後は見学者等を受け入れるための観察道路や、説明看板等を整備する経費

につきましては、これは５割の補助があります歴史いきいき史跡等総合整備事業を活用し、また、

震災の説明を行う案内人等の人材育成等の経費につきましては、10割補助の文化遺産を生かした

地域活性化事業等を活用し、できるだけ町の負担を抑え、国指定文化財を活用してまいりたいと

考えております。 

 いずれにいたしましても、正式に国の天然記念物に指定をされた後、地域住民や有識者の方た

ちで構成される、仮称でありますが、保存活用計画の策定委員会、また整備計画検討委員会等を

設置しまして、前向きに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員。 

○５番（榮 正敏君） 10割補助が相当、二つにされましたので、非常に活用して、今後の保存

に努力していただきたいと思います。 

 次は、二つ目の質問に入らせていただきます。 

 町における子どもの貧困や、いじめ、ひとり親家庭における生活支援や、保育園、幼稚園の待

機児童の実体と、無認可保育円の状況はどうなっているか。 

 まず１点目で、その後１点目、子どもの貧困、この前「政令市熊本の今」という熊日の紙面で

ありましたけれども、それを見てちょっと驚きました。朝から登校中の子どもたちが、あるコミ

ュニティーセンターでおにぎりを食べていたと。これは「子ども食堂」というのがあって、始業

前までに四十数人が来るそうです。経済的な理由で食べられない子がいるなら助けたいと始めた

といいます。 

 厚労省が今年まとめた子どもの貧困率では、平均的な所得の半分を下回る家庭、この「平均的

な」というところがちょっとひっかりますけど、その７人に１人、これがまたちょっとびっくり

ましたが、７人に１人が貧困であると。これは国のまとめですから。熊本県でもないです。 

 熊本市のほうでは、今年の夏、小中学生がいる所帯の抽出調査を実施し、医療機関を受診でき
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なかったり、食費を切り詰めたり、税金や家庭の支払いが滞ったりした経験があると回答した所

帯の割合を比較すると、貧困所帯は回答者全体の平均より倍以上多かった。就学児童、子どもは

減っているのに、経済的に苦しい家庭の小中学生に給食費や、副教材費などを補助する就学援助

制度の受給者はなぜか年々増えている。子どもは減っているが、受給者、申告する家庭は増えて

いると。それだけ貧困が進んでいる。目に見えないところで進んでいると。 

 朝食や昼食を無料や低額で提供している「子ども食堂」は、熊本市内では16カ所あるというこ

とです。このことが子どもの貧困の担源を改善できるわけではないが、若い世代の働き口の確保

や、非正規雇用の改善など、いろいろな課題が山積している。 

 益城においては、子どもの医療費を中学３年生まで無料としている。今では他の市町村、合志

とか菊陽もだったですかね、なっていますが、これは他の市町村のモデルになりました。このほ

かにもいろいろな方法で子どもを守らなくてはなりません。 

 この子どもの貧困が及ぼす問題は、子ども間のいじめにつながっている実態もあるようです。

子どもの靴や上履きに穴があいたり、服の袖のほころび、いつも同じ服を着てくる、風呂に毎日

入れないから臭い、そのような状況がいじめの根底にあるのではないかと。我々の昭和の時代の

子どもたちは、そういう状況も常に靴が破れている、服の袖、ズボンのひざが破れているのは当

たり前でしたが、つぎはぎして着てくるのが普通でした。しかし、今の子どもたちは、そういう

ことは一切やりません。本当にシビアです。自分と違う態度、服装、ちょっとしたことでいじめ

に走ってしまいます。一回走ったら、なかなかもとに戻らないというか、訂正ができない。「ご

めんね」と謝ってそれで終わりにならず、何か引きずってしまうような傾向があるようです。 

 先月「いじめの認知件数と推移」といって紙面にありましたが、過去最多の32万件、全国で。

小学校は1.5倍に急増と。また、県内の公立小学校で不登校の児童生徒が前年度から200人増えて

いると。過去10年間で最多の1,785人に上がったと。この事象は、震災との因果関係は不明とし

ていますが、小さな胸の中で悩んで悩んで、苦しんで、行き場を失っている子どもたちを救う手

立てはないのだろうかと。震災といえば、すぐハード面の復旧、復興に旗を立てて、我先にと走

りがちです。大型重機をどんどん動かして。しかし、我々大人たちは、未来を背負っていく小さ

な小さな子どもたちのソフト面の、胸のうちの鼓動をもっともっと丁寧に大事に聞くべきではな

いでしょうか。 

 この恒久的な問題に対する教育長の今後の見解を伺います。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ５番榮議員の二つ目の御質問「我が町における子どもの貧困の実態と現

状の把握はできているのか。また、子どもの貧困、いじめ、ひとり親家庭における生活支援や保

育園、幼稚園の待機児童の実態と無認可保育園の実態は」についてのうち、いじめ以外のことに

つきましてお答えをさせていただきます。 

 まず、子どもの貧困の実態につきましては、今年６月に厚生労働省が発表しました。国民生活

基礎調査によりますと、平成25年時点の子どもの貧困率は13.9％で、平成24年の前回調査より

2.4ポイント低下しておりますが、子どもの７人に１人が貧困状態にあり、ひとり親家庭につき
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ましては、貧困率は５割を超えるとの報告があっております。 

 熊本県では、平成26年１月施行の子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づき、子どもの貧

困対策計画を平成27年３月に策定し、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労支援、経済

支援を四つの柱として、貧困が世代を越えて連鎖することがないよう、子どもの貧困対策に取り

組んでおります。 

 益城町における子どもの貧困の実態につきましては、熊本県子どもの生活実態調査を今年６月

から７月にかけて熊本県が実施しております。この調査は、小学校５年生と中学校２年生の子ど

も及び保護者を対象としまして実施しており、益城町では、小学生334人、中学生308人、合計

642人が対象となり、回収率は約50％となっております。 

 11月に県全体の速報値が公表されましたが、市町村ごとの結果につきましては年度末に示され

る予定となっており、この調査結果をもとに、地域の実情に応じた取り組みを実施することとな

ります。 

 ひとり親家庭における生活支援につきましては、児童扶養手当の支給及びひとり親家庭医療費

助成を行っております。所得制限などがあり申請されていない方もおられますが、益城町では支

給対象のひとり親世帯は11月末で351世帯となっております。 

 次に、待機児童につきましては、本年４月１日時点では64人でしたが、５月に保育園こころが

開園しましたので、10月１日時点では44人となっております。待機児童対策としまして、本年７

月に認可保育所の公募を行いました。100人定員の保育所として、平成31年４月の開園を予定し

ております。これにより、待機児童が解消できるのではないかと期待をしているところです。 

 次に、幼稚園につきましては、来年度の申し込みを行いましたが、定員に余裕がある状況で、

待機児童はいない状況です。 

 認可外保育施設につきましては、益城町では事業所内保育施設が２カ所、その他が２カ所あり

ます。待機児童につきましては、その他の認可外保育施設での受け入れとなりますが、２カ所合

計で38人の子どもが入園しており、そのうち益城町の子どもは33人となっております。認可外保

育施設への支援としましては、健康診断経費への補助を行っております。また、待機児童への支

援としましては、認可外保育施設を利用した場合の保育料について補助を行っております。 

 待機児童につきましては、議員御指摘のとおり、３歳児から５歳児の幼児教育、保育の無償化

が実施されることになれば保育ニーズが高まり、待機児童につながる懸念があります。待機児童

対策につきましては、今後の状況を見きわめ、しっかりと対策をとっていきたいと考えていると

ころです。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） ５番榮議員の「いじめで悩んだり苦しんだりして行き場を失っている

子どもたちを救う手立て、また未来を担う子どもたちの胸のうちをもっと丁寧に聞くべきではな

いか」という御質問にお答えいたしたいと思います。 

 昨年の大震災以来、子どもたちの生活環境は大きく変化しました。現在でも、仮設住宅や見な
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し仮設から通学している子どもたちもまだまだたくさんおり、厳しい状況が続いております。 

 今年度のいじめの件数につきましては、11月までの定例の報告で、小中学全部７校で21件とな

っております。全部複数、これは何回か重なっているものも数えて、全部で21件というところで

上がってきているところです。 

 そのような状況の中で教育委員会としましては、子どもたちや保護者の心のケアを大変重要な

課題として取り上げ、鋭意取り組んでいるところでございます。具体的な取り組みを３点ほど御

紹介申し上げます。 

 １点目に、各小中学校において定期的に心のアンケートを実施しております。アンケートは不

安に思うことはないか、今いじめを受けていないか、嫌な思いをしたことはないか、また学習面

や生活面で困ったことはないかなど、子どもたちの実態を具体的に把握しておるところでありま

す。また、それぞれのアンケート内容を集約して、全職員でその情報を共有し、その課題解決に

向けて取り組んでいるところであります。 

 ２点目に、町の組織としまして、益城町子どもたちの自立支援推進会議を実施しております。

この推進会議には、生徒指導部会、不登校支援部会、教務主任部会の三つの部会があります。そ

れぞれの部会は、各学校の代表者で構成されでおりまして、およそ月に１回開いておるところで

ございます。 

 特に、生徒指導部会や不登校支援部会では、いじめや不登校の問題を含めた町内各学校の生徒

指導上の課題をお互いに具体的に情報交換をし合いまして、町としての今後の取り組み等を協議

し、大変有意義な会議となっております。 

 ３点目に、教職員の資質を高める研修会を実施しております。今年は４月４日火曜日、年度の

初めに、初めて町教職員の全員研修を実施しました。この研修は、震災１年後の子どもたちや保

護者の心のケアのあり方を学び、益城町の全教職員が共通理解のもと取り組んでいくために行っ

たものであります。このときには兵庫大学の大学院の冨永教授という、この方は大震災後ずっと

益城町に足を運んで、広安小とかいろんなところで授業を実際にしていただいて、子どもの実態

がよく分かっておられる方に講演をいただいたところであります。 

 そのようなことも踏まえまして、今後はやはり学校で子どもたちが自分を大切にし、他人を大

切にする、そういう心を育てていくということが、まず大変一つ大きな、大切なものであると考

えます。 

 次に、その指導に当たる教職員、学校全体が保護者や子どもたちのその思いに寄り添いながら、

一緒に課題を解決していく、そういう体制を整えていくということが、また大事であると思いま

す。 

 最後に、関係機関との連携を図り、やはり子どもたちの自己実現に向けて、精いっぱい力を合

わせていくというようなこと、今後、日々の実践において着実にやりながら、子どもたちが元気

で明るく学校に登校できるような、そういう環境づくりに努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員。 
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○５番（榮 正敏君） ただいまの答弁で安心いたしました。しっかりと取り組んでいただいて

いるということがはっきり分かりまして、今後とも確実な取り組みを行い、少しでも子どもたち

の心のケアに充実した状況を与えてやっていただきたいと思います。 

 次に２点目ですが、何か町長の答弁が重複しとったことが、２点目いきます。 

 少し待ってください。整理します。 

○議長（稲田忠則君） はい。榮議員、町長の復興に関する今後の方針という形で３点目されて

いますけども、ありますか、原稿は。 

○５番（榮 正敏君） あります。三つ目の質問を今回いってみますね。 

 お待たせしました。次、三つ目の質問に入らせていただきます。 

 まず１点目の質問で、町長の町の復興に関する今後の方針で、県や国の行政に対してどのよう

な対策、施策を考えているか。これから、どれだけ要るか見当もつかない復興財源の確保は、ど

のような形でやっていくのか。この点について質問していきたいと思います。 

 今年の初旬、３月初めて副町長に来ていただき、町長の今まで町の公務や県との折衝、あるい

は国への陳情などを１人でやっておられたのが、大分軽減できていると思いますが、楽になった

というじゃはありません。逆に、霞が関に上ることが増えたんじゃないかと思います。 

 東日本並みの激甚災害指定を受ければ、まだやりやすいところがあると思います。それに近い

補助を約束しますと、国の各大臣、国会議員の皆さんは熊本に来るたびに言ってくれています。

また、県知事や幹事長も、機会があれば益城の復興なくして県の復興はないと、地元の県議さん

と一緒になって頑張ってくれております。 

 このように、我々町議は、各流れの中で自分たちの位置、あるいは行動をしっかりと自覚して

やっていかなければならないと思う。今、厳しい状況の中で、また今後、難しい課題、難題が多

数ある中で、どのようにして県や国の力を借りて、この難局を乗り切っていくのか。町長の今後

の政治の施策を伺いたい。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ５番榮議員の三つ目の御質問「復興に関する今後の方針」で、「県や国

の行政に対してどのように施策を考えているか。復興財源の確保はどのような形でやっていくの

か」についてお答えをします。 

 地震発生以降、町の予算も大きく膨らみ、一般会計の平成29年度当初予算で約393億円、平成

28年度決算では、歳入が約288億円、歳出が約274億円と、例年の３倍から４倍程度の財政規模と

なっております。 

 このように大きく膨らんだ予算におきまして、激甚災害指定による災害復旧事業関係の国庫補

助率のかさ上げ、現年再算定による特別交付税措置など、国や県からの財政支援により、平成28

年度決算では基金繰り入れをすることなく乗り切ることができました。 

 しかし、熊本地震からの災害復旧、復興に係る総事業費は、８月末時点で1,454億円、そのう

ち町の実質的な負担は約230億円を見込んでいます。このような状況から、平成35年度までの財

政見通しを試算いたしました。その内容につきましては、９月定例会におきまして議員の皆様に
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も御説明申し上げたところでございます。 

 その試算の結果としましては、毎年の財源不足に財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金

の３基金を充当するなどしたとしても、熊本地震関連企業の償還が本格化します平成33年度以降、

毎年６億円から10億円の財源不足が生じる見込みとなっております。 

 今後は、歳出削減策としまして、事務事業の徹底した見直しや、効率的な予算の執行等に取り

組むとともに、町職員の財政意識を徹底する必要があると考えております。私も職員に対して、

例えば庁舎内の光熱水費などの削減など、機会を捉えて経費削減への意識を徹底しているところ

です。 

 また、歳入増加策としましては、町営住宅の家賃滞納などの対策としまして、益城町町税等収

納対策本部を設置しております。これは、副町長を本部長とし、本部員を教育長、政策審議監、

各課長とするとともに、対策本部内に収納対策チームを設け、若手職員を含めた役場全庁態勢で

取り組むこととしております。このプロジェクトチームにおきまして、各種未収金を整理すると

ともに、366通の督促状を送付しました結果、一括納付だけで906万円の納付があり、成果もあら

われております。 

 今後は、督促に対する相談等の連絡がないものにつきましては、法的措置も検討したいと考え

ております。 

 その一方で、財政大変厳しい状況に直面していますことから、国の財政支援も必要です。国に

対し私単独で、あるときは議会の皆様と、さらに近隣町村長と合同で幾度となく要望を重ね、困

難な状況にある益城町の復旧、復興への取り組みへの支援を強く訴えてまいりました。その結果、

幾つかの補助制度、地方財政制度の拡充を図っていただくことになりました。今後も、機会ある

ごとに要望活動を行ってまいります。 

 しかしながら、その一方で、国や県に対し財政支援を求めるに当たり、町みずからが歳入確保

と歳出削減に最大限取り組む姿勢が必要であり、町民の皆様にも御理解と御協力を求めることも

あろうかと思いますが、持続可能な財政運営を図るため、できることは全てやるという決意でご

ざいますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員。 

○５番（榮 正敏君） 震災復興には莫大な財源が必要であります。到底町の収入財源では賄え

るものではないと思います。しかし、我々は生活していかなければなりません。町も存続してい

かなければなりません、赤字財政の中で。 

 国の補助金、助成金、支援金といろいろありますが、この前、副町長が３月に就任されてその

後、復興特別委員会において、今後10年間の町の財政状況のシュミレーションをしていただきま

した。いや、さすが県の財政畑で長くやってこられた方だなと思いました。内容はあんまり私に

は分かりませんでしたが、ずっと赤字が続くということははっきりしました。 

 町長、復興は10年かかるだろうと言っていましたが、これから先の町の復興に絡む財源確保は、

いろんな形があると思いますが、主要財源確保という形でどんな形でやっていくのか、その町長
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の政策手腕をちょっと伺いたい。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 榮議員２問目の質問にお答えをさせていただきます。 

 財源確保ということで、実際ですね、今、財政計画をつくっております。で、今回の熊本地震

におきましても、財源につきましては、阪神淡路以上の財源措置をしております。ただ、東日本

並みの財源確保というのは、東日本は税の措置をしてありますので、その分がなかなか及ばない

ところもあります。 

 先ほどおっしゃられましたように、６億から10億という赤字が出てくるというと、非常に医療、

介護、福祉、教育、全てに影響が出てまいります。 

 そういったことで、先ほど言いましたように、私たちとしましてはできるところはやる。職員

に対しましては、いろんな補助制度があります。制度あたりも使いながらやっていきたいという

ことで、全体的にも幾つの項目もありますので、そこを減らす方法、それで一方で企業誘致、そ

こあたりをやっていかなければ、税収を増やす方法、幸いにして、家も1,200件今回申し込みが

あるということで、そういった税収も増やすということで、一方で両輪でまたやってかなければ

ならない。そして、私自身はやはり国のほうから交付税など、たくさんいただくように出向いて、

各省庁の職員とやはり話をして現状を訴えてやっていきたい。とにかく町の持ち出しを減らすと

いうことで、いろいろ対策を立てていきたいと思います。そのためには議員の皆さん方におかれ

ましても、一緒に要望活動とかございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員。 

○５番（榮 正敏君） さっき見つけよったんですが、やっぱり抜けておりましたが、もう過ぎ

てしまいましたので終わります。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員の質問が終わりました。ここで、暫時休憩いたします。２時25分

から再開いたします。 

                                            

休憩 午後２時11分 

再開 午後２時25分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、下田利久雄議員の質問を許します。 

 ２番下田利久雄議員。 

○２番（下田利久雄君） こんにちは、２番下田でございます。 

 今回も一般質問の機会を与えていただきありがとうございます。また、傍聴席には町政に関心

を持っていただき、まことにありがとうございます。 

 それでは、質問席に移ります。 

 本日の質問は２点です。簡単明瞭に質問したいと思いますので、よろしく御答弁のほどお願い



 - 70 - 

いたします。 

 災害公営住宅と定住促進事業の連携についてと、公民館津森分館の改修についてです。 

 １点目の災害公営住宅と定住促進事業の連携については、先ほど災害公営住宅のことは同僚議

員からも質問がありましたが、私の視点からも質問したいと思います。 

 災害公営住宅は、当初のアンケートの結果、300戸と予定していましたが、２回目のアンケー

トでは680戸と２倍以上になりました。来年の１月から２月にかけて入居仮申し込みを取られま

すので、そこで入居者数は確定すると思います。また、入居要件、建築方法、家賃の目安、ペッ

トなどの件は、災害公営住宅検討委員会で協議されていますので結構かと思います。しかし、残

り380戸の地区ごとの具体的な場所と戸数は確定していません。この際、定住促進事業と連携し

て考えてはいかがだろうかと思っております。 

 定住促進事業については、町長はさきの一般質問で、平成31年以降の延長については、平成29

年度末ごろに協議、検討して決定したいと答弁されましたが、いまだに何の協議もなされていま

せん。今後の協議予定はあるのでしょうか。 

 定住促進事業地区と市街化地区では、地価に相当な差があります。定住促進事業の事業地区で

は土地提供希望者も多く、容易に土地の確保ができると思っております。ぜひ災害公営住宅と定

住促進事業の連携を考えていただきたいと思います。町長の見解をお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ２番下田議員の一つ目の御質問「災害復興住宅と定住促進事業の連携に

ついて」にお答えをいたします。 

 災害公営住宅とは、災害で家屋を失い、自力で住宅を確保することが困難な被災者のために供

給する住宅ということで被災者支援策ですが、視点を変えますと、災害公営住宅を建設すること

自体が町民の方の町外流出への防止策となり、定住促進策の一面も持っていると考えております。 

 災害公営住宅と定住促進事業の連携という観点で考えてみますと、飯野、福田、津森各校区に

設置します災害公営住宅は木造建築であり、災害公営住宅としての役割がなくなった後に建物を

解体し、その用地を移住定住促進策として民間に払い下げるなどの施策も検討の余地があるかと

思います。 

 しかしながら、災害公営住宅、定住促進事業、それぞれに役割が目的がございますので、定住

促進につきましては、現在実施しております飯野、福田、津森の各校区に移住される方に対して、

一定の要件を満たしていれば補助する制度を活用していきたいと考えています。 

 あわせて、今後のまちの復旧、復興の状況や社会情勢を考慮の上、そのときに適した移住、定

住につながる施策を実施していきたいと考えていますので、御協力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 下田議員。 

○２番（下田利久雄君） １回目の答弁ありがとうございました。この前、議員研修でですね、

多賀城市に行ったとき、多賀城市では場所とか間取りは市がリーダーシップをとって決めている

というようなことでございましたので、益城町あたりもリーダーシップを持って、あんまりアン
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ケートばっかじゃなくて、津森、福田、飯野あたりにぼんと災害復興住宅を持ってくれば、定住

促進事業と兼ねてできるんじゃないかと私は思っておりますが、その辺の見解を伺いたいと思い

ます。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 災害公営住宅につきましては、原課のほうでばんと決めろという話も出

ておりますが、やはり希望戸数とかですね、そこあたりもしっかりと検討しながらということで

やっていきたいと。今、しっかりとアンケートをとっていかないと、やはりつくり過ぎたと、そ

こあたりのときに、またいろいろ問題も出てきております。無駄な補助を使うことになるという

こともなりかねませんので、移住、定住につきまして、今、補助金を出しておりますので、いろ

んな形でですね、定住の促進をやっております。また、今後しっかりと、かなり新しく移住され

ている方、飯野、津森、福田地区についてもですね、そういった方たちがだんだん出てきており

ますので、そこらあたりも使いながら増やしていきたいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 下田議員。 

○２番（下田利久雄君） ２回目の答弁ありがとうございました。 

 それでは、２点目の質問に移りたいと思います。公民館津森分館におきましては、建設から30

年以上経過しましたが、その間、津森地区において分館の果たしてきた成果は多大なるものがあ

ると確信しております。しかしながら、現在の状況やニーズにより課題が出ていることも事実で

す。 

 その一つとして、料理教室の部屋がつくられております。これは当時の食生活の改善を目的と

してつくられ、料理教室を開催し、地域の健康増進に大いに寄与したものと思っています。しか

し、時代とともに料理教室を開催する回数も減少し、ここ20年近くほとんど利用されていないの

が現状です。 

 一方では、分館は災害時の地域の避難所としても指定されており、災害時には多くの方が利用

されるものと思います。小学生の学童保育の場所として、１部屋を常設しております。そのため、

現在利用できる部屋は、ホール、和室の２部屋のみとなっており、利用度の増加からしますと、

部屋数が足りない状況です。これからも多くの方が利用できるように、料理教室の部屋を会議室

として改修していただきたいと思います。 

 この件につきましては、津森区長会より２度ほどの要望書が出されております。よろしくお願

いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） ２番下田議員の二つ目の御質問「津森分館改修について」お答えをい

たします。 

 議員御指摘のとおり、公民館津森分館は昭和61年１月に建設されまして、30年以上経過してお

るところでございます。施設の部屋につきましては、大会議室、中会議室、小会議室、調理教室

がございます。 
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 中会議室につきましては、平成26年４月から、先ほどおっしゃいましたように、津森小学校の

児童クラブが使用しており、現在、一般利用ができる部屋が、大会議室、小会議室、調理教室の

３部屋となっております。そのような中、平成26年９月と平成27年４月の２回、津森校区区長会

会長名で利用が重なり、利用ができない場合も出てきているので不便と感じる等の声が出てきて

いるので、調理教室を会議室として使えるように改修の要望書の提出があっているところでござ

います。 

 このことを踏まえまして、町では平成28年２月に調理教室に空調機を設置させていただきます

とともに、調理台にふたをかぶせまして、机の機能を持たせる方法で会議等ができるような改修

を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 下田議員。 

○２番（下田利久雄君） １回目の答弁ありがとうございました。 

 確かにテーブルにふたをかぶせてありますが、なかなか機能上使いにくいので、全面改修をお

願いしたいと思っておりますが。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） お気持ちは本当によく分かるところでございますが、今後、検討させ

ていただきます。 

○議長（稲田忠則君） 下田議員。 

○２番（下田利久雄君） よろしくお願いします。 

 私の質問を終わります。 

○議長（稲田忠則君） 下田利久雄議員の質問が終わりました。 

 次に、上村幸輝議員の質問を許します。 

 １番上村幸輝議員。 

○１番（上村幸輝君） こんにちは。１番の上村です。 

 今回、質問の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。また、傍聴席に

おかれましては、日ごろより議会に関心を持っていただき、また、この議場へと足をお運びいた

だき、まことに感謝申し上げます。 

 本日は、熊本県の復興基金100億円の配分の中で、益城町配分の17億3,900万円の使途について

お尋ねし、しっかりと要望と提案のほうをお伝えしたい、そう思っています。 

 それでは、質問席に移らせていただきます。 

 先に、同僚議員からの質問があり、また昨日の総会質疑の中でも出ておりますので、重複する

内容ではありますが、質問事項はこの１問のみであり、非常に気になる事項でもありますので、

御面倒とは思いますけど、いま一度よろしくお願いいたします。 

 それでは、10月に発表された熊本県の復興基金100億円の配分中、益城町への配分17億3,900万

円の使途について質問させていただきます。 

 ９月、現時点で想定される熊本地震に伴う復旧、復興事業を全て実施する場合の町の財政状況
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を示し、このことにより、当町の財政規模能力では、想定される復旧、復興事業を実施すること

は極めて困難であることを明らかにし、さらなる財政負担の軽減に向けて、関係方面に理解を求

めるという趣旨のもと、益城町中期財政見通しが報告されました。 

 その中で、試算結果を踏まえての認識として、仮の試算を実施した結果、平成30年度以降35年

度までの間に、毎年２億円から11億円、合計57億円の財源不足が生じることが明らかになった。 

 そのため、財源不足への対応策として、復旧事業を中心に、事業の見直し及び施工時期の先送

りを行うとしても、早晩、試算では平成33年に財政調整用基金は枯渇し、平成33年度以降35年度

までの間に毎年６億円から10億円、合計24億円の財源不足が生じる。 

 今後、補助金を含め、事務事業の徹底した見直し及び効率的な予算の執行等に取り組むととも

に、未収金対策をはじめとする歳入確保の対策を講じ、収支改善に向け、取り組みを行う必要が

ある。 

 まちづくり事業については、今後住民との協議が本格化することから、意向を反映しながら、

事業規模の見直しや優先順位をつけて事業を実施していくことで、事業の平準化による単年度負

担の軽減を図る。一方で、震災からの復旧、復興には長い年月が必要となることから、今後の景

気動向や地方財政をめぐる状況変化、また、財政需要への対応など、現段階では見通せない課題

が生じてくることも懸念される。 

 ということでですね、益城町の現在の財政状況はこうなっているんだということが、この報告

からしっかりと私たちも認識することができました。これから先々のことを考えると、非常に厳

しい状況であると心配しております。 

 このような財政状況の中、熊本県の復興基金が配分されると10月半ばに発表がなされました。

国の支援が行き届かない被災者の方々のきめ細やかなニーズや、地域の再生に対応していくため

に創設された熊本県復興基金。その中の創意工夫分の枠配分だと思いますが、被災規模や人口規

模をもとに算出され、益城町への配分額は17億3,900万円であるとのこと、非常にありがたいこ

とだと感謝しております。 

 さて、この17億3,900万円の復興基金配分。新聞メディア等で記事として掲載されておりまし

たが、使途は、国の補助事業や県が既に基金で制度化した補助メニューと重ならない事業でなく

てはならず、きめ細やかな被災者支援など、市町村の自由度が高く、各自治体の活用力が問われ

そうであるということでした。 

 そこでお伺いします。 

 工夫次第では非常に自由度の高い基金配分であると思いますが、大枠としてどのような分野で

の利活用を考えておられるのでしょうか。熊本地震におきましては、この益城町は町を飲み込む

よう、町全体がとても大きく被災しました。人的な被害も大きく、とても心が痛まれます。 

 しかし、だからこそ、被害が大きくさまざまな問題や課題、これにも数多く直面してきた分、

あれが足りない、これが足りない、被災者救済のためにこういった支援事業が必要であると、そ

ういった思いが非常に強いものと思います。具体的には決まっていなくとも、大枠としてどのよ

うな分野に使っていきたいという思いがあればお願いします。また、被災者支援関係には、特に
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力を入れて活用していただきたいと思っています。 

 被災者支援関係においては、まだまだ十分な支援が必要であると思いますが、いま現在の内容

でどのような問題や課題があるのかをどう認識し、これからどのような支援が必要であると考え

るのか、考えがあればですね、その内容をお願いします。 

 １回目の質問とします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ２番上村議員の一つ目の御質問「県の交付金100億円配分の中で、益城

町配分の17億3,900万円の使途について。また、比較的自由度の高い基金配分であると思うが、

大枠としてどのような分野での利活用を考えているのか」についてお答えをいたします。 

 なお、午前中に吉村議員へのお答えと重なる部分もありますが、御了承をお願いします。 

 県から本町に交付されました17億3,900万円の復興基金創意工夫分の使途としましては、被災

者のきめ細やかなニーズに対応するとの本旨に沿って、有効に活用することが求められています。

また、県からは基本的な考えも示されています。 

 町としましては、町民の方々から要望などが寄せられている事業を各課から提案をさせるとと

もに、県内統一ルール分の六つの区分、被災者の生活支援、被災宅地の復旧支援、住まいの再建、

防災安全対策、公共施設地域コミュニティー施設等の復旧支援、新たな観光拠点づくり、産業特

産振興に整理しながら、優先順位をつけて実施したいと考えております。 

 優先順位の考え方としましては、益城復興計画における平成30年度までの復旧期につきまして

は、被災者の生活支援、被災宅地の復旧支援、住まいの再建に区分される事業について、平成31

度から平成34年度までの再生期につきましては、防災安全対策、公共施設、地域コミュニティー

施設等の復旧支援に区分される事業について、平成35年度から終期までの発展期につきましては、

新たな観光拠点づくり、産業特産振興に区分される事業につきまして、それぞれ重点的に予算を

配分したいと考えています。 

 なお、今後の復旧、復興の状況でございまして、真にに町の復興となる事業について柔軟に対

応していかなければと考えております。 

 次に、二つ目の質問の被災者支援への基金の活用につきましては、復旧期に優先的、重点的に

活用し、取り組むこととしています。その中で、緊急の課題として認識しております被災者の生

活支援、被災宅地の復旧支援、住まいの再建に該当する事業に活用をしたいと考えております。 

 ところで、被災者の支援として行っております現行の取り組みを紹介しますと、生活再建支援

金、災害義捐金につきましては、昨年の６月から手続を始め、現在、基礎支援金につきましては、

約96％の支払いを終えているところであります。また、本年11月からは、熊本県の復興基金によ

る自宅再建に当たって利子助成や転居費用としての助成等の支援策がスタートし、住まいの再建

を後押ししております。 

 12月５月現在で、これら住まいの再建支援制度の活用状況につきましては、延べ300件程度の

申請がなされているところです。今後も現在の支援制度を活用し、今回の基金を活用しながら、

きめ細かな支援を行い、全ての被災者の皆様に寄り添い、住まいの再建が果たせるまで支援を続
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けてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 上村議員。 

○１番（上村幸輝君） 答弁ありがとうございました。 

 １点目の大枠として、どのような分野で利活用を考えているのかについてはですね、県から基

本的な考え方が示されているということですね。また、この分野に沿って考えていかれるという

ことで分かりました。 

 またですね、優先順位の考え方については、復興計画に基づく復旧期、再生期、発展期、それ

ぞれに合わせた重点的な事業に予算を配分していくということで理解しました。先ほどいただい

た答弁にありましたように、復旧、復興の進捗による状況変化にもですね、柔軟に対応をしてい

ただきたいと思います。 

 それとですね一つ、私の勘違いなのかなとは思うんですけど、今回の復興基金、益城配分が17

億3,900万円ですが、きのうの総括質疑の答弁にもありましたが、六つの区分の制約を受けて、

県内統一が適用される基本事業分である、県内全ての市町村を対象とした373億2,000万円からの

配分ではなく、県復興基金中で別枠として新たに組まれた、創意工夫分の枠配分である特定被災

市町村30団体を対象にした86億8,000万円と、県宝くじ交付金分の枠配分である特定被災市町村

のうち、27団体を対象とした13億2,000万円の合計金額である100億円からの配分であり、もちろ

ん復興関連の利用限定だとは思いますが、それにおいては、県が統一ルールの六つの区分の適用

外の別枠ではないかと思っていました。これは後からでもですね、いま一度御面倒とは思います

けど、確認のほうをお願いしたいと思います。 

 それではですね、１点目２回目の質問なんですけど、答弁の中でですね、事業の提案は町民の

方々から要望が寄せられている事業、そういうふうにあったんですけど、アンケート等の調査を

行うのか、もしくは現在要望を受けているのか、それとも、これまでやこれからの復旧、復興業

務や支援業務の中で聞き取っていくのか、どうなんでしょうか。 

 また、事業内容の決定や事業そのものの決定においては、どのように決められていかれるので

しょうか。例えば委員会等をつくられるのでしょうか。 

 そして、そのときのですね、内容等、考えておられるその時の進捗状況等においてはですね、

議会に対しても逐次お知らせいただけるのでしょうか。これについてどうでしょうか。 

 そして、先ほどの２点目の被災者支援関係について、通告書のほうではちょっと分かりにくか

ったと思うんですけど、現在の支援内容において、どのような問題や課題があるのか、それをど

う認識し、これからどのような支援が必要であると考えるのかという質問なんですけど、なぜ伺

うのかというと、現在のですね、支援内容や状況においてこういった問題であったり、課題があ

るということをしっかりと認識しておかないと、せっかくの復興基金をうまく活用できないので

はないかということで、質問いたしました。 

 現在、行われている支援制度、内容を含めて、また、仮設住宅等での暮らしのさまざまな問題

等、想定した活動についてはですね、よく分かりました。問題や課題については、特段答弁の中
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には含まれていなかったんですが、現状で十分ということではなく、現状把握までは至っていな

いということかと思います。 

 県からの復興基金が今回配分されるんですけど、被害による弱者の方の大きな声や小さな声、

さまざまにあるかと思います。大きな声は比較的通りやすいと思いますが、小さな声の中にも正

解はあります。これからも復興業務、支援業務の中で、誠意を持ってそういった声にも耳を傾け

るというか、気にとめておいていただきたいと思います。 

 それでは、２回目の質問なんですけど、先ほど答弁の中にありました復旧期に最優先で取り組

むべき区分が三つありました。被災者の生活支援、被災宅地の復旧支援、住まいの再建、この三

つ、最も優先されるべき支援とのことでした。確かにそのとおりであり、とても重要なことなん

ですが、何か一つ足りない気がしております。この三つの支援事業、まだまだこれで十分である

とは決して言えませんが、それ以上に一番大事なことは、被災者の方の気持ちの再建、言うなれ

ば心、気力の再生であり、精神的な再建だと思います。全部が全部一くくりにできるものでは、

決してありませんが、「よし、もう一度頑張るぞ」「自分の足で立ち上がるぞ」そういった誠心

的な再建を促すというか、手助けすることができれば、現在のさまざまな支援内容もいま以上に

実を結ぶものと思います。 

 以前の活気ある町、にぎわいのある町に戻すためにも、基金等を活用して、精神的な自立や再

建を手助けできるような支援策等考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。２回目

の質問といたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） １番上村議員２回目の質問にお答えします。 

 まず、事業の町民の方々などから寄せられている事業の採用等について、どのような事業を創

意工夫分として実施していくかについての御質問ですが、現在、それぞれの担当課でさまざまな

事業を展開しております。その中で、町民の方々などから相談を受けた内容で、真に必要な事業

にもかかわらず、復興基金メニューや支援制度がないものにつきまして、先に述べました基本的

な考え方や手順に従って整理していくことになります。現在のところ、アンケートなどの実施は

考えておりません。 

 次に、委員会等をつくるのかとの御質問ですが、これも特に委員会などをつくって検討するこ

とは、現在は考えておりません。先に述べましたように、県から示されております基本的な考え

方や町の手順に従って制度化をしていきたいと考えております。 

 また、その過程の中で要綱等の案ができましたら、議会の災害復興特別委員会に御説明をさせ

ていただきたいと考えております。 

 また、先ほど二つ目ですね、復興基金を活用して精神的な自立や再建を手助けするような支援

をという質問にお答えをさせていただきます。やはり町の復興には、町民の皆様が一歩前に進む

という気持ちになられることが必要であり、さまざまな機会に皆様に訴えてまいりたいと思って

おります。 

 後押しをします制度としましては、住まいの再建が私は最も重要だと考えております。そのほ
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か、精神的な再建を支える心のケア、日常生活やコミュニティー支援につきましては、地域支え

合いセンターを中心に、住宅金融支援機構、グリーンコープや民間賃貸業界などと協働で被災者

の皆様の支援を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（稲田忠則君） 上村議員。 

○１番（上村幸輝君） 答弁ありがとうございます。分かりました。 

 真に必要な事業の計画実施と、最初の答弁にもありましたような、被災者の方に寄り添ったき

め細やかな支援をぜひともよろしくお願いいたします。 

 最後にですね、要望と提案です。 

 10月に町議会の視察研修で宮城県を訪問いたしました。主な視察研修先は、東松島市と多賀城

市。東日本大震災において大きな被害を受けたところでもあります。 

 そもそもこの宮城県の市町村は、それぞれに独自の支援事業を数多く実施されているところで

もあります。東日本大震災と熊本地震では、国から自治体に対しての補助率の違い等があります

ので、同じようにとはいきませんが、参考にすべきところはたくさんあるかと思います。 

 例えば、被災者向けの住宅に関する支援制度。 

 東松島市においては、県の二重ローン対策で交付決定を受けた方に対し、県の補助額と同額を

補助するという住宅再建支援制度、二重ローン対策と、被災住宅を再建するために新たに住宅を

建設、購入する際の費用に対し、利子補助または取得費補助を行う被災住宅再建支援事業などが

あり、多賀城市においては、地盤沈下した地域のうち、特に雨水浸水のおそれがある地域におい

て、自宅を再建する被災者を対象に、市独自の支援策として、宅地かさ上げ等の防災対策工事費

用の一部を補助し、被災者の住宅再建を支援する宅地かさ上げ等費用支援補助金制度、また、被

災した世帯のうち、市内全域において住宅を建設、購入した被災者を対象に、市独自の支援策と

して、建設、購入費の一部を補助することにより、早期生活再建を支援し、あわせて定住促進を

図るための被災者住宅支援事業、また、災害公営住宅へ入居される方へ、入居のための転居費用

の一部を助成する災害公営住宅入居支援事業などがあります。 

 ちなみにですね、この災害公営住宅入居支援事業の内容は、１戸当たりの入居される家族の人

数で支援額が変わり、１人の場合30万円、３人の場合40万円、５人の場合50万円となっています。

金額だけ見れば、国の助成が行き届いてですね、余裕がないとできるものではないと思いますが、

なぜこういった支援が行われているのか、なぜこういった内容に行き当たったのか、そういった

ところをですね、考えてみれば非常に参考にできるのではないかと思います。 

 そこで、復興基金を利用して、計画や検討をしていただきたい事業の提案が幾つかあります。 

 一つは、住宅再建補助事業。これは、先ほどの町長の答弁の中にも含まれておりました住宅の

再建ですね。先ほど話しました多賀城市や東松島市の独自の支援事業に取り上げてあるものです。 

 もちろん、今回の復興基金活用要件である、国や県が実施している既存の事業と重なってはな

りませんので、自宅再建奨励金等、名称やその目的というのは変える必要はあります。現在、こ

の益城町でも極力自力再建を促しておられます。早期の住宅、生活再建をより力強く後押し、支
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援することで、町外へ転出しての再建ではなく、この益城町での再建、定住促進を図る意味でも

必要な事業と思います。 

 二つ目は、災害公営住宅入居支援事業。災害公営住宅のですね、10月末現在の整備予定戸数、

熊本県全体12市町村で1,575戸の整備予定です。３番目の熊本市で150戸、２番目に整備戸数の多

い宇城市でも200戸。これに対し、益城町の680戸、これはずば抜けた数となっています。今後の

申込数によって戸数の見直しはあると思いますが、これだけの方が希望されているとなると、何

らかの支援事業は必要だと思います。 

 10月に熊本県より住まいの再建四つの支援策が打ち出されました。その中で、民間賃貸住宅希

望の世帯に対しては、入居の初期費用20万円が助成されるようですが、災害公営住宅への入居世

帯に対してはありません。確かに家賃の低減化とあわせて、民間のように仲介手数料が発生する

ことはありませんが、敷金は３カ月分は必要なようです。 

 例えば、ほんとに例えばなんですけど、１戸当たり10万円を助成するとした場合、680戸分で

6,800万円であり、決して難しい数字ではないと思います。引っ越し費用の10万円については、

民間賃貸住宅希望世帯と同じく助成されますが、新居入居となると何かと物入りになります。ぜ

ひとも事業化をお願いいたします。 

 そして、最後に一つ、災害公営住宅整備戸数ですが、先ほど話しましたように、現在680戸と

なっています。飯野、津森、福田の市街地以外においては、２戸１の戸建て方式での計画であり、

先々は払い下げ等の応用がきくと思いますが、問題は、耐用年数の長いＲＣ造やＳＲＣ造となる

市街地部の災害公営住宅です。 

 災害公営住宅としての用途が終わった部屋から、逐次町営住宅となるとのことであり、現在の

町営住宅数371戸に対し、最終的には1,000戸近い町営住宅を保有することになるかと思います。

今の371戸の町営住宅においても、未収金額が１億円を超えています。実際、1,000戸近い町営住

宅を管理できるのか、また、それ以前に建設に係る財源は大丈夫なのか。９月に報告された中期

財政見通しの中でも、財源不足への対応策で対処したとしても、平成35年度までの間に24億円の

財源不足という試算でした。恐らくこの金額というのは、この時点で計画をされていた災害公営

住宅300戸分が想定されていたことと思います。それが680戸となると４分の３は国の補助がある

としても、簡単に計算しても約10億円近い金額の町の費用負担が、さらに増えるのではないかと、

非常に心配しております。 

 それらの打開策の提案なんですけど、先ほどいろんな場面で、答弁の中で町長がおっしゃって

いますけど、民間の活用です。市街地部においては、地主の方やアパート事業者の方に、積極的

にアパート等の賃貸物件を建てていただき、それを10年や15年、または20年の単位で一括借り上

げをするというのはどうでしょうか。２ＤＫや３ＬＤＫの１棟当たり６戸口のアパートが、例え

ば40棟あれば、240世帯を賄うことができます。 

 ただ、積極的に建てていただくためには、助成金制度が必要だと思います。例えば１棟当たり

500万円の助成金をするとして、40棟の募集をする場合、２億円になります。当初の費用負担や、

先々の経費負担等を抑えることができ、また、市街地部のにぎわいの創出にもなります。中には
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ですね、家賃低減化による民間家賃額との差額負担というものが大きくなるのではないかといっ

た心配があるかと思いますが、入居者の収入である政令月収の。 

○議長（稲田忠則君） 上村幸輝議員、提案ということでございますけどもですね、一般通告の

ですね、範囲を超えておりますので、簡明にお願いします。長いです。 

○１番（上村幸輝君） 分かりました。 

 先ほど、収入超過世帯等にですね、民間借り上げを勧めていけば、差額負担は抑えることがで

きます。ぜひともですね、考えてみる価値の事業だと思います。 

 これらの提案ですが、ぜひとも検討をし、事業化していただけますようぜひ要望いたします。

きめの細やかで被災者に寄り添った十分な支援事業とあわせて、町の将来を見据え、安定した未

来像の描けるような事業の展開を切にお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。答弁

ありがとうございました。 

○議長（稲田忠則君） 上村幸輝議員の質問が終わりました。 

 これで、本日予定されました一般質問が全て終了しました。これにて散会いたします。 

                                            

散会 午後３時11分 
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平成29年第４回益城町議会定例会会議録 

 

１．平成29年12月12日午前10時00分招集 
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開議 午前10時00分 

○議長（稲田忠則君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻に達しましたので、本日の会議を開きます。 

 なお、13番石田秀敏議員から欠席する旨の届け出があっております。 

 本日の日程は、昨日に引き続き、一般質問となっております。 

 本日の質問の順番を申し上げます。 

 １番目に竹上公也議員、２番目に野田祐士議員、３番目に中村健二議員、４番目に宮﨑金次議

員、以上の順番で進めてまいりたいと思います。 

                                            

 日程第１ 一般質問 

○議長（稲田忠則君） それでは、日程第１、一般質問を行います。 

 最初に、竹上議員の質問を許します。 

 15番竹上公也議員。 

○15番（竹上公也君） 皆さん、おはようございます。15番竹上でございます。 

 傍聴席では、早朝より議場へ足を運んでいただき、まことにありがとうございます。 

 今回の私の質問は、県が事業を進めております都市計画道路益城中央線４車線化の町の対応に

ついてと、陸上競技場の整備についての２点について質問をさせていただきます。 

 それでは、質問席に移らせていただきます。 

 熊本都市計画道路益城中央線の事業概要によると、益城中央線は熊本市中心市街地と益城町市

街地を結ぶ主要幹線道路であり、熊本都市計画区域マスタープランにおいて、都市の骨格となる

道路網を構成する重要な道路であると位置づけられております。確かに、九州縦貫道阿蘇益城イ

ンターや熊本空港にも直結できる、熊本都市圏道路としての機能を備えつけた道路に生まれ変わ

ろうとしているわけでございます。道路は、生活物資の輸送から始まり、道路交通は、社会、経

済、政治、文化、思想などあらゆる問題が密接に関係を持つとされ、道路は人間生活の上で欠か

せない生活のきずなであると言えるでしょう。この道路は、主体は県にございますが、益城町が

将来に向け最も身のある復興を遂げるよう、町として最良の手助けになるように考えていかなけ

ればならないと思っております。 

 そのために、町では、災害復興特別委員会、あるいは益城中央線連絡協議会、また地域で行っ

ておりますまちづくり協議会などの数多くの委員会が発足し、復興、４車線化の後押しとしても
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貢献しているところでございますが、この道路の沿線に住居等を構える住民にとって、今後、ど

のような形で用地交渉が進んでいくのか不安な毎日を送っていることと思っております。用地交

渉に至っては、各自の条件や形態が違うため、それぞれに難しい問題が出てくることになります。 

 そこで町長にお伺いします。 

 １点目として、事業主体である県が、都市計画道路益城中央線のこの27メーター拡幅工事に着

手するに当たり、道路に係る沿道に住む町民の住居敷地の提供により、建築物等の移動や移転は

県との交渉ではあるが、町としては、引っ越し先の選定や土地探しなど、町民に対するバックア

ップの応援など、どのように考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

 それからまた、２番目として、東西に走る益城中央線に対し、南北を走る地域の中の町道はほ

とんどが４メーター未満の道路が多く、４車線化道路の接続交差点では、非常に見通しが悪い。

そういう箇所がただ多く見受けられます。４車線化になれば、多少スピードを上げての走行とな

ると予想されます。信号機のないそのような交差点での安全対策は考えておく必要があると思い

ますが、そこで２点目の質問として、益城中央線へ接続している町道の交差点では、左折車また

右折車など出てくることになりますけれども、見通しの悪い角地が多く安全に欠ける、また横断

歩道などの整備も必要となる、その他、通学路や安全標識、生活環境の整備が必要となりますが、

町の対応をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） おはようございます。平成29年第４回益城町町議会定例会も３日目を迎

えております。本日は一般質問の２日目ということで、４名の議員の皆様に質問をしていただき

ます。一生懸命答弁させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。また、傍聴席には

早朝からわざわざお越しいただきまして、本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げ

ます。 

 それでは、15番竹上議員の、都市計画道路益城中央線４車線化の町の対応についての質問にお

答えをさせていただきます。 

 １点目、都市計画道路益城中央線の拡幅工事に係る沿道住民の方々に対しての建築物の移動や

土地の代替地について、町として、町民の皆様に対するバックアップの応援などを考えられてい

るのかについてお答えをします。 

 この益城中央線は町の幹線軸となる道路でありますことから、当然ながらバックアップをして

まいります。現在、今年４月に県が行った意向調査では、地権者の約５割が、道路に面した土地

に残りたいと回答され、また、まだ判断できないとの回答をされた方も多くおられたため、お一

人お一人との意向を丁寧に確認しながら、町職員も一部同行しながら用地交渉が進められていま

す。建築物の移動や土地の代替地を希望される地権者の方々につきましては、県であらかじめ移

転先などを準備したりすることはないとのことですが、代替地を提供できる方々の情報を町でも

できる限り収集し、県へ報告し、個別交渉の中で、移転先などの斡旋が必要な場合は情報提供を

させていただいております。また、境界立ち会いにおきましても、町職員が同行し、そこでお聞

きした話を貴重な情報として持ち帰り、他事業との連携を図っています。今後も、他事業におい
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ても、県と町とで連携しながら進めていかなければならないことが多々あると思います。個人情

報等の事情もございますが、議員の方々におかれましても、町民の方々からの情報等がございま

したら、ぜひ提供いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 一つ目の御質問の２点目です。益城中央線へ接続している町道の交差点では、左折車、右折車

などが出てくることになるが、見通しの悪い角地が多く安全性に欠けること、横断歩道などの設

備も必要となる、通学路や安全標識、生活環境の整備が必要となる、町の対応策は考えておられ

るのかについてお答えをします。 

 益城中央線へ接続する町道取りつけ部につきましては、御質問のとおり、見通しの悪い箇所な

ども見受けられます。現在、設計の中では、県、町、交通管理者など関係機関と協議しており、

町道取りつけにおきましても、県事業におきまして整備を行い、歩行者及び車両の安全確保、円

滑な交通の確保を考慮しました構造を基本とすることで協議が整っております。 

 具体的には、町道取りつけ部は車両が安全に離合できる幅員と隅切りによる見通しを確保する

とともに、停車位置の道路勾配を緩やかにし、益城中央線を走行する車両や歩行者などの安全を

確認して益城中央線へ出入りできるよう計画されています。町としましても、益城中央線におけ

る歩行者、自動車などの利用環境が飛躍的に改善されますことを踏まえ、生活道路や排水路の整

備などのハード対策に加え、通学路の見直しやバス停など公共交通利用環境の改善などソフト対

策にも取り組み、安全対策や生活環境の向上に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 竹上議員。 

○15番（竹上公也君） 御答弁ありがとうございます。 

 町と県とで連携しながら、いろいろとバックアップしていきたいという考えだそうでございま

すので、とても頼もしく思っております。そういう中で、沿道に住む方たちが必要な、そういう

情報があれば、ぜひぜひお寄せいただいて、町の方で調整していくということでございますので、

ぜひそうしていただきたいと思います。 

 しかしながら、沿道に住む方が、本当にまた、沿道から沿道へ移るっていうのはなかなか難し

い問題じゃなかろうかというふうに思っております。沿道に住んでいらっしゃる方が明け渡して、

またその土地を、どっか行って住むということになれば別でしょうけど、なかなか空地ができな

いんじゃないだろうかというふうな思いがしております。これから大変な作業になっていくと思

いますが、どうか町のほうとしてバックアップのほうを、ぜひよろしくお願いしたいというふう

に思っております。 

 ということで、１回目の質問では、前向きに検討するということで安心いたしました。沿道に

住む人たちが、昔からこの場所で生活を営み、また、先祖からいただいた土地で長年ずっとそこ

で暮らしていた人ばかりが数多く残っているんじゃなかろうかというふうに思っております。そ

ういう人たちに、道路にかかるから立ち退きをしてくださいと言っても、余りにも酷な話なので、

それなりの礼節をわきまえる必要があるんじゃないかというふうな思いがしております。 

 先般の道路境界の線引きによって、完全に建物が同一敷地内で、娘夫婦と父母の別世帯を建て

て暮らしている家庭がございます。この家庭では道路が半分以上かかるということで、娘さんた
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ちはどっかに引っ越していかなきゃいけない。父親と母親はその場所で、また生活を営むという

ふうなぐあいで、何かね、引き裂かれるような思いでございます。そういうとき、どうしたらい

いかといえば、やっぱり自分たちとしても戸惑うばかりで、さまざまな人間の模様がありますが、

単純にいく話ではないというふうに考えております。 

 しかしながら、町のため、何とかしてそこを乗り越えなきゃいかんということになりますが、

本当にね、迷惑をかける住民にとっては、本当の迷惑かもわからんというふうに思っております

し、それを乗り切ってどうしようこうしようとやっても、全体の中で考えていくにはですね、非

常に、誰かがそういう目に遭わなきゃいけないという人が必ず出てくるんじゃなかろうかと。そ

ういうことが一番やはり心配な種でございます。まあ、そこを何とかせないかんということでご

ざいましょうから、本当にね、そういう具体的に立派な後押し、バックアップをしていく、また

交渉なりをきちっとした形でやっていってあげてもらいたいというふうな思いでいっぱいです。 

 また、二つ目の質問では、町道からの接続、町道から４メーター道路への接続のやり方。確か

に今現在、眺めてみますと、４メーター以下の道路が町内には多うございます。そういう中で、

やはり今度、道路を広げますと、縁切りするわけですね、すると建物が縁切られてそのまま残っ

ちゃうと。そこで完全に建物の陰になって、左が見えない、右が見えないとかいう話になるでし

ょうし、また地権者がおりますから、地権者とのいろいろの問題で長引く可能性もある。まして、

そういう道路にですね、九電というか、電柱という部分になりますと、その電柱移設とかいうふ

うなことが問題となってまいります。ですから、そう簡単に、計画ではですね、町道においては

６メーター幅で、結局、道路から、植え込みから13メーターの範囲を引いて、そこを６メーター

幅に広げて、そして、消防車やら救急車が入ってきたときに、車との離合ができるように計画は

立てたというふうなことで言われておりますが、果たして、それが本当にすぐできるのかどうか

ということですが、今の状況では難しい話だと思います。ぜひ、そういうことで、すぐはできな

いにしても随時やっていくということになるかとは思いますけども、要するに、全体的にすぐそ

ういうものに対して手を打つということではないということであれば、必ずですね、そこに安全

性が求められるとするならば、一遍にして解決できるようなものではないというふうに思うわけ

でございます。 

 それと、ましてですね、前に植え込みがございますが、植え込みには、これは私どもも聞いて

おりませんが、どういう樹木を植えられる予定なのか。高い木だったらね、バイパス、秋津にあ

りましたイチョウの木だとか、こちらのクスだとか、エノキとかという街道みたいな形であるの

か。あるいは、低木でツツジかなんかを植えてですね、整備していくのかというような話になる

かと思いますが、そういう場所において植え込みを入れるということになれば、どうしても低木

でないと安全性に欠けるんじゃなかろうかと。左右が見えないと、交通路、こっちから車が来て

るか見えないというふうなことになれば、大変なことになります。そういうことで、県として、

植え込みがあるとは聞いているものの、どういう木を植えるのかっていうのは、まだ私ども聞い

ておりませんでしたので、それが分かれば、今ここでですね、分かればちょっと教えてもらいた

いなというふうな思いがしております。 
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 そういうことで、13メーター、６メーター幅の道路にするということになれば、やはり地権者

の問題というのが非常に大きいんじゃなかろうかと思います。地権者も、いわゆる隅切りみたい

な形で地権者がそこを提供しなきゃいかんという話になりますから。ただ単に、角地にお住みい

ただきたい方はね、引くだけじゃない、４メーター道路に係るだけじゃなく、そしてまた、町道

に係る部分についても提供しなきゃいかんというふうなことになりますので、その辺のことはき

ちっとした形で四隅に住む、出口に住む方たちには教えていただいておかないと、やはり、後々

の問題として、いろんな問題点、４メーターは引いたのに、まだそこだけ隅切りしろと言ってき

てるというふうな話になりかねません。あわせた考えの中でですね、そういう方たちには教えて

あげておくということが大切なことじゃなかろうかというふうに思っております。ですから、先

ほど言いました植え込みについてですね、分かればちょっと教えていただければと思います。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 15番竹上議員の２回目の御質問にお答えさせていただきます。 

 やはり、先ほどお話がありましたように、非常にたくさん用地を買収するということで、おっ

しゃられたように、先祖伝来の土地であり、思い出の土地であり宝物でもあると思います。個別

の事情はたくさんありますので、しっかり対応していきたいということで、役場のほうも県と一

緒になってやっていきたいと思っております。 

 それから、脇道も多くあるということで、やはりその道が４メーターなら、なかなか逆につく

っても渋滞するということで、６メーター幅で13メーターの長さということで。ただ、隅切りと

かが出てきますので、ここらあたりもですね、しっかり個別に話をしながら進めていきたい。 

 それから植え込みですね。これは第二空港線とか、多くの方が見てらっしゃると思うんですが、

非常に高木、高い木、非常に、今になってですね、なかなか道に出れないということであります

ので、逆に切ったりとか、中央の分離帯あたりの植栽も切ったりとかやっているみたいですので、

これはしっかり県と協議して、またやっていきたいということで思っております。 

 それからですね、ある程度決まりましたら、４車線化の協議会がありますので、そちらのほう

でまた報告をやっていきたいということで考えております。今のところ、どういった形にするか

はまだ決まっておりません。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 竹上議員。 

○15番（竹上公也君） ３回目の質問でございます。 

 今言われたようにですね、私も、４車線化の委員として入っておりますので、本来ならそちら

でですね、きちっとした形で聞かなきゃいかんというふうに思っております。だけどもすっかり

忘れてて、きのう思い出したもんで済いません、まことに申しわけありません。聞いてしまいま

した。ですから、今度の４車線化の委員会があったときに、ぜひ、県の方へうかがいたいという

ふうに思っております。まあ、環境の整備も必要ということで言いましたけれども、道端にです

ね、そういう場所に絡めてですね、田舎のほうで、田舎って言ったらおかしいんですけども、そ

ちらの地域のほうではですね、ごみ捨て場になっているんですね、角地というのは。そういうご

み捨て場が多いので、その辺の整備もしていただければなということで、いろいろ考えてみれば、
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一から十までやっていただきたいような話でございますので、大変手間のかかる仕事じゃなかろ

うかと、地域と、みんなで協力しながらやっていかないと、なかなかできる話じゃないというふ

うに思っておりますので、ぜひ頑張ってもらえるようによろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これで１番についての質問を終わらしていただきます。 

 次に、２個目の質問として、競技場の整備についてお尋ねしたいと思います。 

 登山家の野口健さん、皆さん御存じのとおりですが、岡山県の総社市長、片岡聡一さん、また、

ＮＰＯ法人のアムダ、菅波茂さん。この３名が、益城町にテントを張ったわけでございますけれ

ども、益城町テント村報告会というのが５月の30日に行われております。その中で、確かに熊本

大震災ではですね、多くの方たちが被災し、町民体育館に避難所が指定され、避難所の駐車場が

車で埋め尽くされたというほどの多くの人たちがそこに詰めかけた。避難してきた人たちは、そ

の場所で車中泊を余儀なくされましたけれども、本震後、また震度７がまだまだ続くという発表

があったために、車中泊がまだまだ続くことになった次第でございます。しかしながら、エコノ

ミー症候群などの発病があるために、さきに述べた野口健さん、総社市の片岡聡一氏、そしてま

た、アムダの菅波茂氏が協力し合い、４月24日に益城町へテントを搬入し、テント村をつくり上

げたわけでございます。 

 もちろん、益城町の西村町長と総社市長の片岡聡一さんが合意のもとでの話し合いであったわ

けでございますが、野口健さんの話によるとですね、あれだけ広い土地、グラウンドを使わせて

いただいたのは西村町長の英断であったというふうなコメントを言っております。そして、テン

ト156張り、571名の方を車内のつらい思いから解放し、テント村、テント内での自由を取り戻し

た感はあるんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 しかしながら、雨季になりますと、河川水の流入、あるいは台風時のテント災害、また暑さに

よる熱中症などの心配がございました。メーンアリーナの天井落下の修理を行い、そして、体育

館内へと移動することを決め、５月31日をもってテント村の撤去を決定したということでござい

ました。 

 さしずめ１カ月とちょっとの間ではございましたけれども、総社市より、七、八名の職員が応

援にやってきて、また、アムダからは医療チームが駆けつけテント村の健康管理に当たったと聞

いております。議会からではありますが、心より感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 しかしながら、グラウンドにテントを張ったために、400メータートラックの上にドリルで穴

をあけ、下部のコンクリートに６ミリのビスを打ち込んだということでございました。多分、ね

じ込み式のアンカーボルトではなかったのかなというふうに思っております。それにしても、心

配なので鉄筋を打ち込んだ。養生として砂袋を使ったと言っております。まあ、砂袋については

乗っけるだけの話でしょうから、大したことはございませんが、このグラウンドは、公式認定競

技場として誕生しているために、グラウンドに穴があいては、正式な競技場としての使用ができ

なくなります。震災より早１年８カ月がたちますが、中学校に入学した子どもたちも、４月に入

学を迎え、子どもたちも１年８カ月がたったということになります。国体や中体連などの陸上競

技を目指している子どもたちにとっては、地元の競技場で記録との勝負をしたいという思いはき
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っと強いものがあるのではなかろうかと思います。トラック競技には、１万メーター、5,000、

3,000、2,000、1,500、800、400、200、100メーター、さまざまでございます。また、ハードル

なんかもございますが、アスリートにとって、自分の記録との戦いは一生の思い出として永遠に

残るからこそ、人並ならぬ努力を続けているわけでございます。益城町の陸上競技を目指す子ど

もたちの記録会が早くできるようにしてあげたいという思いがございます。 

 そこで、お尋ねしたいと思います。 

 競技場を避難場所にしてテント村をつくったことで、場所の選定に問題はなかったのか。また、

グラウンド修理はいつごろになるのか教育長にお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） 15番竹上議員の二つ目の御質問、陸上競技場の整備について、また、

震災後、陸上競技場内に避難場所としてテントを張り、571名が避難生活を過ごしたが、400メー

トルトラックにくいを打ったため、公認陸上競技場としての機能を失ったと。そのため、マット

の張りかえ整備が必要となるが、場所選定に問題はなかったのか、修理はいつごろになるのかに

ついてお答えをいたします。 

 益城町総合運動公園陸上競技場内の避難所、通称テント村は、議員おっしゃるとおり、アルピ

ニスト野口健氏、岡山県総社市等の支援により、平成28年４月24日に開設されました。テント村

では、車中泊等のエコノミークラス症候群の防止や避難所生活者のプライバシー確保等により、

多くの避難者が生活され、一番多いときで156世帯、571名が避難され、一時はキャンセル待ちを

するほどたくさんの方々でした。しかしながら、テント内の気温の上昇による熱中症と梅雨時期

における浸水の危険性等により、安全で健康的な生活を送ることが非常に難しいと判断し、平成

28年５月31日に閉村をしているところであります。 

 テントを張った際に、トラックの舗装面にくいを打っておりますが、くいを打ったことが、公

認陸上競技場としての機能喪失の直接的な原因ではありません。震度７を記録した２回の地震と

その余震により、陸上競技場では、舗装面の亀裂、隆起、凹凸が多数発生しまして、公認競技場

としての機能が失われておりますことを、４月19日の時点で確認しておるところでございます。

もし、地震後、公認競技場としての機能を保持していると判断がなされたならば、陸上競技場で

のテント村の開設はしなかったと考えております。また、開設場所としては、近隣の町民グラウ

ンドもありましたけれども、夜間照明の倒壊や傾き、地盤沈下が発生している状況であり、雨天

時のぬかるみ等を考慮しますと、とても避難所としては使用できない状況でございました。当時

は、このような状況でありましたので、陸上競技場の舗装面にくいを打つことは、本当にかなり

抵抗はありましたけれども、テント村を開設する場所としましては、陸上競技場しかなかったと

いうふうに考えております。 

 次に、現在の状況と今後についてでございますけれども、陸上競技場につきましては、現在、

国と設計内容についての協議中でありまして、協議終了後、発注、契約、着工という流れになっ

てまいります。復旧については、まだまだ明確な時期をお答えできる段階ではありませんので、
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この場では控えさせていただきます。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 竹上議員。 

○15番（竹上公也君） 御答弁ありがとうございます。 

 グラウンドの使用については、もともと地震によって地割れやそういうものが起きた、隆起が

起きたということで、くいを打っただけのものじゃないということでございます。もちろん、そ

れが一番先に、地震によっての被害が結局、認定競技場としての機能を失ってしまったんだと。

それであるからこそ、そこにテント村を張られたんだということだと思います。グラウンドの使

用については、当然にして、グラウンドしかなかったということで決定されたものだと思います

けれども、確かに周りを見渡しても、今、野口健さんが言っておりますように、木陰で広く良好

な場所などはあるわけもなく、地震のストレスから、どこに行っても場所はないと、存在するよ

うなものがなくて、それよりも、まず先に、被災者の健康管理や生活環境の改善をともに考え、

立ち上がらんということで、誰しもが思うところではなかろうかと思います。そういった意味で

の対応は、即効性のある決断であったというふうに思ってもいいんじゃないかと思います。そう

いうことで、あそこに決めた理由というのは、本来ならばいろいろ考えたであろうけれども、地

震が起きたために、地震による被害でそこに決めたんだということでございました。 

 このようなときにですね、グラウンドを早く整備しなければならないということだと思ってお

りますが、先ほどの話で、契約がいつになるか分からないんだということでございます。けれど

も、いずれにしてもですね、修理しなきゃいけないということになりますので、早い時期に補助

金のほうを請求されて、整備していただければありがたいかなというふうに思っております。中

学校に上がって、益城の中学校で一度も使わないまま高校に行ったんだと、グラウンドでタイム

も計れなかったという生徒も出てくるんじゃなかろうかというふうに思っておりますので、やは

り、陸上を志す人たちは陸上のタイムというのが一番やっぱし気になるところでありまして、そ

こで出した記録というのは一生残るし、また、自分の心の中にもね、一生の思い出としてタイム

が何秒であったと、100メーター何秒で走ったんだというのが永遠に記録されるわけでございま

す。そういう立派な競技場を持っておりますもんですから、認定競技場としての機能を本当に発

揮できるような町として、どこからでも集まってきて、そこでタイムを競ってくれる生徒たちが

いっぱい来るような益城町、そういうグラウンドをですね、目指してつくったわけでございます。

そういう意味からすれば、早く立ち直って、こういう時期でございますので、グラウンドだけ先

に整備しろなんて言うと、やはり、いろんな問題はあるかとは思うんですが、子どもたちのため

にもですね、教育長としてよろしくお願いできればというふうに思っております。 

 それと、最後に聞きたいのはですね、このグラウンドの整備について、どのくらいの予算でで

きるだろうか、あるいは、補助金が幾らでできるんだろうか、その辺のことだけ、ちょっとお伺

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） 15番竹上議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 陸上競技場の復旧の予算、町負担についてでございますけれども、現在、陸上競技場の復旧工
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事費を約５億円見込んでおります。そのうち99.１％を国費で賄います。残りの0.9％につきまし

ても、起債を充てて、充当率100％で95％の交付税措置を受けますので、町の負担としましては

ほとんどなく復旧できる見込みであります。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 竹上議員。 

○15番（竹上公也君） 99％を国費ということでありまして、そのうちの0.9％を起債として、

そして、そのうち10％が、今、金額は幾らぐらいになるんですかね、何万円の予算になるんです

かね。ちょっとね、計算を。今電卓を持ってないんで、幾らになりますか、済みません、教えて

いただきたいと思います。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） そのような補助を除きますと、町の実質的な負担は23万890円と。こ

れはあくまでも概算のところでございますけれど、そういう状況でございます。 

○15番（竹上公也君） ありがとうございます。あれだけ広いグラウンドが23万円でできると。

教育長のお小遣いみたいなものでと思うわけでございますが、本当にですね、大きな数字が出た

らどうしようかなと思いながら聞いたんですが、そんなものでできるということでございますの

で、本当にですね、早く直してあげて、子どもたちが立派に運動できる、運動といってもね、学

校生活の一部でございます、教育環境の一環でございます。ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 これをもちまして、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（稲田忠則君） 竹上公也議員の質問が終わりました。ここで、暫時休憩いたします。10

時50分から再開します。 

                                            

休憩 午前10時39分 

再開 午前10時50分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、野田祐士議員の質問を許します。 

 ８番野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） ８番野田祐士です。今回も一般質問の機会を与えていただきました。ま

ことにありがとうございます。 

 また、傍聴席には、本議会に足を運んでいただき、町政に関心を持っていただき、感謝申し上

げます。今、この町には、皆様の御意見、御提言が本当に必要だと思いますので、町政を御理解

の上、今後さらなる御指導を賜り、あわせて御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、質問席に移ります。 

 今回は３項目について質問をいたしたいと思います。１項目20分程度と考えておりますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 まず、１項目ですけれども、これまでの震災対応を問うということで、大震災が起こりまして、
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さまざまな問題も多かったと思いますけれども、その後の対応で、早急にやるべきだったこと、

またはできなかったことの検証、また、住民に不安を与えたこと、心配、心労を与えたことの検

証をどう行ったか、検証結果について伺いたいと思います。 

 また、震災後の対応で、町長自身、リーダーシップ不足と感じたこと、または決断力、要する

に、こういうふうな決断をしてたらよかったなと思うこと。また、その決断によって、民間業者

等にも迷惑をかけたことがあると感じることがあればですね、ぜひお聞かせいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田議員の一つ目の御質問の１点目、昨年４月、町は大震災に見舞

われたが、その後の対応で、早急にやるべきだったこと、できなかったことの検証、住民に不安

を与えたこと、心配・心労をかけたことの検証をどう行ったのか検証結果について伺う、につい

てお答えをします。 

 まず、災害検証についてですが、議員の皆様に対しましては、先月の臨時議会の折、事前に報

告をさせていただきましたが、災害対応業務内容や課題、改善の方向性を取りまとめた「平成28

年熊本地震益城町による対応の検証報告書」を12月１日に町ホームページ上で公表をしておりま

す。この災害検証の目的としましては、昨年の熊本地震において、益城町がどのように対応した

のか、よかった点、悪かった点を洗い出すことで課題を整理し、その課題の改善の方向性を確認

することです。このことにより、熊本地震を踏まえた業務継続計画や災害時対応マニュアル、応

援要請、受援計画の策定などに活用し、今後の災害対策をより万全なものとすることで、災害に

強いまちづくりを目指すことです。 

 続きましては、災害検証の手法としましては、警察、消防、自衛隊やＮＰＯ、ボランティア団

体といった各応援機関や消防団、行政区嘱託員などに対するアンケートやヒアリング、町関係課

や特命プロジェクトチーム及び町職員へのアンケートやヒアリングなどを実施しています。 

 その中で、どのような業務を行ったのか、行えなかったのか、課題などを整理した上で、その

課題における改善の方向性を示しております。災害検証の対象期間としましては、平成28年４月

14日から同年12月31日までとしております。 

 この検証報告書の構成は、第１章では災害検証の概要、第２章では被災状況、第３章では全体

的な対応状況、第４章では罹災証明や仮設住宅といった業務別の詳細な対応状況と、課題に対す

る改善の方向性を記載しております。巻末資料としまして、町職員アンケート結果及び広報まし

き災害臨時号、別冊資料としまして、被災者支援メニューを掲載しております。 

 検証報告書の中で、災害対策本部運営のあり方や避難所運営のあり方、災害時優先業務の位置

づけなど、課題が顕著にあらわれています。早急にやるべきだったこと、できなかったこととし

て、災害対策本部及び町行政組織における指揮命令系統の確立があります。原因としましては、

被災された皆様の生命を守ることを最優先に考え、課長等幹部職員を含めた町職員の大半を避難

所対応に当たらせたことであります。このことにより、幸いなことに、避難所での感染症や食中

毒などの発生を防ぐことができましたが、被害状況の把握や被災者支援が遅れることとなりまし
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た。このため、あらかじめ避難所ごとに町担当課を指定し、災害時における優先業務に当たられ

るよう、また修正しました避難所運営マニュアルをもとに、極力、町職員の減員が図れるよう指

示しております。 

 次に、住民に不安を与えたこと、心配・心労をかけたことについてですが、最大の要因としま

して、町からの情報が届かなかったことにあると思います。町が考えていました情報発信ツール

である防災行政無線やホームページ、安心安全メールが、庁舎の被災によりまして使用不能とな

り、情報発信が困難となりました。本来であれば、町の情報、被害の状況、町が何をしているの

か、被災者支援の状況など、きめ細やかに情報を提供すべきだと考えております。このため、防

災行政無線や町庁舎における情報系サーバーのさらなる耐震化、新たな情報発信手段の確保に努

めてまいります。地震から１年半が過ぎ、住民の皆様や町職員も当時の記憶が薄れてるように感

じています。地震の記憶を風化させず、この災害検証で得た教訓を皆さんで共有することにより、

災害時における住民の皆様の安全・安心を速やかに確保できるよう、また、不安を払拭できるよ

う、町や住民が一体となって取り組んでまいります。 

 次に、野田議員の一つ目の御質問の２点目、震災後の対応で、西村町長のリーダーシップ不足

と決断力不足が町民や役場職員、さらには震災対応に従事した民間業者などにも多大な迷惑をか

けたとの声が多く聞こえてくる。町長自身、反省点は多いと思うがいかがかについてお答えをし

ます。 

 非常発災時におきましては、災害対策本部長、すなわち町長がトップダウン方式で全てを即座

に決定していくことは重要です。また、各方面の専門家の意見を拝聴し、決定していくことも大

事です。しかし、双方の意思決定方法に欠点もあり、今回の震災では、時にはトップダウンで、

時には専門家の意見を拝聴し、対応しております。職員が指摘されました私のリーダーシップ不

足と決断力不足について、私が町長として即断した一例を申し上げます。４月14日、前震時にお

きまして、町の指定避難所であります町総合体育館メーンアリーナの天井が一部崩落しました。

多くの避難者が押し寄せ、メーンアリーナを避難所として開放するよう要望されましたが、余震

が頻発している状況であり、二次被害防止のため開放しませんでした。皆さん御承知のとおり、

４月16日本震時において、メーンアリーナの吊り天井、照明器具、空調機が大規模崩落しました。

避難者がおられたらと思うとぞっとします。このような住民の生命や身体を守るために、リーダ

ーシップや決断力は必要だと考えております。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） １回目の御答弁ありがとうございました。 

 町としてできたことも必要ですけども、今回は、町長ができたこと、できなかったことも重要

になってくると。というのがですね、自己分析を厳しく行っていただきたいと。なぜかというと、

自己分析を行うことによって、決してですね、失敗を責めることではないというふうに思ってお

ります。失敗を見きわめることによって、次に生かせるチャンスが来ると。それが大事と思って

おりますので、ぜひですね、自己分析について厳しく行うということを行っていただきたい。 

 町長のですね、判断の遅れとかリーダーシップとかを私は問うておりますけれども、この重大
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な震災が起きたと。要するに、想定を超える震災が起きたという非常時だからこそですね、トッ

プとしての力量、人間力が試されるということが言えるんじゃないでしょうか。過ぎたことにつ

いてどうこう言うということはよいか悪いかは別にして、それを生かすためには、厳しく自己分

析を行って、今後どうやっていくべきなのかというのをですね、後世に伝えていっていただきた

いというふうに思っております。 

 １問目の質問のところでですね、例えばですけれども、解体ごみの処理、要するにごみ処理で

ですね、一時仮置きについては、これはですね、３時間から４時間待ちです。当初３時間から４

時間待ち。ごみを持って運べてもですね、１日１回できるかできないか、置くことができるかで

きないか。また、選別するのが大変な折ですね、トラックで持って行って、また持ち帰らされる

ということも起きております。そういうこともですね、実際、その非常時にですね、それがよか

ったのか悪かったのか、後で選別するという方法はなかったのか等々もですね、出てきてよいと

思っています。 

 また、罹災証明の発行についても、５月に発行できるというふうな宣言がなされましたけれど

も、時期が遅れました。これについてもですね、なぜ遅れたのかと。やっぱり一度ですね、宣言

したことについてはやり遂げるということが必要ではなかったのだろうかというふうに思ってお

ります。 

 仮設住宅におきましては、テクノ仮設、これは当初、五百数十戸の部分を募集しましたけれど

も、100人以上の辞退者が出たということであります。また、結果的にですけれども、仮設住宅

はどこにでも建てれたと、今思えばですね。どこにでも建てれたんだということであります。飯

野小学校グラウンド等も使用しました。よしあしについて言うつもりはありませんけれども、そ

ういうところの検証が、実際、重要ではないだろうかと思っております。 

 町長に対してですね、先ほどから言っております判断力、リーダーシップについてはですね、

難しいというのは分かっております。ただ、町長は少なくとも３万4,000町民のですねトップ、

首長でありますので、そのリーダーシップ、力量を問われても仕方ないと。非難をするつもりは

ございません。これは問うてですね、実際にそれを生かせるような方法をとっていただきたいと。

ぜひですね、自己分析を厳しく行っていただきたいと思いますけれども、その点について、２回

目の質問とさせていただきますけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田議員、２回目の質問にお答えします。 

 自己分析ということで、これは検証結果もですね、自己分析というか、いろいろ入れています。

実は、ここまで言うかというくらいに書いております。これは日本全国のほうに発信してやって

おりますが、先ほどるる出ておったんですが、解体ごみ、３時間、４時間待ち。実は15日にもう、

今の副知事のほうに電話をしまして、テクノ仮設の横ですね、今、二次仮置き場、それを益城の

ために使わせてくださいと話をしているところです。 

 それから、罹災証明あたりについても、いち早く私が、全棟調査をやってくれと、申請に基づ

かない全棟調査ということで、そこあたりもリーダーシップになってくるんじゃないかというこ
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とと、テクノ仮設についても、県との合同でいろいろ話をさせていただいて、どこでも建つんで

すが、なかなかそこには地権者の問題とかたくさんあります。その後、やはりテクノ仮設、その

結果はどうなったかというと、一番埋まって、かなり入れない方も多くなったということで、こ

こあたりも、その当時、いろいろ先を考えてということでやったところで、結果であります。 

 なかなか、４月の14日、熊本市長とか益城町長とかですね、いろいろ災害を受けたところの町

長さん、市長さん、いろいろ災害時にトップがなすべきことも、今出させていただいております。

私ができなかったことも、この中でも話をしております。 

 ただ、やっぱり、自治体、防災ということで、トップには自治体防災計画の策定、それから自

衛隊の派遣要請、それから住民に対する避難勧告とか、たくさん求められます。ここあたりをで

すね、ただ自治体のトップは災害のプロではなかったということで、やはりここあたりも、各町、

ほとんどの町が30年、40年に一遍ぐらい来るような災害を経験されたということで、１期４年で

はなかなか経験できないこともあったということで、ここあたりは研修をやりましょうとか、必

ず副町長は研修をやりましょうとか、そこあたりを働きかけているところであります。 

 この自己分析、これは自分の中でもきちっとやっていきたい。できたこと、できなかったこと

をしっかり考えながら、またこれからやっていきたい。それからリーダーシップにつきましても、

いろんなリーダーシップがあると思います。これも、リーダーシップもこれができたから終わり

じゃなくて、常に先々を考えて、一つ一つリーダーシップは違います。業務によっても違います。

事柄によっても違います。しっかりと発揮してまいっていきたいと思います。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） 先ほど言われましたように、二次仮置き場が、熊本県ですね、これは最

初９月には完成予定と、で、12月に完成予定と。さて、いつ完成したんでしょうかということで

すね。リーダーシップとですね、熊本県との関係については、またこれも申し上げますので、こ

こでは差し控えますけれども、町長はですね、行政のプロとしてのですね、町政に取り組んでこ

られたと。多分、行政のプロというのを第一義にして戦ってこられたんだと思いますので、あん

まりですね、できなかったことについて、災害のプロではなかったと言われますけれども、災害

も行政の役割の中の一つでありますので、ぜひですね、行政のプロということであれば、災害の

プロではなかったなどという言葉はですね、やめていただきたいと思います。 

 反省点はですね、ホームページのほうですかね、いろいろ検証がなされているということです

ので、これはですね、我々も含め、町民の皆様方がですね、一度きちんとした形で見られて、い

ろいろなことを感じられるべきだというふうに思っております。 

 それでは、２点目の質問のほうに移らせていただきます。 

 木山交差点の民有地の処分に関して質問をさせていただきます。 

 これはですね、先日、本議会で報告がなされております。質問等については、また、最終日の

ほうにいろいろ質疑応答があるかと思いますけれども、一般質問、通告をしておりました関係上、

私のほうからもですね、少し質問をさせていただきたいと思っております。 

 まず１番、100条委員会は地方自治法により地方公共団体の活動を定めた法令により、議会が
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設置したものである。100条委員会の報告と判断がなされたら、それに対し町長みずから対応し

なければならないし、責任があればそれを果たすべきであると思うが、どうお考えですかという

のが１番目ですね。 

 ２番目が、現在もさまざまな責任問題に発展している。例えば、町長はこの件で、県道の４車

線化や木山区画整理に伴い、地権者から町の財産との交換を持ち出されたら対応しなければなら

なくした。この責任をどうお考えかという質問でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田議員の、100条委員会は地方自治法により地方公共団体の活動

を定めた法令により、議会が設置したものである。100条委員会の報告と判断がなされたら、そ

れに対し町長みずからが対応しなければならないし、責任があればそれを果たすべきであるが、

どう果たすのか。それから、二つ目がですね、現在もさまざまな問題に発展している。例えば、

町長はこの件で、県道４車線化や木山区画整理に伴い、地権者から町の財産との交換を持ち出さ

れたら対応しなければならなくした。どう責任をとるのかの質問でございますが、今後、議長か

ら届けられました報告書の回答によって、また精査させていただきたいと思います。委員長から

報告がありましたことにつきましては、しっかりと受けとめていきたいと考えております。以上

です。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） ありがとうございました。議長からの回答というのは、ちょっとよく分

かりませんけれど、これは議会での報告になると思いますので、それを受けての判断をお尋ねし

たところでありますので、ちょっと今言われた分については、また後ほどお答えをいただきたい

と思います。 

 今回の件でですね、何が問題かというのは、益城町の公有財産の管理及び処分という問題にな

ります。これは地方自治法の237条であったり238条、または149条、98条ですかね、等々も含む

部分で、法律についてですね、議論するつもりはありませんけれども、大事な部分は、先ほどの

部分とかぶって申しわけないですけれども、これも町長の裁量権にかかってくる問題、要するに

トップとしてどういうふうな理解をして、どういうふうな判断を下したかというのにかかわって

くるというふうに思っております。重要なことは、町の財産は、益城町、要するに町民の財産で

あって町長の財産ではないと。これが財産の管理及び処分、一番最初に書いてある部分ですね。

それについてよくお考えをしていただきたいと。 

 今回の件に関しては、無責任な、これは私の意見ですけれども、無責任な判断によって土地交

換がなされたとしか考えようがない。今回、２問目に書いてますように、県道の４車線化ですね、

益城中央線、または、木山区画整理に伴い、地権者の土地がですね、地権者によっては売買に応

じられたりする方もありましょうし、中には代替地を必要とされる方もいらっしゃる。代替地を

必要とする方に対してですね、町有地を提供できるのかという問題が出てまいります。町長は、

交換されたわけですよね。その前例をつくられたという部分について、これはとっても大きな問

題ではないでしょうか。文化会館第２駐車場の使用頻度が少なかったとかいう話を前提にされて
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ますけれども、もちろんそれに対しての検証はなされていないという結論が出ております。今回

ですね、例えば益城町の本庁舎、駐車場はほとんど使っていません。これは災害というものがあ

ったかどうかは別にして、現在ほとんど使っていない。じゃあ、県道４車線化の土地交換、もし

くは区画整理の土地交換に対してですね、役場の駐車場とかえてくれというふうなことを言われ

たらですね、どう対応なさるのか。これについて、できませんよと言えるのか。言えるのであれ

ばですね、その理由を言わなくてはならないと思うんですけれども、その辺はどのようにお考え

なんでしょうか。 

 財産の管理について、裁量権の逸脱というのは間違いないというふうに認識しております。重

要なのは、もちろんなされたことについても重要ですけれども、今後の問題・課題がそれによっ

て大きくまた動き出すという部分が問題になりますけれども、その部分についてどうお考えかを、

いま一度ですね、回答をいただきたいと思います。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田議員の２回目の御質問にお答えします。 

 100条委員会のほうでしっかりと今のお話についてはお答えをしているとおり、この件につい

ては、私は適切に決断したということで考えております。今後、ケース・バイ・ケースで、また

適切に対応してまいりたいということで考えております。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） ３回目の質問になるんでですね、最後の質問になりますので、答えをい

ただけないのであればですね、私もどうしたらいいのか分かりませんけれども、答えをいただけ

ないというふうに思われてもしようがないのかなと思いますけれども、町長が言われるですね、

法的に粛々とやったというのはですね、ごもっともだと思います。これはですね、法的にやった

というのは、要するに手順のお話ですよね。行政財産では基本的に処分できないから、行政財産

を普通財産に切りかえたというのは、これは行政では処分する過程の手順の話です。手順を粛々

とやるのは当たり前の話ですよね。そうではなくて、行政財産で利用していた場所について、交

換を持ち出したと、その土地についてですね。そこの話から本当はしなければならないと。この

報告書をですね、よくお読みになってですね、その話を、回答をいただかんといかんということ

であります。 

 それと、これはですねもう３回目なんで、あんまり引きずりませんけれども、今後のお話です

ね、今後。今後のお話において、４車線化、もう一度言いますよ、４車線化及び木山区画整理に

ついて、代替地を求められた。それも公有地、町有地ですね、いわゆる町が持っている土地につ

いて求められた場合、町長はトップとしてどう責任をとるんですかということをお尋ねしている

んです。先ほどからですね、震災についての検証もしなければならない。その検証について自己

分析を厳しくしてくださいと、先ほど申し上げましたけれども、今回の部分もそうです。自己分

析を厳しくしてくださいということなんですよね。今後のことについてどうするかを、今から。

大問題に多分なると思います。これは、ほかの課長あたりからですね、回答いただいてもいいで

すし、もちろん県から来ておられるですね、政策審議監あたりにですね、回答をいただいても結
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構ですよ。どうするのかを、町長が責任を持って、リーダーシップを持ってやっていく上で、自

分がこれはなされたことです。震災の場合はですね、起きたことに対する対応。今回の木山交差

点の民有地の処分に関しては、これは第三者的にどうのこうのじゃなくて、これは町長がみずか

らやったことです。これについての責任と今後の問題・課題について、どう考えているのかとい

うことをお尋ねしているんです。議会の報告についてはですね、100条委員会の報告については、

それは読まれてもいいと。まだ、お忙しいなら読んでいらっしゃらないでもいいけれども、一般

質問はですね、通告は前からやっていた部分なんで、あんまり難しいお答えにはならないと思う

んで、もう３回目なんで、町長ぜひお答えをお聞かせください。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田議員、３回目の御質問にお答えさせていただきます。 

 あくまでも、まだ報告書については全然もらっていない、文言で聞いただけということになり

ますので、先ほど話しましたように、これ以後、やはりケース・バイ・ケースで対応していきた

いと思っております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） ３回目の御回答ありがとうございましたとは、とても言えない状況です

けれども、ケース・バイ・ケースということをおっしゃいましたけれども、ケース・バイ・ケー

スで本当に応えられるのかと。本当にそれで町長としてですね、それは無責任な回答にならない

のかというのを心配しております。通告も出してたんで、それなりの回答が得られるのかなと思

っておりましたけれども、今回は残念な結果になりました。 

 それでは、次のですね、３項目めの質問とさせていただきます。 

 町長の判断能力と政治手法についてということであります。 

 益城町にとって大切なことは、町の利権を優先し考え、計画し、行動し、成果を出していくこ

とです。震災後から、西村町長のリーダーシップ不足により、熊本県主導となっていることは残

念であります。将来に向けた政策や考え方ができていないのは、町にとって不利益となっている

という意見が多数ある。きちんと町民に説明すべきだと思いますが、いかがですか。 

 これに関してはですね、熊本県は、益城町の復興が県の復興であるということで、多大な御尽

力をいただいているというふうに、熊本県に感謝をしておるところであります。もちろん県から

多くの、副町長をはじめ、多くの方々がですね、今回の震災を機に、いろんな御協力、または御

指導をしていただいているところであります。 

 重要なことはここに書いておりますように、まずは益城町のトップであるということの認識で

すね。ということは益城町の利益を優先しなければならないということになると思いますが、町

長はどのようにしてその利益を、町の利益を優先させていくお考えでしょうか。まず、１回目の

質問であります。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田祐士議員の三つ目の御質問、町長の判断能力と政治手法につい

てお答えをいたします。 
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 震災直後から、私はみずからも被災した職員らとともに災害対策本部に陣取り、避難所の対応、

被害状況の把握等に追われました。先ほど、プロではないと話をしたんですが、実は、水道課時

代ですね、今から28年前ですね、大型台風が来て、教育委員会のときですね、県体が中止になっ

たと。そのときに３日間寝ずにやったんですが、その経験は、非常に今生きているかなというこ

とで思っております。復旧・復興に不可欠な業務に対応するため、四つのプロジェクトチームを

設置し、復興課をはじめとしました庁内組織を再編、現場のニーズに対応できる体制づくりも早

急に実施しました。その後も、錯綜しました情報をもとに、その都度、大きな決断を迫られたわ

けですが、中には、決断までに時間をかけてじっくり議論した事柄もあったことと思います。そ

の際、リーダーとして悩んだり、慎重に検討したことを思ってリーダーシップ不足ということで

あれば、御指摘は全くの見当外れではないかと思います。災害時にはどんなリーダーであれ、

100点満点の対応ということは決してありません。私は町長としまして、町民の皆様の安心・安

全を最優先に、町民の皆様に寄り添って、これまで一生懸命に取り組んできたという自負があり

ます。 

 木山土地区画整理事業につきましても、県の協力のもと、さまざまな協議を重ね、一緒になっ

て一歩ずつ進めてきたという認識であり、議員御指摘の熊本県主導には当たらないものと考えて

おります。 

 また、将来に向けた政策としましては、町民の皆様から、約230件もの意見をパブコメという

形で取り込み、昨年12月に策定しました益城町復興計画があり、その中の復興に向けたシンボル

プロジェクトを中心に据えて、さまざまな事業に取り組んでいるところです。 

 最後になりますが、議会と執行部が両輪となって機能してこそ、初めて前に進み、町の発展に

つながっていくものであります。議員もその点を十分に御承知いただくとともに、被災されまし

た町民の皆様が一日でも早くもとの生活に戻れますよう、今後とも御協力のほど、よろしくお願

いします。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） ありがとうございます。 

 町長が言われるようにですね、議会もしっかりしてやっていかなければならないと、同じ思い

であります。今、町の政策を鑑みるにですね、町長の判断というものはもちろんあるんでしょう

けれども、どうも熊本県に判断が委ねられておるんではないかという部分が多く感じられます。

そういう意味において、町の利益を優先してほしいという質問をさせていただいたところであり

ます。町長が言われるようにですね、トップというのは100点満点ではない。当たり前のことで

あります。100点満点の人間がいたら逆に怖いと思いますけれども、ただ、必要なときには、決

断力、リーダーシップが必要となると。これが町のためであるという認識は一緒ではなかろうか

と考えております。それがもしできないのであればですね、これは益城町にとって不幸なことに

なるというふうに考えております。 

 この町の利益を優先しということに対してですね、一つ、例えばのお話をさせていただきたい。

例えばじゃないですけれども、質問ですのでお尋ねしたいと思っております。先月11月の24日に
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臨時議会がございました。その中の案件で、当日に取り下げられたものがあります。議案第82号、

益城菊陽線、木山交差点から第二空港線までの路線認定であります。これは、私たちはもちろん

ですね、御説明を受けております。しかしですね、当日になって上程を取り消されております。

これはですね、熊本県としてみれば、経過表をいただいておりますけれども、熊本県は益城町に

対して、県道を町道に変更してくれということをずっと言い続けてきた部分であります。益城町

は、木山交差点から第二空港線までの改良が終われば、町道として引き取りますよということを

言い続けてきて、二人、もう３人目ですかね、町長で。川﨑町長、住永前町長、実際はその前か

らだと思いますけれども、そういうことがなされてきたものです。この益城菊陽線というのは、

木山の交差点からですね、第二空港線の、本当は先まで行きますけれども、その部分であります。

このですね、今回、熊本県は、益城町に町道として引き取っていただきたいということで西村町

長が決断をされて、上程をしようとした。私たちは説明を受けておりますから。それなのに、当

日になってそれを取り消された。これはどのような理由ですか。なぜ取り消したのかというのの

理由をお聞かせください。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ８番野田議員、２回目の御質問にお答えをします。 

 まずですね、先ほど竹上議員の質問にお答えしましたとおり、県の事業でも益城町において実

施されますので、県と連携しながらやっていくのが町としての務め、住民に対する態度だと思っ

ております。ひいては、県のほうで事業をやっていただくということで、町の利益にもつながっ

ていくかなということで考えております。 

 それから、益城菊陽線の町道の認定については、これまでの経緯もあり、県と町との約束があ

っておりました。これは事実です。議会との調整がまだ、いまだ終わらないということで認識を

持ったところで、この取り下げをやったというところでございます。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 野田議員。 

○８番（野田祐士君） もう３回目の質問ですかね。最後の質問になるので、回答を得られない

部分が多いんですけれども、これはですね、県の土木部はですね、ずっと益城町にお願いばしと

ったわけですよね。住永町長、前町長時代ですね、交差点改良をやってからでいいじゃないかと

いうふうに言うとったわけですよね。それを分かってた上で、西村町長は上程をしようとしたわ

けですよね。実際、我々に説明をしています。で、当日取り消したということは、何か県から言

われたんですかというお尋ねをしたかったわけですよ。「言われました」ということはないとい

うふうにも考えられますけれども、ここで重要なことは、西村町長は町のトップとして、益城町

の利益のためにしっかりと仕事をしてくださいということです。 

 熊本県は、益城町のためにしっかり考えていると思います。益城町のためにですね。だから私

は、県を非難するつもりも全くない。県には大変お世話になっていると。一部、第二空港線につ

いては言いたいこともありますけれども、これはですね、副町長もおられますんで、後日お願い

ばしようとは思いますけれども、大事なことは、町長は県の言いなりになる、言葉がいいか悪い

か知りませんが、ではなくて、益城町町民の言いなりになっていただきたいと。町民の意見を一
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番に考え、実践していただきたいと。もちろんですね、熊本県に対してどういう言い方をするの

かはですね、副町長と十分御審議いただければいいですけれども、それが益城町のトップ、町長

のリーダーシップとしてやらなければいけないことではないでしょうか。今後、益城町の将来に

向けての復旧・復興について、町長はいろんな面で多くの判断をし、決断をしていただかなけれ

ばならない。その際に重要なのは、第一義的に益城町の利益を優先することという御認識をです

ね、胸に刻んでいただきたいと。それができないのであればですね、これはいろんなことをです

ね、考えていただきたい。 

 私もですね、家のほうが震災を受けまして、多くの方が震災を受けましたけれども、というこ

とで４月16日以降ですね、ほとんど車のほうで生活をしておりましたけれども、余りにですね、

車のほうで生活をしておりましたんで、役場の前でですね、よく寝てたんですよ。役場の前で寝

てた関係上、朝から新聞でも読もうかと思ってですね、役場のほうによく６時過ぎには行ってお

りました。町長もですね、早くですね、多分７時前には来られとったんじゃないかなと、しっか

り頑張っておられたんじゃないかなと思いました。よく町長とですね、そこでいろんな話もさせ

ていただきました。町長についてはですね、この震災対応については、ぜひ益城町のためにしっ

かりとやっていただきたいと。町長もしっかりやっていただくというお話を、朝からですね、何

回かさせていただいたと思っております。私もそのためにはですね、私個人としても議会として

も、しっかり担っていくということを、多分お話ししたと思うんですけれども、今の町長のです

ね、今回の震災後の対応としてはですね、少し残念な部分があるのかなという思いであります。

もっとですね、約３万4,000の町民のためにですね、選挙で信頼を得て当選されたわけですから、

しっかりと町民のために県ともお話をしていただき、国ともお話をしていただき、震災の対応に

当たっていただきたいと、そういうふうに思っております。 

 町長のリーダーシップを期待しておりますが、もしできない場合はですね、自己分析をやって

いただかねばならないと。敵を知り、己を知れば百戦危うからずという言葉もございます。これ

は、敵はですね、隣におる副町長ではございませんので、熊本県ではございません。いろんな敵

があるかもしれませんけれども、これはですね、熊本県が敵と言っているわけでもない、もちろ

んですね。ただ、熊本県の言いなりになるというふうな考えではなく、益城町の利益のために、

しっかりとですね、町政を行っていただき、さらなる発展のために寄与していただきたいという

ことを御提言して、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（稲田忠則君） 野田祐士議員の質問が終わりました。 

 午前中はこれで終わります。午後は１時30分から会議を開きます。 

                                            

休憩 午前11時37分 

再開 午後１時30分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 午前中に引き続き、午後の会議を開きます。 

 次に、中村健二議員の質問を許します。 
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 14番中村健二議員。 

○14番（中村健二君） 14番中村です。 

 本日は、傍聴席のほうに多くの女性の方がおいでいただいております。このように、女性の皆

さんに町政に関心を持っていただくということは、大変ありがたいことだと思っております。あ

りがとうございます。 

 さて、きょうは、熊本地震の前震からちょうど１年８カ月となります。まだまだ多くの方が応

急仮設住宅やみなし仮設住宅等で生活されております折、一日でも早くもとの生活を取り戻すこ

とができるようにと、早急な復旧・復興を願っておられます。 

 そこで、本日は、その復旧・復興の状況についてと国の天然記念物の指定を受けるであろう三

つの活断層の保存・管理についての２項目を質問させていただきます。 

 何せ８番目ということであり、同僚議員のほうから大方の質問はされておりますので、ちょっ

とやりにくいところでございますが、私なりの質問をさせていただきたいと思います。 

 それでは、質問席へ移らせていただきます。 

 それではまず、１項目めの質問ですが、今回、国の天然記念物として指定を受けることとなっ

た布田川断層帯の活断層３カ所の保存・管理について伺います。 

 国指定の天然記念物の活断層は９府県があるそうですけども、その中でよく知られているのが

野島断層で、平成７年１月17日早朝に発生した阪神・淡路大震災、兵庫県南部地震ですね、の際

に、その構成断層の中で震源に最も近い野島断層の変位した断層面が地表にあらわれたものです

が、これは野島断層保存館に保存してあります。この保存館が、北淡震災記念公園は震災から３

年後の1988年、平成10年に完成しております。この同じ年の７月31日に天然記念物の指定を受け

ております。つまり、淡路市はここをメモリアルにするため、すぐに行動を起こされているのが

よく分かると思います。 

 益城町の場合は、昨年の６月に杉堂と福原の谷川両地区を、１年遅れで今年の６月に堂園地区

を町の文化財に指定し、国の天然記念物の指定を求めていたわけですが、今回、指定が決定すれ

ば、当然、しっかりと保存、管理をしていかなければならないと思いますが、先日の同僚議員の

質問にもありましたが、指定されることによって受けられる国などからの支援について、再度お

聞かせください。指定を受けようが受けまいが、いずれにしてもですね、しっかりと後世に残し、

防災に対する意識を高揚していかなければならないと思っております。 

 また、この件については、二つの委員会をつくらなければならないということだったんですが、

この委員会でどういうことをするのか、ちょっと内容を教えていただければと思っております。 

 また、町として、どのような保存、管理を考えておられるのか、お願いして１回目の質問とい

たします。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） 14番中村議員の一つ目の御質問、布田川断層帯の活断層３カ所が国指

定の天然記念物となるけれども、この活断層の保存はどのように考えているのかについてお答え

をいたします。 
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 活断層の保存につきましては、杉堂地区と谷川地区の２地区では、地面に立体的に表出してお

りますので、経年劣化を防ぐために樹脂等の凝固剤を使用した方法を考えております。また、堂

園地区につきましては、この視覚的に理解することができる最大2.5メートルに及ぶ畦畔の横ず

れであります。 

 この横ずれは、震災直後の写真や映像等でごらんになられたと思いますけれども、麦やキャベ

ツ等作物の生育状況により顕著にあらわれるものであります。したがいまして、所有者に通常の

営農を行っていただくことが最良の保存方法であると考えております。 

 また、杉堂地区の潮井神社社殿、鳥居、参道、石段、谷川地区の納屋２棟の構造物につきまし

ては、これらは断層が構造物に及ぼす影響を視覚的に理解することができるものですので、見学

者の安全等を確保しながら、適切な補強等を行った保存を考えておるところです。 

 管理方法についてでございますけれども、震災以前より潮井水源の清掃を行っていただいてお

りました杉堂地区老人会や堂園地区の耕作者、谷川地区の住民の皆様など、地域住民の皆様の御

理解と御協力をいただきながら、今後とも進めてまいりたいと考えております。 

 また、地域の皆様方の迷惑にならないよう、駐車場の整備、見学者を受け入れるための観察道

路、覆屋等の整備をいたしたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、正式に国の天然記念物に指定をされた後、地域住民や有識者等で構

成される、先ほどおっしゃいました保存活用計画策定委員会、仮称ですけれども、や整備計画の

検討委員会を設置いたしまして、今申し上げましたようなところを具体的に実現させていくよう

なところでございます。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 中村議員。 

○14番（中村健二君） 教育長のほうから丁寧な説明をいただきました。 

 保存方法は、凝固剤をつかったり補強したりとかいろいろありますが、天然記念物の指定を受

けた９カ所の断層のうちですね、４カ所は屋根つきというか、屋内保存をされております。そこ

がですね、岐阜県の根尾谷断層とか、これは内陸地震では歴史上最大の地震と言われております

マグニチュード8.0というのが発生しまして、亀裂が起きて沈下したのが６メーターも沈下して

おります。非常に、この断層自体が80キロという長い活断層なものですから、それを部分的にで

すけれども、保存してあるということですね。それにあとは、京丹後市の郷村断層、静岡県の丹

那断層と、それと野島断層、今、これは屋根つきでしっかりと風化を防ぐためにですね、保存し

てあります。 

 できれば、この辺もちょっと考えてもらいたいなと思うんですが、この野島断層は２回ほど視

察に行ったんですよ。で、北淡記念公園も野島断層保存館に断層の石を保存してありましたが、

もちろん地震で倒壊した様子の再現模型や震災当時の写真パネルなどももちろん展示してありま

した。ここで、ほかと違うと思ったのはですね、普通だったら、こんな被害を受けましたよとい

うのを展示してあるんですけれど、もちろんそういうのも展示はしてありましたけども、ここは

ですね、神戸市長田区にあった、通称、神戸の壁と。これは戦時中、公設市場から延焼を防ぐた

めに建てられたんですけれども、今回の地震でも、それが焦げもせず、毅然と立ったまま、その
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ままきれいに残ってたということで、こんなのも大事だよということで、それをこの公園のほう

に持ってきて移築してあります。それとですね、メモリアルハウス、普通、こういったこれも、

こんな崩れて、ですけど、この場合は、活断層の真横にあって、ほとんど崩れなかった地震に強

い家として公開されております。 

 ですから、益城町の場合は３カ所ありますんで、今言ったように、一つ一つ保存の仕方もいろ

いろ違ってくるでしょうし、場所的にいろんなものをつけ加えるっていうことも難しい部分もあ

るかもしれませんけども、そういう保存の仕方ですね、そういうものを一つ考えていったらどう

かなと思っているわけです。 

 これは、一つ一つ管理の仕方も違いますけれども、この野島断層の場合は、北淡記念公園はで

すね、民間の景観地運営業界の会社ですね、の株式会社ほくだんというところが、民間で管理運

営しております。益城町の場合も、しっかりと管理運営していくためにはですね、もう少しこう、

何かせっかくなら、防災とかいろんなためにですね、いろいろ遺構のためにも、人が集まってく

れるような何かを考えてですね、このようなことも考えていかれたらどうかと思うんですが、ど

ういうお考えか、ここら辺については町長からお答えをもらってもいいんですけれど。まあ、教

育長のほうからよろしくお願いします。町長のほうからあったら、その後お願いします。 

○議長（稲田忠則君） 酒井教育長。 

○教育長（酒井博範君） 中村議員の２回目の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、補助的なところをですね、きのう申し上げましたけれども、少し申し上げますと、布田

川断層帯に係る経費の補助ですけど、まず、仮保存に係る経費につきましては、震災遺構が消失

することを未然に防ぐことを目的としました平成28年熊本地震復興基金の中で、震災遺構の仮保

存支援事業を活用したいと考えております。この事業は、補助率10割となっております。 

 また、国の天然記念物の指定を受けた後は、保存においては国庫補助金を活用することができ

るようになっております。これは、保存の補助事業としまして、史跡等購入費国庫補助がありま

す。これは、購入経費、建築物の移転等の補償経費等の８割が国庫補助になります。 

 また、そのほかに有識者等により組織される保存計画やその策定に係る経費、整備検討委員会

に係る経費等、観光客や見学客を受け入れるための観察道路や看板、あるいは説明看板等を設置

する経費につきましても、経費の５割が国庫補助となりますので、国の天然記念物指定後には、

このような、また、毎年、特別交付税措置もあるそうですので、このような補助をまずは活用し

て、今後まいりたいと思います。 

 また、先ほど述べられましたように、先進地域といいますか、そのようなところを、こちらも

十分、今、資料といたしまして、どういうところが本町の今後のですね、保存に生かせるかとい

うことは、十分こちらも情報を収集いたしまして、今、申されたように、震災遺構として、まず

はその遺構を今後につなぐ、そういうふうな防災・減災の教育にもつながるようなことを考えて

まいりたいと思っております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 中村議員。 

○14番（中村健二君） 国庫補助とかですね、復興基金のほうからいろいろ保存していくための
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支援はあるということなんですが、やっぱりこういう補助も使えるものは、やっぱり回廊式で見

学道路とかそういうのもつくるわけでしょうから、どうしても道路とかそういう整備には非常に

お金がかかると。それは、５割補助なんですかね、そういうのが出るということだったんで、そ

の辺を有効に利用しながらですね、そして、しっかりと保存できるような形をつくっていっても

らえればと思っておりますので、補助あたり、せっかく出るんですから大いに、10割出るやつも

あるし、ですから、大いに活用していただいてですね、しっかりと保存して、遺構として残して

いただきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 復旧・復興の進捗状況についてですが、まず、インフラ関係で、道路、橋梁の復旧状況ですが、

道路については、県道などの幹線についてはですね、何とか安全に通行できているようですが、

一旦村中っていうか、地区内の道路に入ったりしますとですね、まだまだ通りづらいところが多

く見受けられます。 

 ９月末の復旧事業の状況と今後の見通しというのを見てみるとですね、町道について、復旧に

必要な箇所がですね、197カ所、で、工事発注済みが83カ所で、それから、114カ所がまだ手つか

ずというものですかね。ただ、９月末の情報ですから、この２カ月間でもっとこれは発注済みが

出ているのかなと思っております。それから、町有道、里道、水路についてはですね、町内約

500カ所について、順次復旧を行っていきますとなっているが、今、16カ所が工事完了となって

いるだけになっております。橋梁については、20カ所のうち、県にお願いしているのが13カ所、

町で７カ所を復旧するわけですが、このうちまだ１カ所が契約済みとなっているだけとなってお

りますが、この状況、どのようなことなのか。業者が不足しているのか、それとも発注しても不

調・不落で進まないのか。また、まちづくり協議会や区画整理の関係でできないところなのか、

ほかのインフラ整備と重なってできないところもあると思いますが、いずれにしても、災害の後、

一番に整備しなければならないのが、道路などのインフラ整備ではないでしょうか。 

 町長は、今の状況をどのように捉えておられるのか。また、どのような指示を出されておるの

かお伺いしたいと思います。インフラの中にはですね、ちょっと聞いておりますが、上下水道に

ついては何とか順調に行っているというような話を聞いております。 

 次に、公共施設関係ですが、役場、益城中学校、総合体育館、全て現地建てかえ。何で建てか

えになったのか。国の査定の結果という説明もありました。くいが170本破損、ほとんどのくい

が破損して傾いているという説明がありました。ということは、地盤そのものが非常によくない

ということではないか。役場、益城中学校、総合体育館、全てくいが破損していますが、総合体

育館のほうは解体が大分進んできているようですが、そのくいの処理はどうなさるんですか。 

 また、そのまま液注か何かして、そのまま固めるのかな。その辺ちょっと分かりませんけど、

ちょっと専門的なことでよく分かりませんが、いずれにしても地盤改良に相当の日数と費用を費

やすことになるんではないかと危惧しているところですが、役場が土地の造成費用だけで２億

5,000万かかる予定になっております。 

 地震に全ての物が破壊され、何から復旧していけばならないか。難しい状況にあるかもしれま



 - 104 - 

せんが、何をどのようにしなければならないか、何から進めなければならないか、しっかりと方

向性を示していかなければ、全てが宙ぶらりんのような感じになって、いつになったらできるの

か、完成するのか、町民は不安を抱いております。いろいろな公共施設について、いついつまで

に復旧しなければならないと示したり、言われたりしておりますが、予定どおり進んでいるのか

お伺いします。 

 それから、役場建設をはじめいろんな事業で検討委員会というのがあるんですが、この役割は

どんな役割をしているんですかね。事業を進めるために多くの意見を聞いて、しっかりしたもの

をつくりたいということの狙いですかね。それにしては、立ち上げる時期というのがちょっと違

うのではないかなと思うんですが。本来ならば、その事業を計画するとき、または何かをしよう

とするときに立ち上げる。そして充実した内容にして進めていく。そうすれば、検討委員会をつ

くった効果が十分に発揮できるのではないかと思います。ところが、いろんな意見が出始めた。

そこでやっと検討委員会を立ち上げ、再度検討し始めるというか、そこで建設場所について判断

をあおいでいく。ですね。役場なんかの場合はそうなんですけれども、役場の建てかえは早く決

まっていたんですけどね。大体建てかえは早くから分かっていたわけですから。そのときに検討

委員会は立ち上げるべきではなかったんですか。場所の選定もそこでしっかりと検討するべきで

はなかったかと思っております。 

 また、益城町新庁舎建設に関するアンケート結果が10月に出てますが、これをどのように取り

扱い方をしたのか、しっかりと取り入れられたのか。でも、結果が10月で、参考資料として間に

合ったんですかね。町民のアンケートもそうなんだけど、何か、とらにゃいかんけん、とるよと

いうような感じでですね、あれですけども。その辺、参考資料になったのかどうか、町長に伺い

たいと思います。 

 それと、区画整理事業についても、今、委員会の立ち上げの話があるようですが、全く何か泥

縄式だと思いますが、そうは思われませんか。このいろいろな検討委員会が、町民のいろんな意

見を交わすためのものであるならば、非常に残念だし、余り意味を持たないと思いますが、いか

がでしょうか。中には、ほとんどが行政の意見を承認するだけというような委員会もあるような

ことを聞いております。委員会は町長の指示でつくっておられると思いますが、その辺どうなん

でしょうか。いろいろな中身について、また２回目で伺いたいと思いますが。 

 次に、県道の４車線化、区画整理事業について伺います。この事業については、いろんなグル

－プや団体の方、地域住民の方からさまざまな意見が出されておりますが、この２事業を進める

に当たって、何か問題はなかったか。あったとすれば、何が問題だったのか。 

 町長は一度、この問題の精査を何回かされたことはありますか。事業そのものは県施行でやっ

てもらえるということで、これは町にとっては大変助かることかもしれませんが、じゃあ、町と

して何をすればいいのか。都市計画の決定、事業認可をとるだけが仕事ですか。そうじゃないで

しょう。この事業がしっかりと進めることができるか見きわめること、そして、この事業を進め

るための準備をしっかりと整えることが町の重要な仕事だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ４車線化について、これについては、野田議員のほうから先ほど質問もありましたが、県道で
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す。地権者との交渉は県のほうがやられるでしょうが、町としてどこまでかかわることができる

のか、かかわっていけるのか。また、地権者の方には代替地を求められる方も多くいらっしゃる

と思いますが、その辺の対応ぐらいは町でやらなければならないと思いますが、町長、どう思わ

れますか。お伺いします。 

 この２事業を進めるに当たって一番大事なことをちょっと怠ってきたのではないかと、そう思

いませんか。とにかく都市計画決定をして事業認可をとるだけに突っ走ってませんか。それも、

議会に責任をなすりつけるような形で、議会から大方の承認をいただきましたので。違うでしょ

う。ここはも議会からではなく、住民から多くの承認をいただきましたからではないんですかね。

そう思いませんか、町長。議会が承認するのは予算ですよ。議会が承認しても関係住民の理解を

得ることができなければ、事業は前に進まないのではないですか。将来のため、それは誰でもそ

ういう思うような話ですよ。でも、今はどうすればもとの益城町を一日でも早く取り戻すことが

できるのか、よく考えて、大変なことだと思いますが、住民一人一人に理解を求めていかないと、

何事も前に進まないと思いますが、町長の考えを伺って、１回目の質問とします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 14番中村議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 なかなか、通告の中身が分かりませんでしたので、１回目はですね、こちらでつくっている、

こうだろうというあれで、お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の御質問ですね、道路、橋梁等インフラの復旧はどの程度進んでいるのかについ

てお答えをさせていただきます。 

 11月末での状況をお答えいたします。町道の査定件数は197件で、発注済みが95件、今年度発

注予定が66件となります。残り36件は、平成30年度発注となります。 

 橋梁の査定件数は20件で、13件につきましては熊本県に復旧工事の委託をお願いしております

が、今年度発注が８件の予定となっておりまして、次年度が５件となっております。その他の橋

梁災害は町で施工予定ですが、周辺の災害復旧工事との発注の調整を図りながら、発注してまい

ります。 

 町管理の中小河川に関しましては、査定を受けております箇所が27件あり、発注済みが20件と

なっております。残りの７件は本年度発注予定となっております。その他の水路につきましては、

緊急度の高い箇所から、順次、復旧作業を行っております。本町が行う水路の復旧工事に関しま

しては、住民の皆様から要望の多い住宅と隣接する水路の早急復旧が課題となっております。 

 上水道の復旧につきましては、98％の発注率となっております。下水道につきましては、被災

延長22キロメーターのうち、15キロメーターについて工事請負契約を締結しておりますが、現場

が竣工した延長は７キロメーターとなっております。 

 災害復旧工事においては、通常３年で事業の完成となりますが、事業採択要件が原形復旧とい

うことで、復興整備事業とは基本的に事業目的が違いますことから、庁内関係課で事業の調整を

図るため、毎週月曜日に連絡会議を行っております。緊急性のある箇所につきましては、復旧事

業を優先させた対応を行っております。町としましては、全力を挙げ復旧に取り組んでおり、９
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月からは任期つき職員も増員し、早期復旧を目指しております。 

 二つ目の御質問の２点目、役場、学校、運動施設など公共施設への復旧への取り組み方法及び

進捗状況についてお答えをします。 

 まず、役場庁舎につきましては、新庁舎建設に係る基本構想が建設検討委員会で承認され、現

在、基本計画案を策定しているところでございます。なお、平成30年１月から解体工事を開始し、

平成32年度から平成33年度にかけて新築工事を予定しています。 

 学校施設につきましては、飯野小、津森小及び益城中央小につきましては復旧済みですが、広

安小、広安西小及び木山中につきましては、現在、復旧中でございます。また、益城中学校につ

きましては、来年度に解体に着手し、平成30年度第４四半期から新築工事を実施する予定でござ

います。 

 学校給食センターにつきましては、平成30年１月から造成工事に入り、３月からの本体着工を

目指しております。供用開始につきましては、平成31年４月からを予定しております。 

 次に、総合体育館におきましては、現在、解体にとりかかっておりますが、平成30年度中の復

旧を目指しているところでございます。 

 また、陸上競技場につきましても、現在、照明設備等の復旧中ですが、トラックなどにつきま

しては、国と設計の協議中でございます。 

 益城町民グラウンドにつきましては、平成30年１月に災害査定を受け、平成30年度中の復旧を

目指しているところでございます。 

 なお、その他の公共施設につきましては、使用目的等が似通った施設もあり、幾つかの施設を

複合化するなどの検討も必要になると考えます。今回、補正予算に公の施設のあり方検討委員会

の委員報酬等も計上させております。議会からも委員をお願いしたいと考えていますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 次に、御質問の３点目、復旧・復興を進める中で、いろんな分野で協議会や検討委員会が設置

されているが、それは復興事業に反映されているのかについてお答えをします。 

 本町におきましては、住民の方との協働のまちづくりを推進しており、本町の施策を推進する

上で、必要に応じて各種審議会等を設置し、住民の方や専門知識を有する方の御意見を参考にし

ながら、町政運営を進めています。復旧・復興につきましても、この考え方に基づいて行ってい

るところでございます。 

 まず、町の復興計画策定におきましても、益城町復興計画策定委員会を設置し、その中に三つ

の専門部会を組織して御審議をいただいたところです。 

 また、熊本地震の記憶を後世に伝える方策につきましても、平成28年熊本地震記憶の継承検討

推進委員会を設置し、これも三つの専門部会を設置し、御審議をいただいているところでござい

ます。その中の一つ、震災記念公園専門部会におきましては、地域住民との座談会の中で議論し

ました内容を受けて、再度、専門部会において審議を重ね、その内容を平成28年熊本地震記憶の

継承検討推進委員会で方針を御承認いただいたところでございます。 

 ほかにも、先ほど申し上げました新庁舎建設検討委員会におきまして御審議いただいた内容を
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取り込んだ形で基本構想を作成したりしております。 

 このように、復旧・復興をすすめるに当たっても、必要に応じ協議会等の御意見をいただきな

がら、復旧・復興事業に反映させていきたいと考えております。 

 次に、御質問の４点目、復興を進める中で、県道４車線化及び木山区画整理事業について、県

主導で事業を進めていただくことは大変ありがたいことだが、この事業に対しての町の対応、取

り組み方についてお答えをします。 

 益城町復興計画では、県道熊本高森線の拡幅と木山地区に都市拠点の機能を持たせる土地利用

の構想が掲げられております。県におきましては、県道の拡幅は発災直後から相談に乗っていた

だきながら、昨年７月に町と議会から要望書を提出、本年２月に都市計画決定、本年３月に事業

認可され、その後、測量設計、用地境界立ち会い、用地買収等が実施されている状況です。 

 木山地区復興区画整理事業も、10月18日に県施行による復興土地区画整理事業実施の要望、11

月10日からの都市計画決定に向けた説明会、11月28日に熊本県施行決定となっております。 

 町の対応、取り組みに関しまして、県道事業は現在、用地交渉を熊本県と合同で行っています。

また、買取り申し出が提出してある箇所を調査して、事業の移転先としての情報を熊本県と共有

しまして、代替地希望者の三者契約による用地交渉にも対応できるよう進めています。また、県

と連携していることとしまして、関係住民、代表者及び町議会代表者からなる都市計画道路益城

中央線連絡協議会を町で立ち上げ、事業内容の説明及び進捗状況等を報告しながら進めておりま

す。 

 木山地区復興土地区画整理事業では、町は用地先行買収などの意向調査を進めており、今後も

町が前面に出ながら、県と共同で協力し合い、この事業に取り組んでまいります。また、この土

地区画整理事業の土地利用計画、街区道路及び公園の位置につきましては、区域内のまちづくり

協議会の意見を聞きながら計画を策定していくこととしております。なお、木山地区復興土地区

画整理事業でも、関係住民代表者からなる仮称益城中央復興土地区画整理事業まちづくり連絡協

議会を立ち上げる予定としており、この協議会は益城中央線と同様に、事業計画の内容説明及び

進捗状況等を報告しながら進めていく予定としております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 中村議員。 

○14番（中村健二君） 少し質問と答弁のほうが、まあ、質問の内容が分からなかったのかどう

か知りませんけどもですね。 

 本当、担当課長がるる書いた文章だったんですけど、町長の気持ちを本当はもっと聞きたかっ

たんですが、少し入れてもらえばありがたかったんですが。 

 協議会の、今度つくる区画整理のほうでも、内容と進捗状況を報告する協議会ですか。そうい

うふうに、今、聞こえたんですけれども、それだって、いろんな事業をスムーズに進めるための

委員会であって、やっぱしそういうものが大事じゃないかと思うんですけど、その辺、ちょっと

今聞きよったら、内容と進捗状況を報告しますとかっていう話だったんですが、それじゃあ何な

のかちょっと意味があんまり分からないような気がします。 

 それから、丁寧に震災公園の管理の方法もお答えいただきました。 
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 役場のあれには、もう新庁舎の基本構想基本計画というのが、これが12月にできたということ

で、検討委員会の報告なのかどっちなのか知りませんが、これを検討していくんじゃあ、検討委

員会とは本当はこれを検討していくのが検討委員会なのじゃなかろうか、それとも最初早目に立

ち上げてするのがどうだったのか、その辺ちょっと分かりませんが、役場、学校についてはです

ね、安全な場所、災害に強い場所でなければいけないことは、町長も十分御承知のことだと思い

ます。役場こそ本当にですね、安全な場所に、復興のシンボルというならば一日も早く建設する

ことが、これが何よりも先にすることが一番大事じゃないでしょうか。学校も急がなきゃならな

いですけども、そういう意味でもですね。 

 この構想の中に３案出てますが、その２案、３案は最初からないような形でつくってあるのか

どうか知りませんが、これ、２案、３案のほうが問題は解決しやすいんじゃなかろうかと思うん

ですね。その辺はどういう判断をされたのか分かりませんが。 

 新庁舎の建設に当たってのアンケートの中で突出して多かったのが、災害時に対応できる災害

拠点機能と十分な駐車場、駐輪場が確保できるということ。とにかくに災害拠点機能というのは、

どんな機能がいいかというのと、それと一番大事なところはというところの両方にこれは出てき

てまして、一番多かったんですけれどね。 

 これはですね、住民の皆さんが今回の震災を教訓として防災に対する考えをしっかりと養って

おられることがうかがえますが、町はこれまで、いろんな動きを見ているとですね、今回の震災

を教訓として本当に生かそうとしているのかどうか、ちょっと見えづらいところがあるんですが、

今回と同じ震度７程度の地震が起きたとき、また今回と同じ対応しかできないのではないかとい

うようなこともちょっと思っております、今のような感じではですね。 

 震災発生から３週間くらいのときだったですかね、町長は覚えとらんだろうと思いますけどね、

町長がどのような、そのとき状況だったかは分かりませんが、町長にお話ししたのは、防災の拠

点、復旧・復興の拠点となる役場を建設する場所を早く確保したらどうですかというような話を

ですね、町長は忘れとるかもしれん。これだけ大震災が起きたんですから、場合によっては新し

いまちづくりを考えていかなければいけないかもしれませんよと私は２回ぐらい、震災が起きて

長くないときでした。健康福祉センターのほうで何かばたばたしているとき、まず、とにかく公

用の土地を早く確保して、まずそれからスタートしないと、なかなか復興は難しいですよってお

話をしたんですが、一議員の言うことですから、忘れられても結構でございますが、現役場の地

盤、敷地全体の形状、広さ考えたら、今回の震災を教訓として生かしているような気がしません

が、町長、どうお考えですか。 

 役場や学校ですね、学校は一日でも早くつくらなければならないと思いますが、現地建てかえ

てなると、解体後のくいの処理、地盤改良などなど、かなりの時間を要するのではないかと思っ

ております。 

 中学校などはですね、場所の確保が難しいなら、グラウンドをかさ上げして、グラウンドのほ

うに、そっちのほうに建てたらどうかなと思いますが、この辺は建設検討委員会が中学校のほう

もありますので、そこで話し合われているでしょうから、一応、そういうことも考えられてるか
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なと思って、ちょっとお話ししたところでございます。 

 そういうことを考えていかないとですね、なかなか前に進むのが遅いような気がしますけど、

町長、順調に行ってるとお思いですか。また、このことについて、町長としてどのような指示を

出されとるか。こういうことしてこうこうせんかと、早くせんかとか、いろんな指示を出された

結果と思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

 それから、木山地区の区画整理についてですが、１回目の質問でも言いましたが、町長、これ、

スタートがちょっとですね、まずかったんじゃないか。当初はまちづくり協議会を各地区につく

っていただき、その地区の考えを上げてもらい、それをもとにまちづくりを進めていくとのこと

だったんですがね、いきなりこの地区は区画整理で整備しますということで、まちづくり協議会

でつくった案は没ですよね。昨日の町長答弁で、20地域でまちづくり協議会ができているという

答弁がありましたが、その後の対応はしっかり、これ、できてるんですかね。まちづくり協議会

で作成した案を町に出しても、何の返事もないような話を聞きますが、どのような対応をなさっ

ているのかですね、その辺をちょっと聞かせていただきたいと思います。 

 何らかですね、こんなことばっかりやってては、一向にやっぱ前に進む気配を感じられないの

は私だけでしょうか。このような中で、木山地区の区画整理事業では、都市計画決定をします、

事業認可をいつまでにとらないと間に合いませんというようなことで、一気に走り出したわけで

すが、阪神・淡路大震災の後の神戸市などでは、幾つもの区画整理が実施されております。その

中でですね、スムーズに行ったところは、まちづくり協議会で徹底的に協議を重ね、住民から大

方の了解を得てからスタートしてます。そして、仮換地をスタートして、それでも仮換地が完了

するまで６年はかかっております。ところが、住民との合意形成を図らないままスタートした地

域は、仮換地終了まで十五、六年かかっております。益城町の場合もそのような感じでスタート

しようとしているんじゃないかなと、ちょっと心配しているところであります。事業認可をとっ

たのはいいが、事業が一向に進まないでは、復興どころか復旧も進まなくなるのではないでしょ

うか。 

 東日本大震災で被災した地域はですね、この区画整理っていうのが、もうここは全然状況が違

いますけれどもね、ここはですね、やっぱり阪神・淡路のこの区画整理を、しっかりその失敗を

踏まえてですね、徹底した住民との話し合い、中にはですね、やっぱ担当課長が１軒１軒家を回

って、１軒１軒っていうか、避難所とかそういうところにおられますんでね、みんな避難されて

いらっしゃるんで、その辺、それを一人一人と言ったほうがいいのかもしれませんけど、回って

説得して、それからスタートされております。なかなかその辺がどうなのか。 

 これはもう私も以前から何回も、本当に一人一人と接して説得しながら、かなりこれは難しい

ですよという話を何回もしてきたんですが、もう益城町の場合はここまで来てしまったからです

ね、町長みずからが先頭に立って１軒１軒を説得して回るぐらいの気持ちがないと、さらに県の

ほうに迷惑をかけることになるんじゃないですか。町長はそれぐらいの気持ちはおありでしょう

か。そうしないとですね、どうも町の前向きの姿勢が見えてきませんですが、その辺をお伺いし

て、ちょっと長くなりましたが２回目の質問とします。 
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○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 14番中村議員の２回目の御質問にお答えします。 

 余りにも質問の項目が多過ぎてですね、まず、役場のほうについてちょっと、場所だったです

かね。 

 個人的には、最初は役場は一番最後かなということで建設は思ってたんですが、いろいろもろ

もろの防災拠点であったりとか、交付税の対象になる期間とか、そこ辺りを考えると、やはり早

目に決めないとということがありましたので。ただ、建設検討委員会のほうで、やはりこの委員

会につきましても、いろんな立場の方が入ってらっしゃいます。やっぱりこれは行政だけつくっ

とってもいい施設はできません。いろんな大学の先生、いろんな立場の方がいらっしゃいますの

で、意見を聞きながらということでやっております。ただ、役場の庁舎についても、これまでの

１町４村の合併とか、そこあたりの全体のまちづくりのバランスだったりも考えなければならな

いかなということで思っておりますので、そこあたりを踏まえて、建設検討委員会あたりが、ま

た、場所的には提案されると思いますので、しっかりと精査をしていただきたいなということで

思っております。 

 ここあたりも、町長のリーダーシップとか、いろいろ先ほども話があったんですが、やはり町

長そのものもしっかり決め事はしていかなければならないというのもあります。ただ、たまたま

総合体育館あたりのリーダーシップで成功したからよかったけど、あれを入れてたらですね、や

はり途中でやめにゃいかんという、そういうのもあったかなと思います。やっぱり、やめて一族

郎党、町民の方たちを追い込んだような町長になるかなということもありますので、しっかりで

すね、またリーダーシップを持ってやっていきたい。 

 それと、まちづくり協議会はですね、おっしゃられたようにですね、やはりまちづくり協議会

がまちづくりに対しては、今度は一番キーパーソンになる。私自身も、まちづくりは町民の方が

主役というのも中で思っております。 

 いつも思ってるんですが、いろいろ提案していただいて、今、提案していただいたのが返事が

ないということで、今、各いろんなまちづくり協議会が提案書が出てきております。これを今精

査して、やはりこれは予算も絡みますので、できること、できないこと、優先順位も出てくると

思います。非常に町には大きな、これも数十億の予算がこれを全部やるならかかるということで、

いろんな補助事業に乗っかるやつ、乗っからないやつ、優先順位もつけなければなりません。そ

こらあたりをやはりやっていかなければということで思っております。 

 とにかく、まちづくり協議会がまちづくりの主役になってるのは、私の中では一番、以前から

町民が主役のまちづくりというのもいつも言っていましたので、そこあたりも一緒になってやっ

ていきたいということで思っております。ただ、まちづくり協議会の方たちにも、やはり町には

予算があると、こういったことも勉強していただいて、全部が全部、出た分が全部やっていくと

いうのもなかなか、精査しながらっていうのは出てくるということで理解していただきたいなと

いうこともあります。 

 それとやっぱり、区画整理事業につきましても、スピードも、一人一人お話をしていくとが、
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当然、一番いいかなと思っております。ただ、うちの担当のほうも、もう二十数回お話をさせて

もらっていると思います。私自身も出向いて話するというのは、一番もともと基本ですので、復

興計画につきましても、21回、1,600名の方と最初からやっていますので、基本スタンスはそう

いった形になってやっておりますので、いろいろなところに出向いてというのは、これはもうど

こでも、町長自身もやりましたように、膝を突き合わせてというのは、これはいといませんので、

そこあたりもですね、しっかり担当のほうとですね、町長が出らやんところはしっかり出ていっ

てですね、やっていきたいということで考えております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 中村議員。 

○14番（中村健二君） 少し質問とはちょっとずれておりますが、ちょっと町長、役場が最後と

思ったと言われたんですけれど、役場は一番でしょう。町民はどこに行きますか、尋ねに。です

ね。やっぱり復旧・復興を目指すのには一番大事なところは、やっぱり役場ですよ。ですから、

安全な場所に早くつくるというのが、まず役場をつくって、それからいろんなところをやってい

かないと、町民もいろんなところにこう、はけ口もないですよ。ですから、そこ辺はちょっと町

長の考え違いだったかなと思っておりますし、まちづくり協議会あたりも、これはですね、それ

は確かにそこそこの希望どおり行けばお金も相当かかって、簡単には行かんでしょうけど、やっ

ぱりしっかりした対応をしてやらないと、まちづくり協議会つくれつくれでつくった、それで、

案を持ち寄ってきたら、ちょっと待っとってくれってそのままほったらかし、何カ月もそのまま

ということになれば、もう住民はこの先どうしていいのかということになります。どんどん再建

もされておりますしですね、ですから、今、木山地区の区画整理の中でも、もう家を建てられた

り、建設の許可を求めておられる方、合わせると六十何件かになっていると思います。そういう

もう家が建ってきよるわけですから、本当に急いで、もし、これを出してくれると思うなら、急

いでやっぱり、いろいろ住民の人たちとすり合わせを行っていかないと、かなり厳しくなるんじ

ゃなかろうかと思っております。要は、するというスタートだけしても、問題はそれができ上が

るか、でき上がらないかなんですよ。途中で頓挫すれば、かえって悪くなってしますわけですか

ら、どうしようもないわけですから。だから、そこを、最後を見据えてしっかりと、大変でしょ

うけど、町長には一肌脱いで頑張ってもらわないと、なかなか進まないんじゃなかろうかと思っ

ております。 

 今回の地震を教訓に、いろんなことをやっていかにゃいかんわけですけども、もうこんな地震

は来るわけないって、心の隅のどっかでちらっと思っちゃ、町長、おりませんでしょうね。 

 これは、阪神・淡路あたりは相当な死者を出しましたね。6,500人を超える死者を出したんで

すが、これはですね、何が原因かというと、行政の怠慢ですよ、これは。だから、今でもたたか

れています、あそこは。だから、そこ辺はちょっと踏まえとってもらわないと、やっぱりあそこ

あたりはですね、もちろん、だから、神戸市の特区なんかちゅうとは、もう安全なところですて、

神戸は花崗岩でできてますんで、地震が来ても大丈夫ですよというような宣伝をして開発をどん

どんやってるんですよ。だから、もちろん市民も当然、自分とこは安全だからという認識があり

ますんで、災害に対する備えとかも全くなかったんです。建設物についてもそうですよ。ほとん
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ど耐震化なんかしていないしですね。その6,500人以上の死者の中の８割は建物の下敷きですよ。

こういうのも、もうちょっと行政がちゃんとしっかりして、これについてはですね、新聞社のほ

うも近々こういうことがありますよということで、１面に載せているんですよ。全然そういうの

はないと、行政のほうはそんなことはないということで、来たっちゃうちは大丈夫というような

考え。 

 自衛隊のほうもですね、京阪地域で震度５、６の地震を想定してですね、被害状況を推定する

調査書というのをつくって、被害を正確に予測して、死者が何人ぐらい出るなというのを全部つ

くってたんですよ。そして、各自治体に協議を提案していたんですが、それが全部無視されてい

たんですね。その辺がやっぱちょっと。ちょっとまた、いわゆる地質学者あたりも、ここには警

告してたんですが、それを無視して、安全という虚偽宣伝で開発を続けていったということが、

この被害を大きくした原因というふうにされております。 

 ですから、やっぱり、これから先はですね、この地震を教訓に、本当に頑強なまちというか、

町民の意識も、町民のあたりをさっき言ったように、自分たちがそういうふうに、安全なものを

つくってくれ、とにかく防災の拠点となるように役場をつくってくれというふうに言われており

ますんでね、その辺は大分認識されて、そういうふうに町民のほうが認識してるんじゃなかろう

かということを思っております。 

 町長、最後に何かありましたら、その辺をちょっとお答え願えればと思っております。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 中村議員の３回目の御質問にお答えします。 

 さっき、ちょっと語弊があったと思うんですが、役場が最後というのは、やっぱり復興段階で、

一番最初の段階ですね、やはり一番役場が、皆さんが一番苦労されているときに役場がいきなり

新しい建物を建てたらどうなのか、そのときはまだ補助が出るとも、そういうのもなかったとき

とにそういった思ってたというのがあったんですが。 

 それとですね、もう来んだろうという話も思ってないかって話だったんですが、実際、私の家

は布田川断層の真上です。ここあたりが一番危険なところにおるかなとは思うんですが、ですか

ら、やっぱりまたあるというのは、二度あることは三度あるというのもありますので、しっかり

と、あったときにないようにというのがやはり、これ以後、被災したときに、こういった状況に

ならないようにというのは、ですから、検証というのもあります。 

 先ほど神戸のほうを言われていますが、そのために区画整理事業であったり、町の４車線化と

いうのがあります。神戸のほうが、何回か行ったことがあると思うんですが、あそこも6,500人

下敷きなんですが、実は火事も、最初は五、六軒火事が起こったと。そこあたりで、あと水が出

ない、水道が出ない、防火水槽がない。5,000棟燃えてしまったということで、恐らく下敷きに

なった方も、やはり炎に包まれたかなと。益城の場合も、消防団が48名は助けたという話がある

んですが、もし火事があってたら、益城は１軒で、安永消防団が必死に消してくれました。そこ

あたりがどうなのかなというのが、それと神戸あたりも断層がなかったっていうことで、やっぱ

りそういう油断もあったかなということで思っております。ただ、神戸については、家の下敷き
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になった方をほっぽっとって火事を消しに行ったら、やっぱり家の中から人がおらすと声が出て、

消防署の職員がＰＴＳＤになったということで、そういったことも聞いております。そして、二

度と起こさないためにということで、神戸では各まち協で水路を引っ張るような形になっており

ます。そういったことで、皆さん方と安心安全なまちをつくるためにやっていきたい。 

 それから、新庁舎の場所は、新庁舎建設検討委員会で既に旧役場敷地内ということで提言があ

っているところです。災害に強い建て方を含めて、来年度基本設計を策定する予定です。地盤地

質調査も来年度実施するし、安全な建て方を参考にやりたいということで思っております。以上

でございます。 

○議長（稲田忠則君） 中村健二議員の質問が終わりました。ここで、暫時休憩いたします。２

時40分から再開いたします。 

                                            

休憩 午後２時30分 

再開 午後２時40分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、宮﨑金次議員の質問を許します。 

 ９番宮﨑金次議員。 

○９番（宮﨑金次君） こんにちは。９番宮﨑でございます。 

 ９番宮﨑が、くしくも一般質問の９人目として、ラストスピーカーとして登場することになり

ました。昨日から同僚議員のすばらしい質問と熱意あふれる町長の答弁におつき合いくださって

いる皆さんも、少々お疲れになっておられることかと思いますけれども、私のほうはなるべく早

く済ませますので、しばらくの間、おつき合いをいただきたいと思います。 

 さて、さきの９月議会では、町の財政状況、仮設住宅の使用期限、そして木山交差点付近の歩

行者の安全確保について質問させていただきましたが、私自身は少しでも町がよくなるようにと

の思いから質問したのですが、いつものことながら、いまだ何の改善もなく、寂しい限り、まこ

とに残念であります。今回も、議会が終われば多分、一般質問のことなどどこかへ吹っ飛んでい

くことになるかとは思いますが、これにもめげず質問をさせていただきます。 

 今回は、町が受けた義援金の現況と我が町が活気を取り戻すための政策についての２点につい

て質問をさせていただきます。 

 では、質問席のほうに移動します。 

 本日も元気いっぱい質問させていただきます。 

 では、まず第１番目の質問である、義援金についてお尋ねします。 

 昨年の熊本地震を受けて、全国から被害を受けた我が町へ心温まる善意の義援金が贈られて、

大変感謝をしているところであります。ただ、一口に義援金といっても、熊本県からいただいた

ものと我が町に直接いただいたものの２通りがあると思いますが、いずれも被災した人たちに有

効に配分されていることと思います。しかし、一部の町民から、町が受け取った義援金は今どう
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なっているのかという質問もたびたび耳にしますので、次の２点について、まず伺いたいと思い

ます。 

 まず１点目は、県と町に区分して、12月１日現在での義援金を受領した総額、そして配分額及

び残ったその残額について。 

 ２点目は、義援金の残額を今後どのように配分しようと考えられているのか。 

 以上２点について、第１回目の質問とさせていただきます。お願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ９番宮﨑金次議員の一つ目の御質問、町が受けた義援金についての１点

目、県と町に区分して、12月１日現在の義援金の受領総額、配分額及び残額と２点目、義援金総

額を今後どのように配分を考えていられるのかについて、お答えをします。 

 熊本地震で被災された方々に対し、全国から多くの義援金をいただいており、大変感謝してい

るところでございます。 

 義援金は熊本県に寄せられ、被災状況に応じて市町村へ配分されるものと町へ直接寄せられる

ものがございます。義援金は、全額を被災された方々へ被災の程度に応じて配分するものでござ

います。 

 義援金の収支状況につきましては、12月１日現在で県から配分を受けたものが44億7,120万円、

このうち44億2,940万円を被災された方々へ配分し、4,180万円の残額があります。また、町へ直

接寄せられた義援金は10億9,065万円で、このうち７億8,381万円を被災された方々へ配分し、３

億684万円の残額があります。いまだ申請手続をされていない方々につきましては、担当課より

個別に案内し、周知を行っているところでございます。 

 また、一般の義援金とは別に、公民館などのコミュニティー施設の再建に役立ててもらいたい

という趣旨で、兵庫県義援金募集委員会から9,016万3,268円の義援金をいただいております。現

在、公民館建てかえ費の助成としまして27件2,112万円の配分を行い、6,904万円の残額となって

おります。 

 町の義援金の受け入れ期限を来年３月末日までとしておりますが、現在も町へ直接お寄せいた

だく義援金は毎月数百万円程度ある状況から、受け入れ期限の延長も検討したいと考えておりま

す。 

 追加配分計画につきましては、県の配分計画を参考にしながら、町義援金配分委員会からの答

申を経て、決定したいと考えております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） １回目の答弁ありがとうございました。 

 ただいまの町長の答弁では、12月１日現在で、義援金県が44億ぐらい、そして、そのうちの大

半がもう配分をされている。町としては、大体10億9,000万ぐらいいただいて、７億円が大体配

分されて、約残りが３億円ぐらい残っていると。こういうことで、配分についても配分検討委員

会のほうで検討された結果に基づいて配分したい、こういうお話でございました。 

 多分町のほうでも、ありがたく慎重に、その善意が被災者に届くようにやっておられることか
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と思いますが、そこで次の質問として、２点ほどお伺いしたいと思います。 

 まず、義援金の状況について、町民から質問されるものですから、町として町民にどのように

その義援金の状況をお知らせしているのか。特に、その連絡手段、その回数等について教えてい

ただきたいと思います。これは課長さんからの答弁で結構でございます。 

 それから、もう１点、前にも伺ったことがあるかもしれませんが、義援金をいただいた人への

感謝の気持ち、これをどのようにお返しされているのか、これも教えていただきたいと思います。

これも課長さんからでも結構でございますので、教えていただければと思います。たしか前回の

折は、対象者が多く現金振込等で相手側が分からない場合も多々あるんで、受領書のみ希望され

る人があれば発行していたと、こういうお話がちょっといただいたことがありますが、現在はど

のようになっているのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ９番宮﨑議員の２回目の御質問にお答えします。 

 義援金の受け入れ、配分の状況が町民の皆さん方に伝わっていないということ、情報の提供が

必要でないかということだと思いますが、まず義援金の受け入れ、配分状況につきましは、受け

入れは益城広報、ホームページにおいて公表しております。それから、配分につきましては、平

成29年４月号広報で公表しているところです。今後、追加配分計画を決定しまして、被災者への

皆様への配分を行えば、速やかに公表することとしております。 

 それから、お礼状ですね、義援金に対するお礼状につきましては、現在、義援金につきまして

は、約１万2,500件の個人や団体からお寄せをいただいております。その中で、受領書の受け取

りを希望された1,600人は手書きでお礼文を書いていますが、現状では全ての方々にはお礼状を

出せていない状況でございます。義援金の受け入れ窓口は、肥後銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行

に開設しておりますが、送金された方々の住所が分かりますのはゆうちょ銀行のみですので、町

のホームページにおいて、お礼の文章は現在掲載しておるところです。しかしながら、大切な義

援金をいただいた方々への感謝の意を尽くすためにも、今後は町の復興状況等を記載するなど、

心のこもったお礼状にすることや新聞掲載など、ほかの方法も検討したいと考えております。以

上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） 第２回目の答弁ありがとうございました。 

 大体、状況はよく分かりました。ただ、答弁がありましたようにですね、義援金についても、

町民への知らせる情報、これはですね、町が使えるあらゆる連絡手段を使ってですね、例えば、

今、町長が言われましたように、ホームページとかですね、復興ニュース、その他新聞、あらゆ

る手段で、これでもか、これでもかというぐらいの気持ちでですね、情報として連絡したほうが

町民のほうには伝わるんじゃないかと、こういうふうに思います。そして、そうあるべきだと私

は思います。 

 また、義援金を贈っていただいた人に対してはですね、金額の差にかかわらず、努めて懇切丁

寧に感謝の気持ちを伝えるべきだと思いますが、なかなかですね、その伝える手段、これが限定
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される場合もあるかと思いますけども、何らかの形でですね、今、こういう形で町民に配分をし

たというようなやつがですね、あらわせれればいいのかなというふうに思います。担当者もいろ

いろとですね、忙しいとは思いますけれども、これは本当に町に対してですね、温かい気持ちで

贈っていただいたんですから、それを酌んで、ぜひ向こうに伝わるように、よろしくお願いをし

たいと思います。 

 それから、１問目の最後の今度は質問になるわけなんですけれども、町では義援金の配分委員

会か配分検討委員会か何かをつくっておられるようなんですが、その委員会の活動状況について

伺いたいと思います。 

 まず、これまで何回ほど開催されて、次はいつごろされる予定なのか。どうもこのあたりが

我々に伝わってまいりません。その点をよろしくお願いします。 

 それから、もう１点はですね、その義援金についての監査、これはどういう形でやっておられ

るのか。最後の質問は、義援金の配分委員会の活動状況と義援金の監査について、どういう状況

になっているのかをお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ９番宮﨑議員の３回目の御質問にお答えします。 

 義援金配分委員会をどのような目的で設置し、検討がなされているということで、回数あたり、

回数的には１回ということで。回数的には後ほど、担当課長から示させます。 

 益城町に寄せられた義援金については、適正な配分計画を検討するために、住民代表を含めま

した９名の委員で構成する災害義援金配分委員会を設置をしております。昨年９月21日に第１回

益城町災害義援金配分委員会を開催しております。この委員会において、被災区分ごとの配分額

と半壊以上を配分対象とする熊本県の配分計画に対し、益城町では一部損壊の世帯も対象とする

よう答申をいただいております。その後、当該委員会のメンバーを議会からの要請もあり、追加

配分計画に広く住民意見を反映させる目的で、町議会議員の２名を加えた委員構成と改めさせて

いただいております。 

 それから、義援金の監査についてでございますが、先ほど申しましたとおり、町へお寄せいた

だいた義援金は約10億9,000万ありますが、確かにこれまで監査を行っていただいてはおりませ

ん。町にいただいた大切な義援金ですので、間違いがあってはいけませんので、今後、例月検査

時などに、多忙とは存じますが、監査委員さんにお願いし、監査を実施することに向けて、早急

に検討したいと考えております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 姫野生活再建支援課長。 

○生活再建支援課長（姫野幸德君） 生活再建支援課の姫野です。９番宮﨑議員の質問にお答え

します。 

 現在まで何回配分委員会を開催したかということですけど、先ほど町長の答弁にもありました

ように、９月22日１回のみです。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） 第３回目の答弁ありがとうございました。 
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 ただ、義援金配分委員会は１回目しか開かれてないということですね。ちょっとびっくりしま

したけども、目的がなければ開く必要はないかもしれませんけど、やはりこれはですね、あんま

り、何らかの形でですね、皆さんに知らせる意味にもおいて、それからいろんなことをもっと検

討しないといかんことがあるような気がしますけども、今後、十分気をつけていただければと思

います。 

 なお、今、答弁でありましたけれども、せっかく善意でいただいた義援金を被災した町民のた

めに有効に配分するとともに、それらの情報をできるだけ町民に伝えていただくようお願いをい

たしまして、次の活気あふれる町を取り戻すための政策についての質問に入らせていただきます。 

 さて、これからが本題です。皆様も感じられておられる人もあるかと思いますが、我が町は熊

本地震から１年と８カ月が過ぎ、倒壊家屋もほとんど撤去され、道路や下水道にもかなりの復旧

作業がなされ、何よりも新築の家があちらこちらで見られるようになりました。ともかく、集落

内も少しずつ整備がされ始めたきょうこのごろではありますが、何かいま一つ、復旧・復興の勢

いというか、活気が感じられないような気がしてなりません。人によっては、町の復旧・復興は

これからだから、これから活気が出るよと言う人もおられますが、私としてはどうしても心配し

てしまいます。 

 そこで町長に、町民の活気あふれる生活を取り戻すための政策をどのように考えられているの

か、これをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ９番宮﨑議員の二つ目の御質問、町民の活気あふれる生活を取り戻すた

めの政策をどのように考えられているのかについてお答えいたします。 

 震災発生直後は、避難所の運営や応急仮設住宅の建設などを優先したこともあり、仮設店舗な

どの整備支援が出遅れた点もございますが、テクノ仮設団地の仮設店舗につきましては、イオン

の出店に合わせるように仮設店舗を建設し、その後は、木山仮設店舗の整備も進めてきたとこと

ろでございます。 

 また、少しずつではございますが、町内におきまして、活気あふれる活動も生れてきておりま

す。応急仮設団地では、自治会を中心に関係者の協力を得ながら、団地内の親睦や見守りなどを

行っておられ、メディアに取り上げられる活動をされているところもあります。このような応急

仮設団地での活動を生活再建後の各地域においても継続されることで、活気あふれる地域になる

ものと考えています。 

 また、震災以前から各地域で実施されていた行事や催しも、町復興への強い思いを持って、そ

れぞれの地域で再開されています。例えば、彼岸花祭りや砥川の獅子舞、そして津森神宮のお法

使祭をはじめ、これまで各地域において行われていた行事も再開されています。さらには広崎地

区の権現社鳥居再建のように、鳥居再建に当たり、過去の資料を調べ、名称を新たにする活動や

木山神宮の獅子舞など新たな活動も生れています。 

 ほかにも、各地区に設置されているまちづくり協議会においては、みずからが住んでいる地区

を見詰め直し、住みよい生活環境を実現するために、まずは道路や公園などの社会インフラを中



 - 118 - 

心としたまちづくりを検討されています。このような活動を一つ一つ積み重ねていくことで、町

民の活気あふれる生活を取り戻すことができるものと考えます。 

 町の行事につきましても、昨年は震災直後で中止せざるを得なかったジョギングフェアも、本

年は５月14日に開催し、多くの方に参加をいただきました。夏祭りは、例年会場としています町

民グラウンドが被災していますことから、形を変えて、グランメッセで秋祭りを行ったところで

ございます。気ままにスポーツ・健康フェスタにおきましても、10月８日に形を変えて、テクノ

リサーチパークで開催したところでございます。 

 このように、従来の場所や形を変えることはあっても、復興への強い思いとともに、町民の皆

様の熱い思いに応えるためにも、活気あふれる政策を進めていきたいと考えておりますので、議

員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） ただいま町長からですね、活気あふれる生活を取り戻すための政策とい

うか、行事というか、について、お答えをしていただきました。 

 応急仮設の話、それから各地域での行事の話、神社、町の行事の話。こういうのもですね、当

然、町民の活気あふれる一つではあろうかと思うんですけれども、もう少し政策的に大きな意味

でですね、町長という立場でですね、町を考えてやったらという感じがしますので、私は次のよ

うに思っています。 

 まず、少し角度を変えてですね、町の活気を失っている原因について考えてみたいと思います。 

 熊本地震で大きな被害を受けた我が町に対して、国や県から本当に温かい御配慮がなされてお

り、このことについては、先輩議員たちもおっしゃっておられたように、私も心から感謝をして

おります。 

 しかしながら、熊本地震発生以降の町の復興の流れを他町村と比べると、たとえ被害が大きか

ったとはいえ、復旧・復興のスピードが余りにも遅過ぎています。これはどこに原因があるのか

と言えば、私は二つあると思います。 

 まず一つは、我が町の施策が、国や県に余りにも頼りっきりで、それがため、どうしても国と

の調整に時間がかかってしまう。遅れてしまっているような感じがします。 

 二つ目は、この非常事態というのに、業務処理がどちらかというと積み上げ方式で、町長のリ

ーダーシップが発揮されていないがために時間がかかってしまっているように感じます。今回の

ような有事・非常時には、最高責任者が自己の責任と権限で迅速に状況判断をして、業務をてき

ぱきと処理させていくことが最も必要であると思います。地震発生以降の我が町の業務を見てい

ると、とても時間がかかり、他の町村に比べて、物によっては半年、どうかすると１年くらい遅

れている感じを受けます。 

 このため、当然、町に活気は生まれませんし、むしろ沈滞してしまっている感じさえ受けてし

まいます。特に、国や県の施策を我が町へ反映させる場合は、これをいかに我が町にアレンジし、

そしゃくをすれば、我が町に適合するのかとの考え方が特に欠けているように感じます。つけ加

えて言えば、今、町として何をしなければならないのかを、足を棒にしてでも、目を皿のように
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してでも、また多くの町民の話を聞くことによって、本当に我が町に合った施策を行うべきであ

ると思います。例えば、木山の区画整理の事業や益城中央線拡幅等のせっかくの事業が、なかな

か町民のものになっておらず、とても町の活気につながっているとは考えられません。 

 町長が昨日の答弁でも積極的に中央官庁に行っていろいろとお願いをされているようですが、

お願いするということはいいとしても、私が懸念するのは、町の状況、特に町民が今何を欲して

いるか、もしこの事業を町で行ったらどういう状況になっていくのかなどの分析やシミュレーシ

ョンができていないことで、町民がついていけず、いまいち活気の元になるやる気さえ起きてい

ないのではないかと心配をしています。もちろん、町長以下それなりに頑張っておられることは

承知しておりますが、繰り返して申しますが、ただただ国や県の言いなりになって町の事情や状

況に応じた修正がなされないがため、町民に必ずしも受け入れられていない感じを受けてしまい

ます。 

 この点から、２回目の質問は、昨日の答弁の中で、町長が町の復旧・復興が頭から離れないと

いうような表現をされておられましたので、今、町民が復旧・復興の上で一番望んでいることは

何であると町長は思われているのかについてお伺いしたいと思います。 

 質問を繰り返します。今、復旧・復興に当たって町民が一番望んでいることは何であると町長

は思われますか。よろしく御回答をお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） 宮﨑議員、２回目の御質問にお答えをします。 

 いろいろてきぱきと進んでないとか、いろいろお話があったんですが、やはりそこにはやっぱ

り人の不足であったりとか、お金の問題とか、やはりどうしても積み上げなければ、最終的には

町に損害を与えてくる、これが活気をなくしていくこともなるかなと。医療、介護、福祉、教育、

いろいろお金が要るところもありますので、ただ、国、県にお願いするというだけじゃなくて、

こういったことをやりますと言って、提案という形でやっていく部分もかなりありますので、そ

こあたりは御理解いただきたいと。 

 そして、今、町民が何を、皆さん方が望んでおられるかというのは、皆さん方も一緒かなと思

いますが、やはり現状の、まだ2,800世帯、7,500名の方がもとの生活に戻れていません。やはり

生活再建が一番大事かなということで、私は考えております。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） 答弁ありがとうございました。大体そんなところかなと予想しておりま

したけれども、ありがとうございました。 

 住民がですね、今一番、今望んでいるちゅうのはですね、やっぱりスピードある復旧だと思う

んですよ。復旧・復興ですよね。スピード感なんです。なるべく早く、それをやっぱり一番望ん

でおられると思うんですよね。ですから、このスピード感だけはですね、やっぱり頭の片隅に置

いて、いろんな業務をやるとき、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 引き続き、町の活性化を図るために必要なことについて、二つのことを申し上げたいと思いま

す。 
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 まず一つは、町民お一人お一人で自分で何とかしようという気概がですね、少し抜けてるよう

な気がします。この問題はなかなか微妙な問題ではありますけれども、これまで被災者支援とい

う名のもとに、何でもかんでもお手伝いをし、支援をしてきた。そして、それが当然であるとい

う風潮が、何か生まれたような気がするんです。これが、ある種の町の活性化を阻害してきたよ

うな感じがします。確かに老人や弱者と言われる人たちを、何らかの方法で援助しなければなら

ないとは思いますが、助けなくとも自分で自立できる人まで手を差し伸べると、人間どうしても

楽なほうに向かうことになり、それが消極的な方向に進んでしまい、活性化に逆行してしまうん

じゃないかと心配をします。私の経験上、人間にはある程度の経済的、時間的制約、特にプレッ

シャーをかけなければ、なかなか前に進まないという信条であります。前に進めることに成功す

れば、自然と活性化につながってまいります。 

 さらにもう一つは、町の財政問題であります。平成33年ころから財政状況は厳しくなると見積

もられており、昨日の町長の答弁でも、厳しくなる町の財政を予想して業務を見直していくとの

言葉や引き続き国に支援をお願いすると述べられておりましたが、国がそう簡単に町の要望に応

じてくれるとは思えません。多分、町としてそれ相応の努力をしないと国の支援はまず無理だと

思います。多分、申しわけないんですが、職員上がりの西村町長には、町の財政に大なたを振る

うというのはなかなか難しいと思います。しかし、町としては早急に財政上から組織を含め抜本

的見直しの準備をしていく必要があると思います。それによって、これから益城町を背負う子ど

もたちにできるだけツケを残さないようにしていくことが私たちの使命、こういうふうに思いま

す。 

 そこで、最後の質問として、町の活性化の裏づけとなる町の財政状況を改善するための町長の

考え方についてお伺いをします。 

 今考えられている範囲で結構ですので、町の財政改善策について、町長の思っておられること

を教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 西村町長。 

○町長（西村博則君） ９番宮﨑議員の３回目の質問にお答えします。 

 確かに、行政に頼り過ぎということで、頼らない方たちこそやっぱり再建が早かったように思

います。行政の世話になるかとか、そういった方たちのほうが軒先で暮らされているとか、そう

いった方たちは再建が早いなということで思っております。 

 それから、財政のほうについてもですね、当初、東日本の首長さんたちから、町長、金は心配

するなと、おるだけで国から出るという話があったんですが、そうかなということで、頭の中で

はずっと考えてたんですが、やっぱりちょっと用心してやってきたんですが、やはり今230億と

いう負債というかですね、足りない分が出てくるということで、財政状況も皆さん方にも話をし

たとおり、６億から10億不足するということで、確かに、今、プロジェクトチームあたりも組ん

でですね、やはり滞納あたりの対策もやってきております。 

 職員あたり、意識も変えてもらうというこということで、いろんな手だて、補助金がたくさん

あります。ここあたりがやはり、この状況になって、とにかく補助金を見つけ出して、同じ事業
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でもなるたけ単独事業ではやらないようにということで、みんな目の色を変えてやってもらうと

ころであります。 

 それとですね、私自身も先ほど言いましたように、やはり国のほうに、ただお金をくださいと

言っても、国は全然くれません。やはりこれは、今の状況、全体の状況、バランスを見て、そし

て、こういった方向で益城としてはやっているというのも、ここがやはり、230億というのは非

常に大きな数字になりますので、いろんな手だて、いろんな省庁、各省庁からいろいろあります。

でも、そこあたりに行って、やっていきたいということで思っております。 

 それともう一回、行財政改革あたりを見直して、事業の先送りも、凍結、そこあたりも出てく

ると思います。とにかく身を切る覚悟でまたやっていきたいということで思っております。以上

でございます。 

○９番（宮﨑金次君） ありがとうございました。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑金次議員の質問が終わりました。 

 これで、本日予定されました一般質問が全て終了しました。これにて散会いたします。 

                                            

散会 午後３時15分 
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  日程第２ 議案第102号 工事請負契約の締結について 
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  日程第４ 議案第104号 工事請負契約の締結について 
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８．欠席議員（０名） 

                                            

９．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

議会事務局長   堀 部 博 之 

                                            

10．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長   西 村 博 則 君    副 町 長   向 井 康 彦 君 
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教 育 長   酒 井 博 範 君    政策審議監   永 田 清 道 君 

会計管理者   髙 森 修 自 君    総 務 課 長   中 桐 智 昭 君 

企画財政課長   藤 岡 卓 雄 君    生活再建支援課長   姫 野 幸 德 君 

税 務 課 長   緒 方   潔 君    住民保険課長   森 部 博 美 君 

こども未来課長   坂 本 祐 二 君    健康づくり推進課長   後 藤 奈保子 君 

福 祉 課 長   木 下 宗 徳 君    福祉課審議員   深 江 健 一 君 
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下水道課長   水 上 眞 一 君 

                                            

開議 午前10時00分 

○議長（稲田忠則君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻に達しましたので、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は皆さんのお手元に配付してありますとおり、常任委員長報告、採決、その他とな

っております。 

                                            

 日程第１ 常任委員長報告 

○議長（稲田忠則君） それでは、日程第１、常任委員長報告を議題といたします。 

 まず、総務常任委員会報告、坂田みはる委員長。 

○総務常任委員長（坂田みはる君） 皆様、おはようございます。総務常任委員会報告をさせて

いただきたいと思います。 

 総務常任委員会報告書。平成29年第４回益城町議会定例会において付託された下記事件につい

て、次のとおり審査結果を報告します。 

 １、事件名。議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）中、歳入、歳出（総

務常任委員会関係）、議案第92号、益城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第96号、益城町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第97号、益城町平成28年熊本地震復興基金条例の制定について、

議案第100号、益城町課設置条例の一部を改正する条例の制定について。 

 ２、審査経過。①付託年月日。平成29年12月12日。②審査状況。平成29年12月15日午前10時か

ら、役場仮設庁舎総務常任委員会室において、全委員出席のもと、当委員会に付託された議案の

審査を行った。また、12月18日午前10時から、全委員出席のもと、下小谷地区太陽光発電所工事

現場（仮称）及び杉堂地区災害復旧状況を視察した。 

 ３、審査の内容と結果。①審査の結果。議案第86号ほか４件、当委員会に付託された議案につ
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いて執行部から説明を受け、慎重審査の結果、議案第86号、議案第96号、議案第97号及び議案第

100号については、原案のとおり全会一致で可決・認定することに決定した。議案第92号につい

ては、原案のとおり賛成多数で可決することに決定した。 

 ②審査の主な内容。議案第86号については、地方交付税、公の施設のあり方検討委員会、消防

署救助工作車用器具購入費、震災遺構仮保存業務委託料等についての質問があり、担当課長から

詳細な説明を受けた。議案第92号については、近隣自治体の状況等について、担当課長から詳細

な説明を受けたが、一部の委員から、来年３月まで待つべきではないかとの意見があった。議案

第96号については、現在の任期付職員の人数と今後の見通しについての質問があり、担当課長か

ら詳細な説明を受けた。議案第97号については、この基金の運用についての質問があり、担当課

長から詳細な説明を受けた。議案第100号については、来年度からの事務分掌についての質問が

あり、担当課長から詳細な説明を受けた。 

 ③視察の結果と意見。視察した現場のうち、下小谷地区太陽光発電所工事現場（仮称）につい

ては、現地において工事を請け負った九電工より、敷地面積９万平方メートルに２万8,160枚の

パネルが設置され、完成すれば、2,100世帯分の１年間の電気の供給が見込め、来年８月１日運

用開始予定との説明を受けた。 

 杉堂地区災害復旧状況については、現地において被害状況を確認し、担当課より受益者負担金

のない大規模盛土造成地滑動崩落防止事業で施工することが可能となり、事業が進めやすくなっ

たとの説明を受けた。 

 以上、総務常任委員会の審査結果を報告します。平成29年12月19日、総務常任委員長坂田みは

る。益城町議会議長稲田忠則殿。 

 以上をもちまして、総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（稲田忠則君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

 次は、福祉常任委員会報告、松本昭一委員長。 

○福祉常任委員長（松本昭一君） おはようございます。福祉常任委員会の報告をいたします。 

 福祉常任委員会報告書。平成29年第４回益城町議会定例会において付託された下記事件につい

て、次のとおり審査結果を報告します。 

 １、事件名。議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）中、歳出（福祉常任

委員会関係）。議案87号、平成29年度益城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。議案第

88号、平成29年度益城町介護保険特別会計補正予算（第３号）。議案第91号、平成29年度益城町

水道事業会計補正予算（第３号）。議案第101号、指定管理者の指定の期間の変更について。 

 ２、審査経過。①付託年月日。平成29年12月12日。②審査状況。平成29年12月15日午前10時か

ら、役場仮設庁舎福祉常任委員会室において、全委員出席のもと、当委員会に付託された議案の

審査を行った。また、12月18日午前10時から、全委員出席のもと、益城町町民憩の家、益城町水

道センターを視察した。 

 ３、審査の内容と結果。①審査の結果。議案第86号ほか４件、当委員会に付託された議案につ

いて執行部から詳細な説明を受け、慎重審査の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決
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定した。 

 ②審査の主な内容。議案第86号については、地域ふれあい交流館の解体に伴う基礎くいの撤去

や費用負担についての質疑があり、費用を抑えるために基礎くいは撤去せずに残す方向で検討し

ている。また、とんとんについては、平成30年３月末までＪＡ益城支所を無償で借用しているが、

それ以降も継続して借用を検討していく旨、担当課長より説明を受けた。議案第87号については、

第三者損害賠償金についての質疑があり、第三者行為による損害賠償請求事務を国保連合会へ委

任し、第三者である加害者へ請求するものである旨、担当課長より説明を受けた。また、一般被

保険者診療報酬の増についての質疑があり、当初、平成29年２月末までとしていた一部負担金免

除期間を９月末まで延長した影響であると担当課長より説明を受けた。議案101号については、

委託費や修繕費などの費用負担について質疑があり、委託費は最安価である今年度と同額程度と

考えている。修繕費については、災害に伴う補修は町負担になるとの説明を担当課長から受けた。

議案第88号、議案第91号については、特段の質疑はなかった。 

 ③視察の結果と意見。視察した現場のうち、益城町町民憩の家については、現地において指定

管理者より被災箇所及び施設老朽箇所の説明を受け、復旧状況を確認した。益城町水道センター

については、第３水源地災害復旧箇所を視察した。担当職員より説明を受け、井戸ケーシングの

周りを確認し、復旧に当たり難工事が予想されることも確認した。 

 以上、福祉常任委員会の審査結果を報告します。平成29年12月19日、福祉常任委員長松本昭一。

益城町議会議長稲田忠則殿。 

 以上で、福祉常任委員会からの報告を終わります。 

○議長（稲田忠則君） 福祉常任委員長の報告が終わりました。 

 次は、建設経済常任委員会報告、荒牧昭博委員長。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） おはようございます。建設経済委員会報告をいたします。 

 建設経済委員会報告書。平成29年第４回益城町議会定例会において付託された下記事件につい

て、次のとおり審査結果を報告します。 

 １、事件名。議案第86号、平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）中、歳出（建設経済

常任委員会関係）。議案第89号、平成29年度益城町公共下水道特別会計補正予算（第３号）。議

案第90号、平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。議案第98号、益城

町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第１項の

規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について。議案第99号、益城町都市

公園条例の一部を改正する条例の制定について。 

 ２、審査経過。①付託年月日。平成29年12月12日。②審査状況。平成29年12月15日午前10時か

ら、建設経済常任委員会室において、全委員中５名出席のもと、当委員会に付託された議案の審

査を行った。また、18日午前10時から全委員中５名出席のもと、災害公営住宅建設予定地（砥

川・福原・田原の３地区）、特定環境保全公共下水道事業工事現場（上陳地内）、町道城ケ峯芭

蕉線災害復旧工事現場（杉堂地内）の視察を行った。 

 ３、審査の内容と結果。①審査の結果。議案第86号ほか４件、当委員会に付託された議案につ
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いて執行部から詳細な説明を受け、慎重審査の結果、いずれも原案のとおり全会一致で可決する

ことに決定した。 

 ②審査の主な内容。議案第86号については、８款土木費４項都市計画費１目都市計画総務費の

９節旅費について質疑があり、120万6,000円の増額補正は、益城中央土地区画整理事業に係る県

外の地権者への用地交渉のためとの説明を受けた。同じく１目都市計画総務費の19節まちづくり

協議会運営補助金について、新たに立ち上げるまちづくり協議会６地区への補助金５万の使途等

について質疑があり、各協議会の事務費に対し、補助するものとの説明を受けた。４項都市計画

費の６目土地区画整理費については、13節益城中央土地区画整理事業測量業務委託料において、

先行買収に係る土地も含め、区域全体を一筆調査するよう提案があった。同じく６目土地区画整

理費19節益城中央被災市街地復興土地区画整理事業負担金について、地権者が町有地を代替地と

して希望された場合の町の対応について質疑があり、行政財産の代替用地としての取り扱いにつ

いては、個別に検討が必要との回答であったため、本議会において町の対応方針について回答す

るよう要望があった。議案第89号については、１款事業費１項公共下水道費１目公共下水道費の

13節下水道認可区域変更業務委託料について質疑があり、区域変更は給食センター建設に伴うも

のであるとの説明を受けた。議案第90号については、特段の質疑はなかった。議案第98号につい

ては、第３条の区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合について質疑があり、環境

施設の敷地面積等の割合を町条例で変更することができるのか確認があった。議案第99号につい

ては、益城町の都市公園の箇所数等について質疑があり、益城町には71カ所あり、今回の条例改

正に伴う公募対象公園施設に該当すると思われる公園は、総合運動公園を想定しているとの説明

を受けた。 

 ③視察の結果と意見。災害公営住宅建設予定地においては、担当課より、建設戸数や整備スケ

ジュールについて説明を受け、整備の際には新しいコミュニティの形成や高齢者等に配慮したも

のとすること、また、一般道路への出入り口など車両等の安全確保にも留意し、一日も早く恒久

的な住まいが提供できるよう要望があった。特定環境保全公共下水道事業工事現場では、担当課

より工事の概要等について説明を受け、進捗状況を確認した。なお、視察した工事現場において

は、車両の通行は時間規制で全面通行どめの措置がとられていたが、歩行者等もあわせた二次災

害等の防止については、安全対策を徹底するよう意見があった。町道城ケ峯芭蕉線災害復旧工事

現場では、担当課より用地の取得予定地と工事の概要等について説明を受け、早期に用地取得を

行い、復旧工事に際しては、安全対策に配慮し、二次災害等の防止に十分留意するよう意見があ

った。以上、建設経済常任委員会の審査結果を報告します。 

 以上で、建設経済常任委員会の報告を終わります。 

○議長（稲田忠則君） 建設経済常任委員長の報告が終わりました。以上で各常任委員長の報告

を終わります。 

 質疑に入ります前に、議員各位に申し上げます。 

 委員長報告に対する質疑は、益城町議会会議規則第50条及び益城町議会の議会運営に関する申

し合わせ先例に従い、審査の経過と結果に対する疑義に限られます。また、発言は簡明にお願い
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いたします。 

 それでは、これより各常任委員長報告に対する質疑を許します。 

 各常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

 ２番下田利久雄議員。 

○２番（下田利久雄君） おはようございます。２番の下田でございます。 

 総務委員長にお伺いいたします。 

 議案第86号、益城町一般会計補正予算書（第６号）、ページ12ページですね。17款県支出金２

項の県補助金１目総務費県補助金１節の総務費補助金、熊本地震復興基金交付金の中で17億

4,876万6,000円の交付がなされておりますが、この使い道についての質問はありませんでしたか。

お伺いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 坂田総務委員長。 

○総務常任委員長（坂田みはる君） ２番下田議員の御質問にお答えします。 

 17億3,900万円の使い道についての質問はなかったかということでございましたけれども、そ

の説明を受けまして、どのように使っていくかというようなお話は出ておりました。 

 済みません。ちょっとお待ちくださいね。失礼しました。ちょっとお待ちくださいね。済みま

せん。 

 今回、特別交付税の中に県の細かい規定があるというようなお話も説明を受けまして、被災者

支援にできるだけ使えるような形をというような話も出ておりました。それから。 

 失礼しました。ちょっと。 

 済みません。ちょっと。申しわけないです。 

 こちらのほうは交付金ということで。ありました。済みません。もともと原資は特別交付金と

いうことで、使い道についていろいろ県と協議をしたけれど、できないということがあるという

ことで、なかなか自由に使えないということがありまして、そういうふうに説明を受けておりま

す。質問のほうでは、できるだけ有効に、せっかくお金をいただいているのもあるので、有効に

使っていただきたいというような委員からの提案などもございました。済みません。以上でござ

います。 

○議長（稲田忠則君） 下田議員。 

○２番（下田利久雄君） 今の回答では、なかなか使いづらいような感じを受けましたので、今

後どのようにされるのか、町としてのそういう質問はございませんでしょうか。あったでしょう

か。 

○議長（稲田忠則君） 坂田総務委員長。 

○総務常任委員長（坂田みはる君） ２番下田議員の２回目の御質問にお答えします。 

 これまでに県のほうから53の事業に対して使えるようにといういろいろな内容で来ておりまし

たので、それ以外で見つけていくというのが大変難しいというようなところもありましたけれど

も、県としっかりと相談をしながら、町民の皆様に役に立つような使い道を考えていこうという

ことの御意見などもございました。以上でございます。 
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○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

 ９番宮﨑金次議員。 

○９番（宮﨑金次君） おはようございます。９番宮﨑です。 

 まず、福祉常任委員長にお尋ねをします。今回の委員会の中で、議案第86号、益城町一般会計

補正書（第６号）中、20ページ、３款民生費２項児童福祉費１目の児童福祉総務費13節委託費地

域ふれあい広場交流館の解体について検討された話し合いの中で、一つは、とんとんについて、

ＪＡの施設を借りて運営をされるということなんですが、町の絡みについて何か話し合いはあっ

たでしょうか。話し合いは出たでしょうか。 

 それから、この解体される地域ふれあい交流館の解体について、何か今回起債ができないとい

う説明があったそうなんですが、その細部について教えていただければありがたいと思います。 

 続いて、建設経済常任委員長にお尋ねをします。 

 同じく議案第86号のページ27ページ、８款土木費４項都市計画費６目の土地区画整理費の中の

13節委託料益城中央土地区画整理事業測量業務委託料について、これについてどういう話が出た

のか教えていただきたいと思います。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 松本昭一福祉常任委員長。 

○福祉常任委員長（松本昭一君） ９番宮﨑議員の１回目の質問にお答えします。 

 地域ふれあい交流館のとんとんについてですね。ＪＡ益城を今、借用しているということで、

無償で借りているということですけど、一応３月までですけど、これからもまたＪＡと話し合い

をしながらお願いをしていきたいということでございます。 

 それと、地域ふれあい交流館の基礎くいは起債はできないということで、単費で考えていると

いうことでございます。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 荒牧昭博建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） ９番宮﨑議員の御質問にお答えします。 

 27ページの益城中央土地区画整理事業測量業務委託について、どういう話があったのかという

ことですけども、質問はですね、提案となるが一筆調査をぜひしていただきたいと。今、一筆調

査をやるやらないがあるとは思うが、やるなれば、区域全域をですね、地籍調査として進めてい

ただきたいと。こういったような質問に対して、提案ということで、執行部からの回答はあって

おりません。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 宮﨑議員。 

○９番（宮﨑金次君） それぞれの委員長から１回目の回答をいただいたんですが、ちょっと分

かりにくいことがありましたので、２回目の質問をいたします。 

 まず、地域ふれあい広場交流館ですけども、これもとんとんがＪＡで、ＪＡの施設関係ですね、

引き続いて運営をすると。ＪＡもそれを望んでいると。まあ、こういうことなんですが、町とし

て何かＪＡにですね、全てをおんぶに抱っことこういう形で行くのか。それとも、町として何ら

かの形で援助していくのか、ここをちょっと聞きたかったんですよ。 
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 それから、解体についてはですね、くい、くいについては確かに起債はできないんでしょうけ

ど、全体としてどういう形で解体をされて、その中で本当に起債行為ができない部分がどこだと

いうのを明確に教えてもらいたいと思います。分かる範囲でよろしいんですが、よろしくお願い

をします。 

 それから、益城中央土地の区画整理事業の話なんですが、これは皆さんも御承知のように、区

画整理、これをどうやって早く進めていくかという、一つのやり方としてですね、多分こういう

測量とか、こういうのが上がってきたんだろうと思うんですが、それをどういう形でですね、進

めていけば、どこがネックになって、どこをどういうふうに改善していけば、現場の区画整理が

早く進むか。ここらあたりについて何か話が出たのか、出なかったのかというところを再度教え

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 松本昭一福祉常任委員長。 

○福祉常任委員長（松本昭一君） ９番宮﨑議員の２回目の質問にお答えします。 

 とんとんが今ＪＡ益城を借りて運営しているということで、今のところ３月までとなっており

ますが、それ以降もまたＪＡのほうにお願いしていくことになるということでございます。 

 それと、くいは起債はできないということでございますので、くいの撤去はですね。そういう

ふうに説明を受けております。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 荒牧昭博建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） 宮﨑議員の２回目の質問にお答えします。 

 これは区画整理の測量の方じゃなかったですね。済みません。13節はそのままで行きます。19

節の益城中央被災地被災復興土地区画整理事業関係についてということで、どういうあれだった

のかということでございますけども、これについてはですね、今進めるという。 

 13。 

 13節には提案とか話はなかったんです。ありませんでした。以上です。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

 14番中村健二議員。 

○14番（中村健二君） 14番中村です。 

 総務常任委員長と建設経済常任委員長にお伺いします。 

 総務常任委員長報告でですね、執行部からの答えが全て詳細な説明で終わっておりましたが、

議会への報告ですので、できれば、できればですね、要点だけでも報告していただくならと。ほ

かの常任委員会ではちゃんと報告してありましたので。そのとき議長も同席されてたと思うんで

すが、議長から何か指示はありませんでしたか。 

 では、１点だけ。本当はもう詳細な説明を全部したらいかんとだけども、そこまでしとったら

もう私一人で時間ばとってしまうので。 

 議案第100号についてだけ紹介します。これは事務分担についての質疑があったということだ

ったんですが、事務分担というのはどのような質疑があったか。なければいいですけども、あっ

たならばその質疑と、それから執行部からどのような説明があったのか、よろしくお願いします。 
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 それから、建設経済常任委員長にお尋ねします。 

 議案第86号、都市計画費の中の１目９節旅費についてですが、益城中央地区区画整理事業に係

るこの質疑に当たって、どういうのが、執行部の説明のが区画整理事業に係る県外への地権者へ

の用地交渉のためというのが報告で上がっていますが、これについてもう少し何か詳しく説明が

ありましたか。あったのなら、教えてください。 

 それから、議案第98号についてですね、環境施設の面積など割合を町条例で変更できるかの確

認があったとありますけど、報告でですね。議案第98号。これ、企業ならできると思います。名

称の変更、名称というか、10条の１号が１項、９条の１号が１項に変わってる部分ですけども、

この報告の中でですね、環境施設の敷地面積の割合を町条例で変更できるかとの確認があったか

ということで報告がありましたが、できるのか、できないのか、その辺の説明がありましたら。

以上、お願いします。 

○議長（稲田忠則君） 坂田みはる総務常任委員長。 

○総務常任委員長（坂田みはる君） 14番中村議員からの御質問にお答えいたします。 

 委員長報告に対しまして、五つの議案に対しまして、全て詳細な報告を受けたという内容を報

告いたしましたけれども、この詳細な説明について、議長からもう少し詳しくしないかという指

示がなかったかというお尋ねだったんですが、委員会の中では議長からの指示はございませんが、

委員会の中で全員の中で協議いたしますときに、余りいろいろとこの詳細の中身に書いてしまう

と質問がなくなるのでというような発言もございましたので、今回は私のほうでしっかり答えさ

せていただくことになるかなとも思っております。申しわけございません。 

 それから、先ほどおっしゃいました議案第100号についてでございます。この件に関しまして

は、委員のほうから、公営住宅課の住宅使用料の徴収対策なども含めて考えていくのかというよ

うな御質問がございましたので、これに対しまして、執行部のほうから徴税等収納対策本部を設

置いたしましてプロジェクトチームをつくり、検討中であるという旨、それから町営住宅につい

ては、弁護士名で督促を送り、対応して積極的に法定手続にも踏み込んでいくというお話がござ

いました。 

 また、担当課でなくても今後対応可能となるようにマニュアルを作成してやっていくという説

明もございました。滞納者の方が税金と住宅使用料とでダブっている方もおられるなどケースも

割と多いということで、よりよくこの皆様によい方向としての対策を考えていくという執行部の

御説明を受けて全員納得したところでございます。以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 荒牧昭博建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） 14番中村議員の質問にお答えします。 

 98号についての質問だと思います。 

○14番（中村健二君） 86も最初に言ったでしょう。86号と。86号の土地利用計画費の中の１目

９節。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） ９節ですね。分かりました。９節の旅費について県外地

権者との交渉のためということで、２回の、二人分の２回分ということでございます。県外の地
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権者もたくさんおられるということでありますけれども、旅費を使用して交渉に行くのは予算に

計上している分のみという形でございます。旅費についてはそういうことです。 

 二人の、２回分。旅費については。町は第２種区域で設定しているので、県との協議が必要だ

が、第１種から第３種の間であれば、変更は可能ということでございます。 

 98号についてはですね。 

○議長（稲田忠則君） 中村議員。 

○14番（中村健二君） 総務委員長、できればですね、議会での報告ですので、要点だけでもや

っぱり報告してもらいたいなということです。議長は何も言われなかったそうですけれども。本

来なら指示があるべきじゃなかったかと思っておりますが。全て、全て詳細な説明だったもんで

すから、ちょっと気になったものですから。そのようによろしくお願いします。 

 それから、都市計画費の中の１目９節の旅費についてですが、これは区画整備等に係る県外の

地権者への用地交渉のためということだったんですが、これ、対象者は何名ぐらいあるか、そう

いうものまでは説明はなかったですか。もし、分かっていれば教えてください。お願いします。 

 それから、議案98号でですね、今言ったこの中で区域の範囲というのがあって、くまもと臨空

テクノパーク、それから改正後は第９条第１項に規定する工場立地特例対象区域のうち、本町の

区域に属する区域となっていますが、この辺に関する説明は何もない。質問とか質疑はされませ

んでしたか。もし、何かあっとれば。 

 それと、98号です。98号。新旧対照表が一番後ろにあると思いますけれども、この区域の範囲

というところで何か質問がなかったか。なかったなら仕方ないですけど、あったならば教えてい

ただきたいと思います。これは平成20年代に益城町で条例化しているものだと思いますけれども。

もしあればお願いします。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 荒牧昭博建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） ３回目の質問にお答えします。 

 旅費の分についてはですね、兵庫、大阪、東京、埼玉、二人、２回分ということでございます。 

○14番（中村健二君） 二人、２回分。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） 98号についてはですね、環境面積とはどのような面積を

示し、その面積は算定になるのか。緑地面積割合と環境施設面積割合を合わせると施設面積の

25％、約３割程度となるが、この割合を条件によって変更することは可能かという質問がありま

したけれども、変更は可能だということで了承したということでございます。 

○14番（中村健二君） 区域の範囲についての質疑はなかったということですか。 

○建設経済常任委員長（荒牧昭博君） ありません。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑がないようですので、これで各常任委員長報告に対する質疑を終わ

ります。 

 これより討論に入ります。 
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 まず、議案に対する委員長報告に反対の方の発言を許します。ありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） ないようですので、これで議案に対する討論を終わります。 

 これより議案第86号「平成29年度益城町一般会計補正予算（第６号）」から議案第92号「益城

町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第96号「益城

町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第

101号「指定管理者の指定の期間の変更について」までの提出13議案について採決いたします。 

 議案第86号から議案第91号の６議案について、本案に対する委員長の報告は可決です。委員長

報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって議案第86号から議案第91号の６議案につい

ては、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第92号、議案第96号から議案第101号までの７議案について、本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立多数であります。よって議案第92号、議案第96号から議案101号ま

での６議案については、委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（稲田忠則君） ここで暫時休憩いたします。11時05分から再開いたします。 

                                            

休憩 午前10時55分 

再開 午前11時05分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど採決の方法に異議がありましたので、再度採決いたします。 

 議案92号、本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり、可決決定することに

賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立多数であります。よって議案第92号は起立多数により、委員長報告

のとおり可決されました。 

 次に、議案第96号、議案第97号、議案第98号、議案第99号、議案第100号、議案第101号につい

て、本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって議案第96号、議案第97号、議案第98号、議

案第99号、議案第100号、議案第101号については、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との交換にかかわる疑義の調



 - 133 - 

査報告を議題といたします。 

 初日に報告があっており、その際、委員長から議員各位に内容を見ていただいて質疑を受ける

との申し出があっておりました。これより質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

○議長（稲田忠則君） １番上村幸輝議員。 

○１番（上村幸輝君） １番上村です。 

 報告書の中で「西村町長が行った土地交換で町に損害を与えた」とありますが、それはどうい

うことなのか、分かりやすい内容説明をですね、お願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 竹上公也委員長。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） １番上村議員の土地交換に対して、町に損害を与えたのはどういうことなの

かということでございます。御説明したいと思います。言葉だけでは非常に説明しづらいので、

資料を使って御説明申し上げたいと思います。 

○議長（稲田忠則君） 事務局から資料を配付しますので、しばらくお待ちください。 

         （資料配付） 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） 行き届いたでしょうか。それでは、御説明申し上げたいと思います。では、

資料２を見ていきたいと思います。 

 今回、西村町長が行いました木山交差点民有地と文化会館第二駐車場、Ａ＋Ｂの部分が交換さ

れました。木山交差点民有地は、1000.74平方メーター。ここ１平方メーター当たり評価価格４

万6,000円で、総額460万でして、文化会館の第二駐車場、右のほうのＡとプラスＢとして、

2,327.59平方メーターの評価価格を１平方メーター当たり２万3,500円として民有地に適する広

さ。いわゆる適合する広さですね。1,958.59平方メーター、（Ａ）の部分が交換地として提供さ

れたわけでございます。 

 土地の評価や面積については何ら問題はないんですが、町が提供した土地、Ａの部分ですね。

余りにも県道と道路に沿った地域で、町に残ってしまった地域、Ｂで書いているんですが、出入

り口のない土地の評価が低いところとなってしまったことが問題であると言うんです。ですから、

ここの中で交換したＡだけで鑑定してみますと、１平方メーター２万6,500円という評価額です

ね。ですから、前回の２万3,500円との3,000円の差がここで出てきているということになります。 

 これで交換された面積の1,958.59平方メートル、585万5,770円が町の損失と見なされる。 

 さらに、出口のない駐車場、これを整理する必要があるということで、前回申請されました金

額が整備費用として500万円。これを加えると1,000万円、1,087万5,770円が町から受けた被害に

なると委員会のほうでは判断していただいたということでございます。 

 ということで、木山交差点の部分として交換された第二駐車場はＡの部分が交換されたと。Ａ

の部分だけを評価すると、先ほど言いました２万6,500円になるという評価が出ております。こ

の差額分について、町が損失したんじゃなかろうかというふうに思っております。以上でござい
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ます。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番下田利久雄議員。 

○２番（下田利久雄君） ２番下田です。 

 町長は土地の交換を町の条例に基づいて行ったと言われておりますが、何がいけなかったので

しょうか、お尋ねします。 

○議長（稲田忠則君） 竹上公也委員長。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） ２番下田議員の質問にお答えしたいと思います。 

 町の条例に基づいて行ったと言っているけれども、何がいけなかったのかということでござい

ますが、今回の土地の交換については、町の条例に基づいて行われましたけれども、何がいけな

かったのかについてお答えいたします。 

 今回、西村町長は文化会館第二駐車場を行政財産から普通財産に用途を変更した後に財産の交

換と無償貸与等に関する町の条例を根拠として土地交換を行いました。本条例については、資料

２に記載しておりますので、参考にしてもらいたいと思いますが、本条例第２条１項（１）交換

の要件として、本町において、公用、または公共用に供するため、他人の所有する財産を必要と

するときとなっております。 

 これは町長の権限というか、権限とかいう問題ではなく、条例で示してある要件、つまり本町

において公用、または公共に供するため、他人の土地を必要とするときの三つの要件を満たして

いたかどうかというのが問題であると思っております。 

 木山交差点の改良は町民の願いであって、町長の思い入れも強かったとしても、木山交差点の

改良は熊本県の所轄であり、確かに年に１回県への要望はありますけれども、それ以外に県に対

する働きかけもなく、県から本地域を先行買収の話や具体的な木山交差点改良に関する計画もな

く、現時点では、木山交差点改良については、将来的に実現したいという希望的段階でしかなか

ったと言えます。 

 つまり、今回木山交差点改良として獲得した土地が、必ずしも交差点用地になるとは言い切れ

ず、さらに、その工事も将来いつから出されるか、全く予想すらできていないような状況であっ

たと言えます。 

 以上のことから、本町において、また、公用、公共用に供するためとは言い切れず、条件の要

件をクリアできていません。将来のために本用地がどうしても必要というのであれば、交渉事と

して秘密にせず、堂々と議会や町民に訴えてもらうべきであったと思われます。 

 以上のことから、町の条例に基づいて行ったとは言っておられるんですが。ということで、要

件にはクリアできなかったということは、実際として法律違反という話になったと思います。以

上でございます。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

 10番坂本貢議員。 
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○10番（坂本 貢君） 質問させていただきます。 

 先日、熊日新聞によると、町長のコメントを読むと、町長は土地の交換により、等価交換は

粛々と条例に基づき実施されていると言われておられますが、どこが問題になったのでしょうか。

教えてください。お願いします。 

○議長（稲田忠則君） 竹上公也委員長。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） 10番坂本議員の質問にお答えいたします。 

 町長は土地の交換について、法令に基づいて交換を実施したと言ってらっしゃるが、何が問題

なのかということでございます。回答したいと思います。 

 西村町長が行った土地の交換について何が問題だったか。調査報告書の中で詳しく述べられて

まいました。調査特別委員会では、以下の３点から分析しております。 

 ①交換地として提供された文化会館第二駐車場を行政財産から普通財産に用途変更したが、そ

の行為は町長の裁量権の範囲内であったかどうか。裁量権の逸脱・濫用ではなかったのかという

こと。 

 二つ目として、普通財産へ用途変更を行った町の条例に基づく交換は、条例で言う要件をクリ

アできていたのか、なかったのかということ。 

 それから３番目として、交換した文化会館第二駐車場の土地の評価、線引きにおいて、社会通

念上から見て、町に損害を与えたのではないかという、以上の３点から追及しております。 

 ２の条件の要件及び３の土地の評価、線引き、これについては、既に御説明いただきましたの

で、１番の用途変更を中心に説明にかえさせていただきたいというふうに思います。 

 この用途変更が町長の裁量権の範囲を行なわれたかどうかということについて検討する前に、

関係法令としての資料２につけておりますように、地方自治法第149条、担任事務の第96条議決

事項、同第237条、財産の管理及び処分、同第238条、行政財産の管理及び処分の条文を参考にす

ることになります。 

 なお、地方自治法第149条６において、町が管理する財産については、町長の権限とされてお

りますが、町長の権限と言えども、町の公園やグラウンド、体育館などの行政財産は当然に処分

できないわけであって、その受け入れには無制限ではなくて、当然制限されるもので、行政の基

本原理ということでございましたが、特に、行政財産について、地方自治法第237条及び238条に

より、町長裁量権は制限されていると考えられております。 

 そこで、町長の裁量権の逸脱・濫用は何をもって判断されたかと言えば、①その基礎のなる重

要な事項に誤認があることなどによって、重大な事実の基礎を欠く場合、または②事実に対する

評価が明らかに合理性を欠く場合で、その内容は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと

認められる場合がございます。 

 今回、町長は文化会館第二駐車場の用途廃止に当たって、同施設の利用が少ないこと、役場駐

車場を代替地として利用できること、町民の希望である木山交差点改良用地獲得を優先させたい

との思いから、第二駐車場の用途を廃止されましたが、この際、同施設の年間使用実績等を確認
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することなく、特に大型バス等が有効に使用していた事実や、地元の行事などに木山弾正祭に際

し、町の夏祭り、総合運動公園の各イベント等に同駐車場が有効に使用されていた事実が強調さ

れていたことが明確であり、事実の認識に誤りがあったと言わざるを得ない。 

 さらに、１番の土地の評価、線引きで説明したように、今回の土地の交換によって町に大きな

損害を与えることも明白であり、社会通念上から著しく妥当性を欠くものと言わざるを得ない。

加えて、２の条例の要件で述べたように、今回の土地交換は、町条例の要件を理解していない。

以上のことから、西村町長が実施されました交換契約において、行政財産の用途廃止及び町に損

害を与えた土地の評価線引きについては、地方自治法第237条及び同238条に関して、町長の裁量

権の逸脱・濫用がさらに条件に対して交換されたこと。この２点から法律及び条例違反の疑いが

極めて強いと判断したということでございます。 

 なお、当調査委員会の多数は、今回の西村町長が実施されました交換契約は、木山交差点の改

良を名目に、文化会館第二駐車場を法令や条例を無視して民間に提供、町に損失を与えたと判断

した次第でございます。 

 以上のようなことから、土地交換については、粛々と法令に基づき実施されましたが、何が問

題だったかということは、こういうことではないかというふうに推測されます。 

○議長（稲田忠則君） 坂本議員、質疑ございますか。 

○10番（坂本 貢君） ありません。 

○議長（稲田忠則君） ここで、暫時休憩いたします。11時45分から再開いたします。 

                                            

休憩 午前11時26分 

再開 午前11時45分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ５番榮正敏議員。 

○５番（榮 正敏君） ５番榮です。 

 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館駐車場の土地区画化疑義の調査についてその報

告について、委員長に質問いたします。 

 まず、土地の評価、線引きにおいて、町の損失は明白であり、社会通念上、もしくは町に損害

を与えたのではないかということを報告されているが、鑑定金額の差が約600万円も町について

は損失として記載されているが、土地の区画に変動がある場合、鑑定した時点が違うことにより

当然なことながら、価格には差額が生じる。 

 鑑定の方法についても、交換した当時の土地評価と違う一筆評価で鑑定を依頼しているため、

価格に差が出るのは当然であると。違う方法で鑑定したことにあえて触れられていない。線引き

の形状も相手側と交渉した結果であるため、それらのことをもって社会通念上、著しく町に損害

を与えたという指摘には全く当たらないと考えれば、なぜ町に損害を与えたと言えるのか。 
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 もう一つ。この土地交換について、町長が土地を取得したいとの思いから、町民や議会に周知

することなく、勝手に行ったことではないかということであるが、地方自治法第149条第１項第

６号において、財産を取得し、管理及び処分することと、町長の担当事務権限として規定されて

いる。重要な案件に対する説明の必要性は認めるものの、町民に用地交渉の内容を逐一知らせる

わけにもいかず、益城町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第２条によって、普通財産

として交換された地方自治法第96条で言う議会の議決事項には該当せず、町長の裁量権逸脱・濫

用という指摘には全く法的には当たらないと考えれば、勝手に行ったと言えない。なぜこのよう

な結論に至ったのか。 

 もう一つ。文化会館第二駐車場の用途廃止は使用実績調査をしていなかったことから、十分に

考慮、または検査、検討しておらず、町長の裁量権の逸脱・濫用があった疑いが高いのであると

いうことであるが、調査するまでもなく、ほとんど使われていなかったことが明白な場合でも、

あえて交付金を使い、調査する必要性まであるのかの疑問である。 

 土地交換も住民から苦情等も上がっていない。調査しなかったことをもって、住民の利益に直

結する重大な問題があったとはとても言い難く、交差点改良のための土地取得のタイミングを逸

することのほうが住民の利益に直結するはるかに重大な問題が生じたとも言える。逸脱・濫用の

はっきりした根拠も示さず、違法性が高いとまで不当に結論づけられている。このことから、裁

量権の逸脱とは言えないが、なぜこのような結論になったか、委員長の考えを伺います。 

○議長（稲田忠則君） 竹上公也委員長。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） ５番榮議員の質問にお答えいたします。 

 非常に多くの質問なので抜けるかも分かりませんが私の考えじゃなくて、これは委員会として

のまとまった報告でございますので、私の私的な考えは別にして報告させていただきます。 

 まず、線引きについて。町の損額、損失についておかしいんじゃないかという話でございます。

鑑定時期が違うとか、もともと値段も変わってくるという話でございますが、これは地震の前の

話でございまして、地震の後の話でございません。地震以前の話であって、その評価額について

は、多分２点、私どもで１回、１回しております。 

 そして、町のほうから１回されております。町のほうが３月ですよね。私どもが依頼したのは

いつだったかな。ちょっと覚えておりませんが、確かに２回鑑定しております。この鑑定金額の

結果を見ての報告でございまして、その時点で多分その時期が違うから値段も違うという推測で

ございますが、しかしながら、私どもは書類を見ながら、その書類に基づいたですね、審査をし

てまいっております。 

 そういうことで、値段については多少あるかもしれませんが、３回目から３回目も＜聞き取り

不能＞ありませんが、しっかりした鑑定人を見つけてお願いしてございますんで、さほど金額の

違いはないと思います。その鑑定結果に基づいて算出した金額でございます。そういうことです

ね。 

 一筆として鑑定した場合、奥まった土地と今現在の交換した部分、これは一筆として鑑定すれ
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ばそういう値段で当たり前じゃないかという話でございましたが、鑑定の結果としては、一筆一

筆鑑定しなければ、道路接続の問題いろんな条件がたくさんあった上での鑑定結果となったもの

ですから、これはおのずと場所も違ってくると思います。ですから、今回交換されたのは公道に

面した部分でございまして、それを一筆で鑑定した結果先ほど言いました。 

 鑑定した結果、Ａの部分が２万6,500円という評価が出ている。それで、前回の鑑定で２万

3,500円ということで、評価額が違うということでございますが、確かに評価額は違うかも分か

りません。しかし、交換された部分については、２万6,500円という評価額が出ているというこ

とでございます。私ども評価額を土地の区画鑑定表に基づいて精査しているということが原則で

ございますので、それ、違うと言われても、じゃあ、そういうことになってますとしか言いよう

がありません。 

 それから済みません。何でしたっけ。 

○５番（榮 正敏君） 町民や議会に周知することは。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） 町民や議会へ周知しなければいけないということはどういうことかと申しま

すと、これについてはですね、こちらのほうの先ほど後半で言われた榮議員の中で一部移転とい

う部分について触れられているんじゃないかというふうに思います。一部移転についてはですね、

ちょっと読み上げてみましょうかね。 

 委員会の中でも、少数の一部意見がございました。先日もお答え、御紹介はしておりましたけ

れども、これについての中身のお話ではないかと思います。 

 今回の土地取得は町長の裁量権逸脱・濫用という指摘があるが、地方自治法第149条において、

普通地方公共団体の長は、財産を取得し、管理し、及び処分することとあり、土地取得は本来町

長の担当事務、権限としてして規定されている。土地の交換については、益城町の条例によって

普通財産として交換しているため、地方自治法第96条でいう議会の議決事項には該当せず、町長

の裁量権逸脱・濫用という指摘には法的には当たらない。 

 また報告では、全体として今回の交換契約は違法である疑いが極めて高いと判断せざるを得な

いと結論づけているが、どのような法令に抵触したことで判断したのか根拠が不明確で、違法、

この指摘には全く当たらないというふうな一部意見でございました。この内容については、さま

ざまな意見が要素が重複しておりますので、これをですね、ちょっと説明するのは一言では言え

ませんので、三分割にさせていただきます。 

 今回の件は町長裁量権濫用という指摘があるが、地方自治法第149条において、普通地方公共

団体の長は財産を取得、管理し、これを処分することとあり、土地取得は本来町長の担当権限と

して規定されていると。この部分についてのですね、御説明をさせていただきたいというふうに

思っております。 

 地方自治法第148条では、町長の事務の管理及び執行、さらに149条では町長の担当事務がござ

います。町の財産の管理や処分なども、この中でも町長の事務処理になっております。ここで裁

量権と言いましても、町長の行う行政行為の権限のことを指しております。 
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 しかしながら、権限とはいえ、何でもできるというわけではございません。そこでは、基本の

ルール、権利がございます。それはつまり制約があるということです。簡単に言えば、町長だか

らと言って、何でも好きに行えるというわけではないということです。公有財産、町有地や建物、

役場、庁舎、体育館、福祉センターなどは町の財産であり、町長個人の財産ではないということ

です。つまり、与えられた裁量権の範囲内で行うもので、今回はこれを超えているということで

す。 

 ついでに、議会において、地方自治法第96条で議会における権限として、財産の処分に関する

議決は議会のほうで行わなければならないというふうに明記されております。 

 そういうことで、この１番目のですね、部分については、逸脱・濫用があったんじゃないかと。

議会に諮って町民の皆さんに周知すれば、何ら問題がなかったのではないかと思いますが、やは

り勝手にやったということが問題だったんだと思います。 

 それから、中盤の土地の交換については、益城町の条例において、普通財産として公開してい

るため、地方自治法第96条でいう議会の議決事項には該当せず、町長の裁量権逸脱・濫用という

指摘には法的には当たらないというふうな一部意見でございます。 

 これについてはですね、当委員会では、手続の手順に従って審査してきたわけでございます。

ここで言う普通財産を交換してはならないということは一言も言っておりません。普通財産に切

り下げてなされたこと、その前の廃止したことが私は問題に当たるというふうに思っております。

当百条委員会では、執行していた行政財産を私有地との交換目的とした上で、必要な調査検討も

しないまま、西村町長の一存で用途変更、用途廃止の処分を行ったこと、これについて今まで審

査をしてきたということでございます。 

 もし、これを認めればたとえ役場庁舎、町民体育館、福祉センター、町の駐車場、公園などに

ついても議会、町民に何も知らせず、処分が可能となるということになります。それでいいのか

どうかということですが、これは無理だと、公有地にしたがった行為が必要ではなかったのかと

いうふうに思っております。 

 それから最後の部分でございますが、報告では全体として今回の交換契約は違法である疑いが

極めて高いと判断せざるを得ないと結論づけているが、どのような法令に抵触したことで判断し

たのか。根拠が不明確であり、違法等の指摘には全く当たらないというふうに書いてございます。 

 これについては、土地を交換されたのは何が問題だったのかというところじゃなかろうかと思

います。今回、利用していた益城町文化会館の第二駐車場、行政財産を土地交換の目的で議会に

諮ることなく、町民への周知も行わず、処分したことです。これは地方自治法第237条、財産の

管理及び処分及び第238条の４、行政財産の管理及び処分において、原則議会の議決を得る必要

があるとされております。条例がある場合は条例の要件に該当する必要があるとされております。

その要件に該当するかについて、検討を行い、条例の要件に該当しない場合は、原則議会承認に

基づく必要があります。今回、要件に該当しないと判断されたことから、地方自治法237条及び

238条の４に違反している可能性が極めて高いというふうにしたものでございます。先ほどから

要件て何の要件かという話が出るかも分かりませんが、要件については次のとおり、御説明申し
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上げます。 

 先ほどにも話したと思いますが、本町において、公用または公共用に供するため他人の所有す

る財産を必要とするときというふうなことが要件で上げております。本町においてと解しますと、

木山交差点改良自体はもともと県であるために、本町、益城町、これには該当しないということ

になります。公用または公共用に供するとありますけれども、これは工事計画がどれだけの具体

性を持っていたかということです。熊本県によると将来においても計画をしてなかったというこ

とから、これも該当しない。他人の所有する財産を必要とするとありますけれども、これは計画

そのものがないのだから、全く該当はしないということになります。ですから、要件について該

当しないためには、検討していかなければいけないということで、委員会としてはこの件につい

ても十分に検討されたということです。 

 そういうことで、一部意見についての説明とさせていただきましたけれども、こういうことが

少し積み重なった部分があるのではないかろうかと思っております。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員。 

○５番（榮 正敏君） ただいま長々と答えていただきましたが、原文を読まれただけです。私

は百条には行ってませんでしたので、中身の詳細については分かりません。ただ、いろいろ聞い

た情報は聞いてます。 

 今、委員長が言われましたが、土地の区画評価認定、何回も何回もやったので。２回。何回も

何回もって言うから、何回もしたんでしょうけども。さほど差はありませんでしたって言うんで

す。金額を覚えていないと言ったんで。議事録か何かには載ってると思いますけど。載っとるで

しょう。 

 （自席より発言する者あり） 

 それで、何で金額的には余り差がないのに、町に損害を与えたと言えるのかと。どれだけ甚大

な被害を与えたのか。どれだけ住民のそのあれに対して被害を与えたのか。 

 それともう一つ。町長の裁量権逸脱・濫用がどうのこうのとありますが、全て何事もオープン

にして、決めるときに情報を全部流してしもうて決めるっていうことはまずありますか。まず内

部で一応情報を集めて、そしていろんなことを決定して、決まったらする。そういうとが普通じ

ゃないですか。それを何もかも先に情報を流してどうのこうの教える。そのほうが。 

 （自席より発言する者あり） 

 だから、そのことに対して、委員会でどういう議論がされたのか。私はそう思いますけど。 

 それともう一つ。最後に、今回の交換契約は違法である疑いが極めて高いと判断せざるを得な

いのではないかとあるけど、どのような法令に抵触することで、違法とまで判断できるのか。そ

の根拠が明確に示されておらず、強引な結論構成となってはいなかったのではないかと思います。

委員長の考えをお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 竹上公也委員長。 

○木山交差点の私有地開発に絡む文化会館第二駐車場との土地交換に係わる疑義の調査特別委員

長（竹上公也君） 情報を何でもかんも流してということは言っておりません。この件について、
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これは法律で決まったことですので、これは法律どおりやっていただきたいということを言った

旨でございます。何でもかんでもやってくれて言ってるわけではございません。 

 それから土地交換についてですけれども、先ほど説明ばっかりなのに、まだ説明しないといけ

ないのか。どうかよく中身を読んでいただいてですね、報告書を。それからお聞きになっていた

だきたいというふうに思います。先ほど申しましたから、この件についてはですね。経緯につい

てはですね。 

○議長（稲田忠則君） 午前中はこれで終わります。午後は１時30分から会議を開きます。 

                                            

休憩 午後０時08分 

再開 午後１時30分 

                                            

○議長（稲田忠則君） 午前中に引き続き、午後の会議を開きます。 

 ほかに質疑はございませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 この案件については、委員長から討論、採決をしないとの申し出があってあります。 

 お諮りいたします。 

 本案件は委員長申し出のとおり、討論、採決をしないことに賛成の方は起立お願いいたします。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって本案件については、討論、採決しないこと

に決定しました。 

 お諮りいたします。 

 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との交換にかかわる疑義の調査報告

は終わりましたので、本特別委員会の解散についてを採決いたします。 

 木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との交換にかかわる疑義の特別調査

員会の解散に賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化

会館第二駐車場との交換にかかわる疑義の調査特別委員会の解散は可決されました。 

                                            

 日程第２ 議案第102号 工事請負契約の締結について 

○議長（稲田忠則君） 日程第２、議案第102号「工事請負契約の締結について」を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） おはようございます。 
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 それでは、議案第102号、工事請負契約の締結について説明します。 

 第29号、木山城址公園災害復旧工事につきましては、条件つき一般競争入札により実施し、お

手元の議案の内容で締結を行おうとするものでございます。 

 本工事の概要ですが、木山城址公園において被災した石積みやブロック積みの擁壁及びトイレ

などの園内施設を復旧するものです。工事の内容は擁壁工732平米、排水溝11メーター、舗装工

940平米、柵工121メーター、休憩工一式、便益工一式となります。 

 工期につきましては、平成30年３月31日までを予定しております。 

 契約金額は6,674万4,000円で、契約の相手方は益城町大字赤井1761番地、有限会社米満産業で

ございます。 

 よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第102号、工事請負契約の締結についての提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第102号「工事請負契約の締結について」を採決いたします。議案第102号「工事請負契約

の締結について」賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって、議案第102号「工事請負契約の締結につ

いて」は可決されました。 

                                            

 日程第３ 議案第103号 工事請負契約の締結について 

○議長（稲田忠則君） 日程第３、議案第103号「工事請負契約の締結について」を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 議案第103号、工事請負契約の締結について説明いたします。 

 下竹之下川河川災害復旧工事につきましては、条件つき一般競争入札により実施し、お手元の

議案の内容で契約締結を行おうとするものでございます。 

 この工事の一般競争入札は、２件の工事を合わせた合冊で行っており、ほかの１件は5,000万

未満であるため、議会承認の案件ではありません。 

 本工事の概要ですが、総領地区において被災しました河川護岸を185メーター復旧するもので
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す。 

 工事の内容は、コンクリートブロック積工で89.0メーター、矢板護岸工で41.0メーター及び天

端コンクリート工で55.0メーター復旧するものでございます。 

 工期につきましては、平成30年３月31日までを予定しております。 

 契約金額は5,985万326円で、契約の相手方は益城町大字福富719番地、有限会社冨田産業でご

ざいます。 

 よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第103号、工事請負契約の締結についての提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第103号「工事請負契約の締結について」を採決いたします。議案第103号「工事請負契約

の締結について」賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって、議案第103号「工事請負契約の締結につ

いて」は可決されました。 

                                            

 日程第４ 議案第104号 工事請負契約の締結について 

○議長（稲田忠則君） 日程第４、議案第104号「工事請負契約の締結について」を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 議案第104号、工事請負契約の締結について説明します。 

 益城町役場庁舎等解体工事につきましては、条件つき一般競争入札により実施し、お手元の議

案の内容で契約締結を行おうとするものでございます。 

 本工事の概要ですが、熊本地震で被災しました役場庁舎、議会棟、町民体育館及び旧健康管理

センター、その他敷地内にあります町中央公民館を除いた建物を解体するものでございます。 

 なお、町中央公民館の解体に関しましては、災害査定の都合上、来年度以降の解体になります。 

 工期につきましては、平成30年３月31日までを予定しております。 

 契約金額は１億7,963万6,400円で、契約の相手方は熊本市北区龍田町弓削1030番地２、星山・

菊南建設工事共同企業体でございます。 
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 よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第104号、工事請負契約の締結についての提案理由説明が終わりま

した。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

 14番中村健二議員。 

○14番（中村健二君） 14番中村です。 

 ちょっと１点だけ。この辺がどうなのかちょっと分からんのですけども、星山・菊南、と同じ

星山、星山って、これ、会社が違うんですかね。同じ会社ですかね。同じ会社が同時に同じ入札

にしていいのか、その辺がちょっと。前田の方は前田産業と前田環境だと思いますけど。こうい

う入札はありなのかなと思ってちょっとお尋ねしたいと思います。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 中桐総務課長。 

○総務課長（中桐智昭君） 総務課長の中桐でございます。14番中村議員の御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 議案の中の確認いただいて、星山、星山と二つあるけれども、別会社かどうかという御質問だ

ったと思います。まず、今回落札された会社はですね、株式会社星山建設工業という会社でござ

います。もう一つの星山のほうは、株式会社星山商店でございまして、別会社という形になりま

すので御理解いただきたいと思っております。 

○14番（中村健二君） 商店と建設会社が。 

○総務課長（中桐智昭君） 頭だけ同じということでございます。 

○14番（中村健二君） 下は環境とか。 

○総務課長（中桐智昭君） はい、そうですね。ちょっとこれはもっとはっきり明記したらよか

ったかもしれません。今度こういうことがあればちょっとはっきり明記をしていただきたいと思

います。 

○14番（中村健二君） お願いしておきます。 

○総務課長（中桐智昭君） 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質問はございませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質問なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第104号「工事請負契約の締結について」採決いたします。議案第104号「工事請負契約の

締結について」賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって、議案第104号「工事請負契約の締結につ
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いて」は可決されました。 

                                            

 日程第５ 議案第105号 工事請負契約の変更について 

○議長（稲田忠則君） 日程第５、議案第105号「工事請負契約の変更について」を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 議案第105号、工事請負契約の変更について説明申し上げます。 

 平成28年災公下第15号、益城町益城惣領地区他汚水管災害復旧（21-19他）工事につきまして

は、平成27年12月議会におきまして契約に関する議案を可決いただき、その後復旧工事に着手し、

工事を進めてまいりました。 

 しかしながら、次に上げる二つの理由により、工事内容等に変更が生じますので、変更契約の

承認をお願いするものです。 

 １点目は、当該工事でのマンホール復旧工事におきまして、当初予定していました位置より深

い部分にマンホールのずれ、破損が確認されたため、土留め工の変更及び薬液注入工事等特殊工

事の追加が発生し、多大な増額となるものです。 

 ２点目は、道路路面上におきまして、マンホールが路面から突出した状態であり、車の通行を

スムーズにするため、高さ調整をする必要があり、そのために周辺の舗装をやりかえる必要が発

生したため、舗装数量が大幅に増加したことに伴う増加でございます。 

 以上のことから、当初請負金額86,40万円に対し、4,727万5,312円を増額するものです。 

 なお、本工事の増額につきましては、既に国交省から変更承認をいただいております。それに

応じ、増額分につきましても99.1％の国庫補助が確定しているので御報告をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（稲田忠則君） 議案第105号、工事請負契約の変更についての提案理由説明が終わりま

した。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第105号「工事請負契約の変更について」を採決いたします。議案第105号「工事請負契約

の変更について」賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって議案第105号「工事請負契約の変更につい
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て」は可決されました。 

                                            

 日程第６ 議案第106号 物品の購入について 

○議長（稲田忠則君） 日程第６、議案第106号「物品の購入について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 次に、議案第106号、物品の売買契約の締結について説明いたします。 

 熊本地震により被災しました益城町総合体育館の物品の購入につきましては、指名競争入札に

より実施し、お手元の議案の内容で契約締結を行おうとするものでございます。総合体育館を再

建し、供用を開始するために必要な備品として購入するものです。 

 備品内容としましては、移動式バスケットゴール用ショットクロック、電光得点表示装置、フ

ァール回数表示器、エアロステッパーでございます。 

 契約金額は1,870万200円で、契約の相手方は熊本市北区室園町10番68号、株式会社イシヌキで

ございます。 

 参考資料として入札の結果及び仮契約書の写しを添付しております。入札の結果は、件名が益

城町総合体育館備品（熊本地震災害復旧）と表示されているものです。 

 なお、納入場所につきましては、熊本交通運輸株式会社貸倉庫となっておりますが、現在総合

体育館の解体に伴い、再建後も使用できる備品につきましては、熊本交通運輸株式会社の倉庫を

お借りして保管している関係上、納入先が表記のとおりとなります。また、添付しております仮

契約書の中に購入する備品の仕様書を添付しております。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第106号、物品の購入についての説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、提案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第106号「物品の購入について」を採決いたします。 

 議案第106号「物品の購入について」について、賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって、議案第106号「物品の購入について」は

可決されました。 

                                            

 日程第７ 議案第107号 物品の購入について 
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○議長（稲田忠則君） 日程第７、議案第107号「物品の購入について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 次に、議案第107号、物品売買契約の締結について説明いたします。 

 熊本地震により被災しました益城町陸上競技場の物品の購入につきましては、指名競争入札に

より実施し、お手元の議案の内容で契約締結を行おうとするものでございます。 

 陸上競技場を再建し、供用開始するために必要な備品として購入するものです。 

 備品内容としましては、写真判定装置一式でございます。 

 契約金額は765万7,200円で、契約の相手方は熊本市中央区上通町９番１号、合資会社ハヤカワ

運動具店でございます。 

 参考資料としまして、入札の結果及び仮契約書の写しを添付しております。入札の結果は件名

が益城町陸上競技場備品（熊本地震災害復旧）と表示されているものです。 

 なお、添付しております仮契約書の中に購入する備品の仕様書を添付しております。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第107号、物品の購入についての提案理由説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第107号「物品の購入について」を採決いたします。議案第107号「物品の購入について」

賛成の方は起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。よって議案第107号「物品の購入について」は可

決されました。 

                                            

 日程第８ 議案第108号 教育委員会委員の任命同意について 

○議長（稲田忠則君） 日程第８、議案第108号「教育委員会委員の任命同意について」を議題

といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 議案第108号、教育委員会委員の任命同意について御説明申し上げます。 

 平成30年１月３日に益城町教育委員会委員の任期が満了するので、新たに後任の委員を任命す

る必要があります。そのためには、議会の同意を得る必要があるため、今回提案いたします。 
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 坂田敏昭氏の後任として、同じ津森校区から益城町大字上陳462番地２の宮本睦士氏を任命し

たいと考えております。宮本氏の略歴につきましては、参考資料としまして履歴書を添付してお

ります。宮本氏は小学校、中学校の教諭、校長として長年にわたって学校教育に携わってこられ

ました。また、熊本県上益城教育事務所におきましては、指導主事、指導課長として勤務され、

教育行政にも携わっておられます。人格高潔で教育に関し、深い識見があり、最適任者と思いま

す。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 議案第108号、教育委員会委員の任命同意についての説明が終わりまし

た。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 これより、議案第108号「教育委員会委員の任命同意について」を採決します。 

 この採決は起立によって行います。議案第108号について、議案のとおり賛成の方は起立を求

めます。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立全員であります。したがって、議案第108号「教育委員会委員の任

命同意について」は原案のとおり同意することに決定しました。 

                                            

 日程第９ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（稲田忠則君） 日程第９、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を

議題といたします。 

 本件につきましては、お手元に履歴書を配付しておりますとおり、益城町広崎829番地３、森

田俊彦さんを本町の人権擁護委員として推薦したいというものです。 

 人権擁護委員法の規定に基づき、町長から諮問がありました。町長の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 次に、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて御説明申し

上げます。 

 人権擁護委員につきましては、皆様御承知のように、人権擁護委員法に基づき法務大臣から委

嘱され、その職務を行います。その職務は自由人権思想に関する啓蒙及び宣伝、民間における人

権擁護運動の助長、また、人権侵犯事件につきその救済のため、調査及び情報収集を行い、法務

大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講じ、人権擁護に努める活動を行います。 

 そのようなことで、現委員の森田俊彦さんの任期が平成30年３月31日となりますが、熊本人権

擁護委員協議会社会福祉委員長として活動しておられ、人望も厚く、最適任と思い、今回再任と
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いう形で提案するものでございます。 

 森田さんの履歴につきましては、添付しておりますとおりですので、よろしく御審議のほどお

願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 町長の説明が終わりました。 

 御意見、御質疑等はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） なしということでございます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 人権擁護委員の推薦については、この諮問のとおり適任ということで、答申いたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

○議長（稲田忠則君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件につきましては、適任ということで答申することに決定しました。 

                                            

 日程第10 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（稲田忠則君） 日程第10、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を

議題といたします。 

 本件につきましては、お手元に履歴書を配付しておりますとおり、益城町小谷422番地の２、

野口泰喜さんを本町の人権擁護委員として推薦したいというものです。 

 人権擁護委員法の規定に基づき、町長から諮問がありました。町長の説明を求めます。 

 西村町長。 

○町長（西村博則君） 次に、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて御説明申し

上げます。 

 人権擁護委員につきましては、皆様御承知のように、人権擁護委員法に基づき、法務大臣から

委嘱され、その職務を行います。その職務は自由人権思想に関する啓蒙及び宣伝、民間における

人権擁護運動の助長、また、人権侵犯事件につきその救済のため、調査及び情報収集を行い、法

務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講じ、人権擁護に努める活動を行います。 

 そのようなことで、現委員の野口泰喜さんの任期が平成30年３月31日となりますが、熊本県人

権擁護委員連合会事務局長などの役職にもついておられ、人望も厚く、最適任と思い、今回再任

という形で提案するものでございます。 

 野口さんの履歴につきましては、添付しておりますのでよろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

○議長（稲田忠則君） 町長の説明が終わりました。 
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 御意見、御質問等はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 御意見、御質問はなしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 人権擁護委員の推薦については、この諮問のとおり適任ということで、答申したいと思います

が、御異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

○議長（稲田忠則君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件につきましては、適任ということで答申することに決定しました。 

 （「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲田忠則君） ８番野田議員。 

○８番（野田祐士君） 西村町長の不信任動議をお願いします。 

○議長（稲田忠則君） 今、野田議員から動議がなされましたが、ほかに賛成の方はおられます

か。 

         （賛成者挙手） 

○議長（稲田忠則君） 分かりました。この動議はですね、ほかにですね、一人以上の賛成があ

りましたので成立いたしました。 

 本動議を日程に追加し、追加日程第１とし、日程に追加して、日程の順序を変更し、直ちに議

題することについて採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 この動議を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすること

に賛成の方は起立願います。 

         （起立多数） 

○議長（稲田忠則君） 起立多数です。 

 したがって、西村町長不信任の動議を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更

し、並びに議題とすることに可決されました。 

                                            

 追加日程第１ 西村博則町長の不信任決議について 

○議長（稲田忠則君） 追加日程第１、西村町長不信任の動議を議題といたします。 

 西村町長の退席を求めます。 

 （西村町長退席） 

○議長（稲田忠則君） 提出者、野田祐士議員の説明を求めます。 

○８番（野田祐士君） ８番野田です。 
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 西村博則町長の不信任決議について。上記の議案を別紙のとおり、益城町町議会会議規則第13

条の規定により提出いたします。 

 平成29年12月19日。 

 提出者。町議会議員、野田祐士。賛成者議員、町議会議員渡辺誠男、中村健二、宮﨑金次、上

村幸輝、竹上公也、下田利久雄、石田秀敏、坂本貢。以上です。 

 続けて、提案理由を述べます。 

 議会は住民を代表する公正の議員をもって構成される地方公共団体の意思決定機関であります。

第93条で、地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置すると

定め、地方議会の設置根拠が憲法で保障されております。地方公共団体の長は、議会の議決を経

た上で事務を執行することとされ、独断専行を許されない建前がとられております。それは同時

に、議会の地位の重要性を示すものであり、議会がいかに住民の立場に立って判断しなければな

らないかを我々に教えております。 

 我が国の地方自治制度において、議会には意思決定機関として、町は執行機関として権限と責

任を分担し、住民に対して直接責任を負わなければならない、両者は対等な関係にあります。 

 議会は住民の代表である議員が、案件について質疑、討論、採決を行う場であります。議員全

員の徹底した論議を行うことを本質としております。 

 今回、市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法100条に基づき、町議会が議決によ

り設置した木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換にかかわる疑

義の調査の報告がなされました。この百条委員会では、西村町長、役場職員関係者、開発業者関

係者、土地所有者に対し、参考人としての聞き取り、調査及び証人喚問を行い、また、土地の再

評価として不動産鑑定士による鑑定報告、そして弁護士による鑑定のもとに行われたものであり

ます。報告書の結論として、西村町長が行った町有地と民有地の土地交換については違法性が高

いと言わざるを得ないとの結論になっております。 

 まず、用途廃止の可否については、地方自治法149条事務中、６の財産取得管理及び所得及び

７の公の施設の設置管理及び廃止については、判断の前提となる重大な事実の基礎を欠き、判断

内容が著しく妥当性を欠くと認められ、町長の裁量権の逸脱・濫用があった疑いが高いとされて

おります。 

 次に、交換契約の可否については、地方自治法237条財産の管理及び処分及び238条の４行政財

産の管理及び処分において、原則議会の議決を得る必要があるとされ、条例がある場合は、条例

の要件に該当する必要があるとされております。この町条例の要件該当性について検討を行い、

条例の要件に該当しない場合は、原則議会承認に戻る必要があるとされております。 

 今回、要件とは、「本町において」とあるのは、木山交差点工事の主体は熊本県であることか

ら該当しません。「公用または公共用に供するため」とあるのは、工事計画がどれほどの具体性

を持っていたかということですけれども、熊本県によると、将来性においても計画をしていなか

ったということからも該当しません。 

 「他人の所有する財産を必要とするとき」とあるのは、計画そのものがないのだから、全く該
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当しません。 

 次に、交換計画の内容について、対象地の線引きによって、余った町の土地が使えなくなり、

また、不動産としての価値も下がり、使用するためには造成地として500万円が必要となり、町

に予算要求された経緯があります。報告書では、町に約1,000万円の損害が生じる交換内容であ

ったとされておるところであります。 

 最後に、議会に二度にわたり上程された補償費900万については、支払う必要のないもの、実

態が確認できないもの、また、実施されていないものが多く含まれていたことから、議会で否決

されたことが実害につながらなかったとされております。 

 以上のことから、西村町長の判断に対し、異議を唱え、拒否権としての不信任を発動としたこ

とは議会として当然のこととなります。西村町長の益城町の長としての責任が果たせていないこ

と、町に対して損害を与えていること、その職務を全うできていないということが証明されたも

のであります。 

 益城町は今復旧、復興をスピード感を持ってなし遂げていかなければいけません。そして、何

より益城町全体として町民の利益を追求していかなければなりません。今回の件はそれに逆行し、

信用を著しく失墜させるようなことで、町長としての適性を欠いております。我々益城町議会は

責務として、西村町長に対し、不信任決議を提出するものであります。 

 最後に、今回西村町長が行った町有地と私有地の交換が、今後の県道４車線化や木山区画整理

などの事業を行っていく際の用地交渉の悪い例にならないことを祈りたい。今議会において、西

村町長からこの件に対する説明、また、責任問題についての回答がなされておりません。責任放

棄とした言いようがなく、まことに遺憾であります。議会人して誇りを持っていただけるような

ものにしていくため、皆様方の御理解と正しい判断をお願いし、私の提案理由にかえさせていた

だきます。以上です。 

○議長（稲田忠則君） ただいま説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

 12番坂田みはる議員。 

○12番（坂田みはる君） 12番坂田でございます。 

 ただいま町長の不信任案ということで、るる御説明を野田議員のほうからいただきましたけれ

ども、何ゆえこの時期の町長不信任案なのかというのが納得ができておりません。 

 といいますのも、たった今、何分たちましたでしょうか。木山交差点の私有地開発に絡む益城

町文化会館第二駐車場との土地交換にかかわる疑義の調査報告、この案に関しましては、討論、

採決もなく、そのまんま全員一致として解散ということになりました。その内容が、町長不信任

案を出される理由とされるところの意図がおかしいのではないかなと思います。 

 といいますのも、12月13日に次期町長選挙を控えましての出馬表明を西村町長はなさっておら

れます。これまで町長が３年８カ月にわたりまして、どこでも町長室をはじめ、これまでやって

こられましたことは、るる私一般質問の中でもさせていただきましたけれども、過去になく、マ
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ニフェストの検証におきましては、歴代町長どなたもやられなかったことをやってこられた現実

というものを評価をされないというのはいかがなものかと思っております。 

 そういった意味で、なぜこの時期に、そして先ほど百条委員会のメンバーのことでございます

けれども、ここは８名の方がおられます。その中で３名の方が今回報告書の中では一部意見とし

て出されておりますことを鑑みますと、現議会として議員の立場全員が今回町長の不信任案を出

されたことにちょっと首をかしげるところでありますので、もう少しそこの部分が分かるように

お願いしたいと思います。 

○議長（稲田忠則君） 野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） 12番ですかね。 

○12番（坂田みはる君） はい。 

○８番（野田祐士君） 坂田議員の質問にお答えをいたします。先ほど来説明をさせていただき

ました。 

 まず、木山交差点の私有地の疑義については、これは百条委員会のほうで疑い、違法性が高い

ものがるるあるという御説明をされたところでありますので、その中身については省かせていた

だきますけれども、今最後に読みましたように、益城町は今後復旧、復興についてスピード感を

持ってやっていかなければならないという時期にあります。 

 だからこそ、今だからこそ、きちんとした判断ができる町長が必要ではないか。また、決断力、

リーダーシップを持って、決断力を発揮できる町長が必要でないか。そういうことが前提であり

ます。以上でよろしいでしょうか。 

○議長（稲田忠則君） 坂田議員。 

○12番（坂田みはる君） ８番野田議員からただいま御説明をいただきました。ありがとうござ

いました。 

 今だから決断力が必要というお話でございましたけれども、この３年８カ月ずっと決断しての

現在になっておられます。その評価というものがまるっきりないというのは、私たち議員バッジ

をつけている者として少し恥ずべきところではないかと思っております。 

 議会というのは、議会制民主主義で、数の多さで流れてまいります。その中で、どうしてもそ

こにおごり高ぶりが出てくるのではないかと常日ごろ私の中では思ってまいりました。ですから、

今回、そのような、さきにも述べましたけれども、この震災以降、28年以降ですね、国からと県

からと、その一つのパイプを通して、一つの力強いパイプを通して、まっすく一つずつ進んでき

たという、その評価が一つも入っていないというのは、野田議員の中ではどのように精査をされ

てきたのかなと思っております。 

 これまできちっと前に進むために、そして、まず進んでいるということを少し認めていただき

たいというところも思っております。スピード感を持つために、まず足場を固めて一歩ずつ進ん

だことによって、解体も10月までに終わったと、そういった流れもございますので、何事もスピ

ード感を持つためには、足場を固めながらという、そういう発想のもともあってよろしいかと思

います。 
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 そういった意見も含めまして、このようなしゃべり方はよくこれまでにも皆さんが許してこら

れたものと思いますので、女性、男性ということはかかわらずお許しをいただきまして、質問と

させていただきたいと思います。 

 実際、ちゃんと進んでいるということも踏まえた上で、そして、このまま益城町議会が一つの

方向を向くことのほうが、スピード感につながるということをお思いにならないのかお伝えした

いと思います。 

○議長（稲田忠則君） 野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） ２回目の質問ですよね。 

 まず、議会制民主主義を冒瀆したことは一度もございません。何ら判断、もしくはやっている

ことに、法に反したことをやっているという意識は全くございません。 

 それから、スピード感を持ってやるためにということで、また、西村町長がやられてきた決断

というものについて、全てについて批判をしているというわけでは、もうこれは初めからござい

ません。 

 私が言ったのは、まず第１が、木山交差点の部分、私有地の問題についての町長からのきちん

とした説明がないというのがいけなかったのではないですかという問題と、今後に大きくかかわ

りが出る問題ですよと。それについての回答も得られていないということを言ったまでのことで

あります。 

 それから、当議会には県からの信頼を受ける副町長もおられるわけですので、これはですね、

ともに西村町長を支えていただき、進んでいけばよいのだろうというふうに思っております。 

 質問の内容ですけども、結局何について私は答えればよろしいんでしょうか。もう一つ、内容

についてですね、ちょっと。 

○12番（坂田みはる君） どうしてこの時期にって。 

○８番（野田祐士君） どうしてこの時期に。例えば先ほど言ったとおりですね。この時期だか

らこそ、今後復旧、復興が必要、スピード感を持ってする必要があるからこそ、西村町長の判断、

決断がですね、大事になってくると。例えば、私が一般質問でさせていただいたようにですね、

県道益城菊陽線、役場の前の道から第２空港線まで、この道ですね。目の前の道について、議案

は我々には説明をされました。議案を上程されました。前日になって、当日になって引っ込めら

れました。議案をですね。 

 なぜですかという理由をお尋ねしたところ、理由については返ってこなかったわけですね。要

するに、理由もなくして議案を出し、議案を引っ込めたのかという判断を私はしております。理

由の説明がない以上ではですね。だから、きちんとした理由を言っていただければ、それについ

てまた判断をするつもりでおりましたけれども、そういう理由もないということ等から、判断に

ついて、または決断力について、いかがなものであろうということであります。よろしいですか

ね。以上です。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はございませんか。 

 17番荒牧昭博議員。 
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○17番（荒牧昭博君） 17番荒牧です。 

 今提出者の野田議員からですね、町長として責務を果たしていないと、独断専行だと言われる

んですけれども、震災後１年８カ月、執行部を中心に町長は責務を果たしていると私は思ってお

ります。そのようなことについてどう思われるのか。 

 それと、百条の木山交差点についてはですね、結局、歴代町長からの申し送りというのはあり

ませんけれども、そういう形なので、地元からですね、陳情があってます。それなので、名前を

出していいのか分かりませんけれども、今回、町長不信任案を出された人はこの交差点はどうし

ても買えというようなことを言われてきたと思います。その点について１点だけお伺いします。 

○議長（稲田忠則君） 野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） 17番荒牧議員の質問に対してですね、余り答えるのは、もう十分に答え

をしてきた内容だと思うので、答える必要、どの部分をあと答えればいいのか分からないので。 

○17番（荒牧昭博君） 執行部と町長は十分やってきている。やってきとるったい。それに対し

ても何もしてないというようなことで言われたから出てきた。 

○８番（野田祐士君） なるほどですね。何もしてないとは先ほど来言ってないということであ

りますので。 

○17番（荒牧昭博君） 今さっき言われたでしょう。 

○８番（野田祐士君） ああ、そうですか。何もしてないとは言ってません。この震災を機にで

すね、我々はしっかりですね、西村町長のリーダーシップをとってですね、西村町長がしっかり

としたリーダーシップをとってやっていってもらったら、もう少し違ったのではないかなという

思いはあります。 

 ただ、これはですね、実際はもう西村町長がやられてきたわけですから、思いだけであって、

これは分かりませんけれども、それでは、今後数年先、10年、20年先にですね、今のままでよい

かという判断をした場合、いけないのではないかということを言っているだけであって、今まで

のことについて、いろいろと私が答える必要はないと思っております。 

○議長（稲田忠則君） 荒牧議員。 

○17番（荒牧昭博君） ２回目の質問です。質問というよりも、今言われましたように、町長が

リーダーシップをとれてなかったということとしては、私は反対です。十分１年８カ月の中でや

ってきたと思います。以上です。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑ありませんか。 

 ないようですので。 

 ５番榮正敏議員。 

○５番（榮 正敏君） ５番榮です。 

 今まで野田議員の意見をずっと聞いてきました。今現在、この益城において、喫緊の課題が山

積みしています。なぜ今町長の不信任案ですか。執行部と町長一生懸命やってきたその中で、何

で不信任案ですか。副町長も県から派遣していただいて、一生懸命県とのつながりを頑張ってや

っておられる、国との財政のつながりも一生懸命やってもらっています。そういうときに不信任
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案ですか。理解に苦しみます。 

 百条に対しても、議決をとらないとさっき言ったばっかりで、私は立ちました。法に抵触して

いるについては、百条委員会の結論は法には抵触しているがと結論づけて終わっています。その

補足意見の一部に最後にこう書いてあるじゃないですか。 

 「今回の土地取得は、町長の裁量権逸脱・濫用という指摘があるが、地方自治法第149条にお

いて、普通地方公共団体の長は財産を取得し、管理し、及び処分すること」とあり、土地取得は

本来町長の担当事務、権限として規定されている。何も問題ない。土地の交換については、益城

町の条例で普通財産として公開していたのに、地方自治法第96条。 

 （自席より発言する者あり） 

 には該当せず、町長の裁量権逸脱・濫用という権限には法的には当たらない。また、報告では

「全体として、今回の交換契約は違法である疑いが極めて高いと判断せざるを得ないと結論づけ

ているが、どのような法令に抵触したことで判断したのか根拠が不明確であり、違法との指摘に

は全く当たらない」と書いてあります。これを踏まえた上でのさっきの議決をとらないというと

ころに結論づけるんじゃないですか。そこで何で、町長の不信任案ですか。 

 それともう一つ。スピード感を持った町長でなければならない。それは誰ですか。スピード感

を持った判断ができる町長と。今、この西村以外にないと思います。この益城町でばんばんやっ

ている町長は。 

 （自席より発言する者あり） 

 野田議員、あんたが町長になる。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） ５番榮議員の質問にお答えいたします。 

 なぜ今かという問い、質問でございましたので、いろんな問題が山積みしているから、だから

今だというふうに先ほど答えさせていただきました。理由は、判断力、決断力、リーダーシップ

が不足するのではないのかと思っているからです。 

 あとは。以上です。 

○議長（稲田忠則君） 榮議員。 

○５番（榮 正敏君） 一つだけ。スピード感を持って判断できる町長ってどなたでしょうか。

お願いします。 

○議長（稲田忠則君） 野田祐士議員。 

○８番（野田祐士君） それは選挙委員会がやることでですね、私がやるわけではないので。で

きたら榮議員のほうがいろいろ決断ができるのかもしれません。 

○議長（稲田忠則君） ほかに質疑はありませんか。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 まずですね、この動議に反対の方の発言を許します。 
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 12番坂田みはる議員。 

○12番（坂田みはる君） 12番坂田でございます。 

 町長不信任動議に対しまして、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 

 西村町長は就任以来、公平かつ公正にその任を全うしており、何ら町長不信任につながるもの

ではなく、町長不信任動議に対し、断固反対いたします。これから復興の長い道のりを進むべき

ときに、益城町議会として、町民の皆様のためにもあってはならない行動であると心から思って

おります。 

 今回、木山交差点の私有地開発に絡む益城町文化会館第二駐車場との土地交換にかかわる疑義

の調査についての報告の中で、一部意見として出されているところが重要でございます。今回の

土地取得は、町長の裁量権逸脱・濫用という指摘があるが、地方自治法第149条において、普通

地方公共団体の長は財産を取得し、管理し、及び処分することとあり、土地取得は本来町長の担

当事務、権限として規定されている。この土地の交換については、益城町の条例によって、普通

財産として公開しているため、地方自治法第96条でいう議会の議決、議決事項には該当せず、町

長の裁量権逸脱・濫用という指摘には法的にはならない。 

 また、報告では、全体として今回の交換契約は違法である疑いが極めて高いと判断せざるを得

ないと結論づけているが、どのような法令に抵触したことで判断したのか根拠が不明であり、違

法との指摘には全く当たらないという、この部分も大変重要かと思っております。 

 益城町議会として町民の皆様のためにはあってはならないこの町長不信任案に対しまして、議

員各位の皆様御自身の胸に手を当て、御自分の考えを持って賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（稲田忠則君） 次にこの動議に賛成の方の発言を許します。 

         （なし） 

○議長（稲田忠則君） なければこれで討論を終わります。 

 これより追加日程第１、西村町長不信任議案の動議を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。西村町長不信任案の動議に賛成の方の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

○議長（稲田忠則君） 起立９名であります。不信任の要件は議員総数の３分の２以上の出席が

必要で、４分の３以上の者の同意が議決要件ですので、14名の同意が必要です。よって、西村町

長不信任議案の動議は否決されました。 

 西村町長の入場を許します。 

 （西村町長入室） 

                                            

 日程第11 閉会中の継続調査の件 

○議長（稲田忠則君） 日程第11、閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第70条の規定によって、別紙継続調査一覧表の

とおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りいたします。 
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 各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査することに異議あ

りませんか。 

         （異議なしの声あり） 

○議長（稲田忠則君） 異議なしと認めます。よって各常任委員長及び議会運営委員長からの申

し出のとおり、閉会中の継続調査することに決定しました。 

 以上をもちまして、本定例会に提案されました全ての案件は議了されました。 

 12月12日から本日まで８日間にわたりまして御協力をいただき、まことにありがとうございま

した。 

 これで平成29年第４回益城町議会定例会を閉会いたします。 

                                            

閉会 午後２時30分 
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